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研究要旨： 

 保健医療福祉活動の総合的なマネジメントの進め方を明確化することがこの研究の目的

である。各分担研究のこれまでの成果を集大成して、小冊子「保健医療福祉調整本部等に

おけるマネジメントの進め方 2022（暫定版）」を作成した。その基礎となる分担研究とし

て、保健医療調整本部等に関するインタビュー・アンケート・文献調査、産学民官の連携

に関する調査、指揮・統制・調整・コミュニケーション(C4)に関する海外の情報収集、分

野横断的な情報共有・連携の課題、自治体職員の過重労働・メンタルヘルス対策の検討を

行った。 

 その結果、総論として、まず災害時の組織対応の原則（CSCA）に沿って、指揮・調整（保

健医療福祉調整本部の設置、本部の構成員、本部長、リーダーシップ、本部事務局、本部

会議、本部室）、安全の確保（活動者や被災者の二次災害等の防止、職員等の過重労働・

メンタルヘルス対策）、情報交換・共有、評価が、また災害対応全体の流れとして、目的・

戦略・目標・戦術、情報収集・状況認識・意思決定・実施、そして保健医療福祉活動チー

ムの派遣調整、平常時の備え（計画・マニュアル、人材育成、物資）、事後レビューなど

が、マネジメントを進める上で重要である。また、各論として、避難所及び在宅避難者の

支援、医療活動、福祉活動・福祉との連携、NPO／ボランティアなどとの連携、民間企業な

どとの連携などが重要である。 
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Ａ．研究目的 

 熊本地震（2016 年）の検証結果を受けて、

2017 年 7 月 5 日に、厚生労働省 5 課局部長通

知「大規模災害時の保健医療活動に係る体制

の整備について」が発出された。そこでは、

各都道府県において、保健医療活動チームの

派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、

整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を

行う保健医療調整本部を設置することなどが

示されている。しかしながら、具体的にどの

ように整備を行うのが良いのかについて検討

すべき点が多数ある。 

 一方で、2019 年末から始まった新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）の流行は一種の

災害であるとも言われ、またそのマネジメン

トや職員の安全衛生対策などにおいて自然災

害と共通する点は多い。 

 そこで、保健医療福祉活動の総合的なマネ

ジメントの進め方を明確化することをこの研

究の目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．小冊子「保健医療福祉調整本部等におけ

るマネジメントの進め方」の作成 

 各分担研究のこれまでの成果を集大成して、

研究班会議、ワーキング会議及びメールによ

る意見交換等により、保健医療福祉調整本部

等におけるマネジメントの進め方についての

とりまとめを行った。 

 主として、都道府県庁の保健医療福祉部局

に設置される保健医療福祉調整本部について

検討を行ったが、保健所等に設置される、い

わゆる地域保健医療調整本部においても共通

のことが多く、それも含めて検討した。なお、

災害時の対応に軸足をおきつつ、新型コロナ

ウイルス感染症対策本部など、新型コロナウ

イルス感染症対応の経験に基づく共通点も参

考にして、とりまとめを行った。 

 これまでに災害対応に関する種々のマニュ

アルが作成されてきた。ただし、分量が多い

と、特に災害発生時に通読することが困難で

ある。また、詳細な記載は、災害の状況によ

って、また地域の特性によって、時に適用で

きない場合もある。そのため、主として、戦

略・戦術レベルの、災害対応の大枠や基本的

な考え方を比較的コンパクトにまとめること
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とした。 

 

２．保健医療調整本部等に関する調査及び要

点 

 2016 年以降に災害の対応をした都道府県

庁、保健所、中核市、中核市保健所に対して

保健医療調整本部の設置と体制・運営、実際

の対応（機能）、情報収集・計画策定、ロジ

スティクス、財務・総務等について聞き取り

調査を行った。 

 

３．文献調査を含めた近年の自然災害におけ

る保健医療調整本部等の実事例調査 

 これまで、アンケートとインタビューによ

る実態調査を行った。また、その後に公開さ

れた各行政機関等の検証報告書や学術論文か

ら課題を抽出し、本研究から明らかになった

実態と照らして、要因や改善策について検討

した。 

 

４．産学民官の連携に関する調査 

 従来、保健医療調整本部とあまり接点を持

たず､独自の判断で要援護者支援を行う民間

非営利組織（NPO･NGO 等）や専門職によって

新たに構築された支援体制の実態を把握する

調査を行った。また、生活再建段階の被災者

支援体制として「災害ケースマネジメント

（DCM）」に注目し､その先行事例の調査や、

DCM に必要な被災者の支援需要を評価するア

セスメント調査を行った。さらに、2018 年の

アセスメント調査結果と､その結果に基づく

3 年間の支援活動記録を突合したデータセッ

トを構築し、分析した。加えて、専門士業団

体への調査を行った。 

 

５．指揮・統制・調整・コミュニケーション

(C4)に関する海外の情報収集 

 大規模災害時の対策本部（Emergency 

Operations Center, EOC）の主要機能とされ

る指揮・調整機能等について、新型コロナウ

イルス感染症(COVID-19)の対応も引き続き注

視しつつ、欧米諸国の現状について文献・資

料等をもとに調査を行った。 

 

６．分野横断的な情報共有・連携の課題 

 令和３年度災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）養成研修（基礎編）において、DMAT、

DPAT、JVOAD、DHEAT といった関係機関からの

ビデオメッセージ（15～20 分）を参加者に視

聴してもらい、支援チームの特徴や活動内容

の理解が深まったか分析した。都道府県にお

ける災害福祉支援ネットワークおよび NPO/

ボランティア団体について、事例をもとに保

健部局との連携のポイントについて分析した。 

 

７．自治体職員の過重労働・メンタルヘルス

対策 

 新型コロナウイルス感染症に対応する職員

のメンタルヘルスの現状とその対応策につい

て、研究分担班メンバーの自治体の現状を把

握し整理するとともに、自然災害との違いに

ついても整理した。また、新型コロナウイル

ス感染症等対応における自治体職員のメンタ

ルヘルス対策・過重労働対策について、積極

的な取り組みを行っている自治体の関係者等

を招聘して、オンラインによる意見交換会を

実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

 人を対象とする生命科学・医学系研究に関

する倫理指針が適用される調査等については、

倫理審査を受けるともに、指針に則ってイン

フォームド・コンセントを受ける手続等を行

った。関係者へのインタビュー調査等におい

ては、研究の趣旨を説明し了承が得られた場

合に実施した。 

 

Ｃ．研究結果及び考察 

１．小冊子「保健医療福祉調整本部等におけ

るマネジメントの進め方」の作成 

 別添資料の通り、保健医療福祉調整本部等

におけるマネジメントの進め方 2022（暫定
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版）を作成した。総論として、まず災害時の

組織対応の原則（CSCA）に沿って、指揮・調

整（保健医療福祉調整本部の設置、本部の構

成員、本部長、リーダーシップ、本部事務局、

本部会議、本部室）、安全の確保（活動者や

被災者の二次災害等の防止、職員等の過重労

働・メンタルヘルス対策）、情報交換・共有、

評価について、また災害対応全体の流れとし

て、目的・戦略・目標・戦術、情報収集・状

況認識・意思決定・実施、そして保健医療福

祉活動チームの派遣調整、平常時の備え（計

画・マニュアル、人材育成、物資）、事後レ

ビューについてマネジメントの要点をまとめ

た。また、各論として、避難所及び在宅避難

者の支援、医療活動、福祉活動・福祉との連

携、NPO／ボランティアなどとの連携、民間企

業などとの連携についてまとめた。 

 

２．保健医療調整本部等に関する調査及び要

点 

 急性期から活動を開始できる DMAT が災害

発生直後から行政を支援し医療中心の調整本

部が設置されていて、被害状況の変化等に伴

い保健や福祉を含む調整本部に移行していた。

また調整本部では班体制が組まれており、行

政組織の業務を生かして平常時から関係があ

る組織・団体等とともに対応していた。調整

本部会議では、他の本部等へのリエゾン派遣

等により収集した様々な情報を共有し、活動

方針・目標・計画を決定して、本部長が関係

のある班に連携・調整・連絡等の対応を指示

していた。内容により権限移譲を行うことも

あった。ロジスティクスは発災から暫くは

DMAT が担当し、保健所は県等に依頼していた。

財務・総務は県等が担当し労務管理は各場所

で行われていた。また、他県の災害支援や過

去の災害対応経験、平常時からの研修が役立

っており、研修や訓練、経験の有効性と災害

対応の記録による災害経験の伝承が必要と考

える。これらのことから、保健医療調整本部

の名称はそれぞれ違うが、ICS の機能に類似

した役割をもって状況に応じた活動をしてい

たと推察される。地域の特性を踏まえ ICS の

視点をもった保健医療調整本部の構築が必要

と考える。 

 

３．文献調査を含めた近年の自然災害におけ

る保健医療調整本部等の実事例調査 

 福祉施設の被災状況や支援ニーズ等の把握

は、これまでの災害においてＥＭＩＳのよう

に関係者に一斉に情報共有する仕組みが整備

されておらず、情報伝達経路も明確でない場

合が多いことから、適切な組織に情報が集約

されず、対応が遅れると考えられる。ただし

情報システムは電気や通信等が不通になると

使用できないことを想定し、代替の情報収集

手段を講じる必要がある。 

 保健医療調整本部とライフライン企業等の

民間企業との連携は重要であるが、防災部局

を介して連携調整が行われる場合が多く、迅

速性に欠くことが懸念される。防災部局や支

援企業の連絡員が常駐する部屋と保健医療調

整本部の執務スペースは同室であることが望

ましいが、別室にならざるを得ない場合には、

定例の会議の外にも相互にコミュニケーショ

ンをとる手段を講じるべきである。 

 活動チームの派遣調整や支援にかかる費用

負担等については、都道府県、保健所、市町

村間で共通認識を持つことが重要である。特

に災害救助法適用の有無等によって事務の所

掌や権限移譲、費用負担が変わるため、想定

されるケースを事前に整理し、関係者間で共

有しておくことや、その判断を迅速に行うた

めの情報収集・分析を早期から行うことが有

効であると考えられる。 

 

４．産学民官の連携に関する調査 

 2021 年の調査では、特に高齢世代で｢まち･

地域の安定｣｢心理的安定｣についての主観的

復興感の回復が遅かった。また 2018 年の DCM

結果と､その後の支援活動記録の分析では、被

災当初のアセスメント調査で日常生活･住ま
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いの再建支援世帯と評価された世帯の生活再

建が遅れており､過去の評価が概ね妥当だっ

たことが確認された｡専門士業団体への調査

の結果、技術系･法律系の団体は、福祉系の団

体より他の分野との連携が少なかった。 

 

５．指揮・統制・調整・コミュニケーション

(C4)に関する海外の情報収集 

 COVID-19 のパンデミックの経験を通じて、

バーチャル EOC の活用など新たな技術の導入

も進んでいることが明らかになった。一方で、

地域のリスクやリソースの評価により本部機

能を確立し、標準作業手順書（SOP）として一

連の手順を明確にするという基本的なプロセ

スを確実に実施していくことが重要であると

考えられた。 

 

６．分野横断的な情報共有・連携の課題 

 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）養

成研修基礎編において、令和 2 年度から 2 年

間にわたり、NPO・ボランティアとの連携につ

いて取り上げたこともあり、保健部局の行政

職員から福祉との連携が重要であるというこ

とが聞かれるようになってきた。 

 今後、具体的に平時・災害時に連携できる

ようになることが重要である。連携のポイン

トとして、以下のことが抽出された。①災害

時の住民支援は多岐にわたり保健部局だけで

は対応できない。災害派遣福祉チーム（DWAT）

や災害 NPO・ボランティアは専門的に被災者

の生活支援にかかわった経験があり、連携す

ることが有用である。②災害時に効率よく

DWAT や災害 NPO と連携するためには、社会福

祉協議会や災害中間支援組織の役割が重要で、

平時から連携の仕組みを構築すること、保健

部局もかかわることが重要である。③災害時

に DWAT や災害 NPO、中間支援組織と効率的に

連携するには、平時から地元の関係団体との

連携が不可欠である。福祉部局や社会福祉協

議会と協力して、地元ボランティア団体との

関係づくりをしておくとよい。 

 

７．自治体職員の過重労働・メンタルヘルス

対策 

 大規模災害時における職員の健康管理は各

地で行われてきた。一方で、新型コロナウイ

ルス感染症対応業務が長期化する中、職員の

心身の不調が多く発生している現状があり、

過重労働・メンタルヘルス対策が重要な課題

となっている。その対策として「業務マネジ

メント」と「メンタルヘルスケア」の２つの

柱に整理し、両輪で進めることが重要であり、

各職場では所属長等をリーダーとし組織とし

ての具体的な取組を進めていくことが必要で

ある。新型コロナウイルス感染症対応の収束

が見えない中、今後も職場において各地の取

組事例を参考にし、創意工夫しながら対応業

務を進めていけるよう、取組の発信、共有化

をしていくことも必要である。 

 

Ｄ．結論 

 保健医療福祉活動の総合的なマネジメント

の進め方の明確化に向けて検討を行い、小冊

子「保健医療福祉調整本部等におけるマネジ

メントの進め方」を作成した。 

 総論として、まず災害時の組織対応の原則

（CSCA）に沿って、指揮・調整（保健医療福

祉調整本部の設置、本部の構成員、本部長、

リーダーシップ、本部事務局、本部会議、本

部室）、安全の確保（活動者や被災者の二次

災害等の防止、職員等の過重労働・メンタル

ヘルス対策）、情報交換・共有、評価が、ま

た災害対応全体の流れとして、目的・戦略・

目標・戦術、情報収集・状況認識・意思決定・

実施、そして保健医療福祉活動チームの派遣

調整、平常時の備え（計画・マニュアル、人

材育成、物資）、事後レビューなどが、マネ

ジメントを進める上で重要である。また、各

論として、避難所及び在宅避難者の支援、医

療活動、福祉活動・福祉との連携、NPO／ボラ

ンティアなどとの連携、民間企業などとの連

携などが重要である。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
保健医療調整本部等に関する調査及び要点 

 
 

研究分担者  原岡 智子（松本大学看護学部看護学科公衆衛生看護学 教授） 

研究協力者 藤内 修二（大分県福祉保健部参事監兼健康づくり支援課長） 

研究協力者 横山 芳子（松本大学看護学部看護学科公衆衛生看護学 准教授） 

研究協力者 五十嵐 佳寿美（松本大学看護学部看護学科公衆衛生看護学 助教） 

   研究協力者 鮎川 昌代（松本大学看護学部看護学科成人看護学 教授）  
 
研究要旨： 

 保健医療調整本部の実際について ICS の視点から検証することを目的とした。2016 年

以降に災害の対応をした都道府県庁、保健所、中核市、中核市保健所に対して保健医療調

整本部の設置と体制・運営、実際の対応（機能）、情報収集・計画策定、ロジスティク

ス、財務・総務等について聞き取り調査を行った。急性期から活動を開始できる DMAT が

災害発生直後から行政を支援し医療中心の調整本部が設置されていて、被害状況の変化等

に伴い保健や福祉を含む調整本部に移行していた。また調整本部では班体制が組まれてお

り、行政組織の業務を生かして平常時から関係がある組織・団体等とともに対応してい

た。調整本部会議では、他の本部等へのリエゾン派遣等により収集した様々な情報を共有

し、活動方針・目標・計画を決定して、本部長が関係のある班に連携・調整・連絡等の対

応を指示していた。内容により権限移譲を行うこともあった。ロジスティクスは発災から

暫くは DMAT が担当し、保健所は県等に依頼していた。財務・総務は県等が担当し労務管

理は各場所で行われていた。また、他県の災害支援や過去の災害対応経験、平常時からの

研修が役立っており、研修や訓練、経験の有効性と災害対応の記録による災害経験の伝承

が必要と考える。これらのことから、保健医療調整本部の名称はそれぞれ違うが、ICS の

機能に類似した役割をもって状況に応じた活動をしていたと推察される。地域の特性を踏

まえ ICS の視点をもった保健医療調整本部の構築が必要と考える。 

 

 

Ａ．研究目的 

 保健医療調整本部は、保健医療活動チーム

の派遣調整、保健医療活動に関する情報の連

携・整理及び分析等の保健医療活動の総合調

整を行うことと国の通知に示されている。 

 ひとたび災害が発生すると、保健医療調整

本部は、重要な保健医療活動の拠点として災

害発生直後から迅速かつ効果的に対応しなけ

ればならない。アメリカでは災害初動の標準

化ツールとして ICS が用いられている。ICS

は、災害対応部隊が迅速かつ効果的に他機関

と連携し、資源の効率的な確保と配分などの

即効行動を、強力に支援するマネージメン

ト・ツールである。現在、ICS はアメリカ以

外の国でも導入されたり、ICS の概念と仕組

みを採用したりと世界的に活用されている。

日本では、DMAT などの災害時の緊急医療支

援にかかわる組織において先駆的に導入され

ている。また、古屋らは、医療システム安全

において、保健所が担う役割を明らかにする

目的で、国際動向調査から ICS の考え方の導

入は可能であると述べており、日本版標準保

- 34 -



 

健所インシデント・コマンド・システムを作

成したと報告している。 

 これらのことから、保健医療調整本部にお

いても、災害発生時から保健医療活動のマネ

ージメントを迅速かつ効果的に行うには、

ICS の機能を用いシステマティックに対応す

る必要があると考える。令和元年に、全国の

都道府県庁および政令市を対象に、実施した

保健医療調整本部等に関する調査では、都道

府県庁の 88.9％、政令市の 66.5％が、保健

医療調整本部を設置していた。しかし、具体

的な保健医療調整本部の災害時対応状況は明

らかではない。 

 そこで、本研究では、過去の災害時におい

て、保健医療調整本部の対応の在り方を ICS

の視点で検証することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 令和 3 年 8 月 1 日から令和 4 年１月１０日

において、複数の災害に被災した都道府県庁

５か所と中核市 1 か所、被災地の県型保健所

２か所と、中核市保健所１か所（表１）の災

害当時の、担当者または現職の担当者に対し

て、インタビューガイドを用いた半構造化面

接（インタビュー調査）を実施した。面接の

日時や場所は、対象の意見を尊重し設定し

た。インタビューガイドは、ＩＣＳに関する

文献を参考に、ＩＣＳの要点を抽出して作成

した。具体的には、保健医療調整本部の組織

体制や本部会議、実際の対応状況、情報収集

提供、対応計画策定、ロジスティクス、財

務・総務、その他の 8 項目に関する内容であ

る。インタビュー内容は、対象に承諾を得た

上で IC レコーダーにて録音した。 

 

 

 

 

 

 

 

表1　災害とインタビュー対象機関

発生年月 種類または名称

2019.10 令和元年東日本台風 長野県 長野県庁

2018.9 北海道胆振東部地震 北海道 北海道庁

2016.8 台風7号 苫小牧保健所

2020.7 令和2年7月豪雨 熊本県 熊本県庁

2016.4 平成28年熊本地震 八代保健所

2020.7 梅雨前線による大雨土砂 広島県 広島県庁

2018.7 台風7号・豪雨

2021.8 豪雨 福岡県 久留米市役所

2020.7 令和2年7月豪雨 久留米市保健所

2019.7 豪雨

2018.7 西日本豪雨

2018.8 台風21号 大阪府 大阪府庁

2018.7 豪雨

2018.6 大阪府北部地震

災害 インタビュー
対象機関

 地域

 

Ｃ．研究結果 

１‐1． 保健医療調整本部の設置と運営に

ついて（都道府県の場合‐設置） 

 災害対策本部が立ち上がった後に、設置

されていた。 

 災害発生直後には医療本部として、平常

時に DMAT との訓練を担当している課、

例えば医療対策課や地域医療課、医療政

策課に設置されていた。 

 県の保健医療調整本部である災害医療本

部は、発災後日数がたち被災地が限局さ

れたために市災害医療本部へ移行した。 

 保健医療調整本部の名称は各都道府県で

違っていたが、状況により医療・保健・

福祉に関する対応を行っていた。 

 北海道庁（以下、道庁と記す）の保健医

療調整本部は、発災直後は DMAT 調整本

部の名称だったが、その後行政の課や支

援チームが加わって保健医療救護調整本

部と呼ぶようになり、さらに保健医療福

祉調整本部の名称に変わった。  

（都道府県の場合‐体制・運営） 

 各部門の災害医療担当者（以下、リーダ

ーと記す）と発災直後に来庁した災害医

療コーディネーター、統括 DMAT（災害

医療コーディネーターを兼務している場

合もある）が、災害医療本部に常に常駐

し中心となって活動していた。 
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 道庁では発災直後の DMAT 調整本部に

は、行政の医療担当課、統括 DMAT、災

害医療コーディネーター、DMAT 、DMAT

ロジスティクチーム（全国から集められ

たロジスティクスのみのチーム）、小児

周産期リエゾンがいた。 

 保健医療調整本部には班が設置されてお

り、平常時の行政の組織の課がそのまま

班となり、平常時の業務を生かした災害

時対応をしていた。 

 各班において、行政の職員が足りないと

きは、他の課から招集していた。 

 医療政策班に DMAT の支援チームが入っ

てきた。 

 大阪府庁（以下、府庁と記す）の保健医

療調整本部は過去の災害対応の経験から

ICS に基づいている。（＊当本部になっ

てから災害が発生していないため実践な

し） 

 府庁の保健医療調整本部の運営体制は、

行政の各課による調整班と災害医療コー

ディネーターと本部運営チームで構成さ

れている。 

 府庁の保健医療調整本部の調整班には、

医療対策課が DMAT・AMAT（全日本病院

医療支援班）・JMAT（日本医師会災害医

療チーム）・日赤救護班・看護協会救護

班の支援チームを担当する  

 「医療対策班」、地域保健課が DPAT

（災害派遣精神医療チーム）・災害時小

児周産期リエゾン・災害時透析リエゾン

の支援チームを担当する「地域保健

班」、総務課保健所担当が DHEAＴ・公

衆衛生チームの支援チームを担当する

「DHEAＴ・公衆衛生チーム調整班」、薬

務課が薬剤師会の支援チームを担当する

「薬務班」、健康づくり等の関係課が歯

科医師会・管理栄養士会などの支援チー

ムを担当する「その他調整班」がある。 

 府庁の保健医療調整本部の本部運営チー

ムは、保健医療調整本部を円滑に運営す

るため設置されており、本部運営チーム

には統括チーム、記録／連絡／資材管理

チーム、情報収集／分析チーム、ロジス

ティクスチーム、救護班管理チーム、搬

送調整チームから成り立っている。 

 本部長を補佐する者としての副本部長

を、明確に置いているところといないと

ころがあった。 

 行政の医療職が副本部長になっていた。 

 （保健所の場合‐設置・体制・運営） 

 保健所本部の班は、「医療庶務班」とし

て総合調整チームと医療体制チーム、

「救護班」として支援調整グループと支

援活動グループからなる保健活動チーム

があった。 

 道の保健所保健医療調整本部は、総務

班・保健班・医療班で構成されていた。

「総務班」は本庁・振興局との連絡調

整・災害対応に関わる庶務、「保健班」

は被災町の保健活動支援・外部支援チー

ムとの調整、「医療班」は医療体制の確

保・地域災害医療対策会議の開催・三師

会との連絡調整であった。 

 道の保健所保健医療調整本部の下に、被

災した複数の町の職員や保健所の職員、

被災地で活動している支援チームで構成

された現地保健医療調整本部が設置され

ていた。 

 保健所保健医療調整本部の本部長は保健

所長で、現地保健医療調整本部の本部長

は保健所長の代行として保健所長が指名

した職員がなっていた。 

 中核市の場合、災害対策本部が設置され

た後、市保健所に保健医療調整本部とし

て保健所本部が立ち上がった。 

 市保健所本部の体制および市の災害対策

本部の体制は、以前経験した市内の内水

氾濫と同様に水害に特化したものであっ

た。 

 市保健所の保健所本部の本部長は保健所

長であった。 
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 府の保健所保健医療調整本部は、過去の

災害対応の経験から ICS に基づいてい

る。 

 府の保健所保健医療調整本部は、管内の

保健医療活動の総合調整を行う。 

 府の保健所保健医療調整本部には、情報

管理・連絡班、企画調整班、地域保健

班、生活衛生班が置かれている。 

 府の保健所保健医療調整本部の本部長は

保健所長が、副本部長は保健所次長がな

る。 

 

１‐2．保健医療調整本部会議について 

（都道府県の場合） 

 県の保健医療調整本部である災害医療本

部は、発災後から数日間の急性期には、

朝と夕の 1 日２回、災害医療本部会議が

開催されていた。その後、県の保健医療

調整本部の役割が縮小していくにつれ、

DMAT の活動拠点本部での保健医療調整

連絡会議の開催となり、さらに限定され

た被災地の災害保健医療調整会議へと移

行していった。 

 発災直後の会議においては、収集した情

報から活動目標と計画を立案し、その決

定にそって実行するよう本部長またはリ

ーダーが関係班に指示していた。 

 1 日２回の会議の場合は、当日の活動報

告と活動目標に対する評価、および評価

を基にした翌日の活動計画を立案してい

た。 

 1 回の会議は３０分から１時間であっ

た。 

 道庁の DMAT 調整本部会議は、発災直後

は必要時に、２日目からは朝・夕の 1 日

２回開催し、６日後からは行政の各課や

他の支援チームが加わった保健医療救護

調整本部や、のちの保健医療福祉調整本

部会議を必要時に開催していた。 

 会議の内容は、初動対応の決定、情報共

有、被災地の保健所の情報、被災地の情

報、道庁外の DMAT 派遣要請、他県との

折衝、受援体制の整備についてであっ

た。 

 府庁の保健医療調整本部会議は、本部長

の策定した保健医療調整本部の方針を実

施するため、本部員や本部コーディネー

ター等を招集し、原則毎夕、または災害

対応の状況に応じ開催される。 

また、毎朝、引き継ぎ会議を開催し、前

日までの各保健医療活動チーム等の動

向、継続している課題、当日の活動目標

等を共有する。 

 府庁の保健医療調整本部会議以外に、医

療救護活動において圏域内機関との情報

共有と方針の検討・統一や、DMAT 活動

拠点本部収束に向けた引継ぎ準備のため

の圏域保健医療調整会議が行われる。 

（保健所の場合） 

 １日２回の朝・夕の保健所の全体会議を

行っていた。 

 初動時、会議で保健所長が当日の行動計

画や活動方針を、出席者に提示してい

た。 

 市の保健所本部会議は、所長、技監、次

長、保健監、各管理職が参加する統括会

議で、１日２回開催されていた。 

 市の保健所本部会議では、災害対応の全

体的な方針決定や支援活動グループの派

遣の要否の判断を行っていた。 

 府庁の保健所保健医療調整本部会議は、

保健所職員、災害医療コーディネータ

ー、保健医療活動チーム、市町村等が参

加し、保健所管内機関との情報共有と方

針の検討・統一を行う。 

 

２．実際の対応について 

（都道府県の場合） 

 発災直後から保健医療調整本部が地域の

状況に応じて対応できるように、DMAT

が本部を支援していた。 
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 発災直後は保健医療調整本部の対応は医

療中心で、時間の経過とともに保健中心

となっていた。 

 水害直後、救急医療の要請はなかった

が、浸水した高齢者施設の入所者の搬送

を DMAT が行っていた。 

 水害の被害が限局し、支援内容が限定さ

れ、保健医療調整本部の活動が数日のみ

の場合は、支援チームの派遣調整はなか

った。 

 リーダーや統括 DMAT 等が支援チームの

必要性を話し合い、その結果リーダーが

支援チームに、活動の依頼と活動場所・

内容、活動の中止、支援のお断り等を伝

えていた。 

 発災直後の道庁の DMAT 調整本部（後の

保健医療調整本部）は、被害情報の把

握、DMAT 活動戦略の策定と実施を行っ

ており、その後 DMAT 撤収と引継ぎに向

けた保健福祉担当課との連絡調整、被災

地支援での医療救護と保健衛生活動の連

絡調整を行っていた。 

 道庁の保健医療調整本部は、急性期から

慢性期の医療提供体制の確保のために、

DMAT・JMAT・日赤などの医療チームの連

携調整、医師会など関連団体との連絡調

整、医療救護活動から保健衛生活動への

連携調整のための保健所との連絡調整、

保健・福祉担当課との連絡調整を行って

いた。 

 府庁の保健医療調整本部の班の役割とし

て、「医療対策班」は医療救護全体の調

整と他班との連携及び調整・情報の共有

および集約、「DHEAＴ・公衆衛生チーム

調整班」は DHEAＴ・公衆衛生チームの

応援派遣・受入れの調整および他班との

連携・調整、「地域保健班」は精神保健

医療・小児周産期医療・透析医療の確

保、「薬務班」は薬剤師チームの派遣お

よび医薬品等の確保・配分・搬送等の調

整、その他「調整班」は歯科医師チーム

や栄養士チームの受入れ・派遣調整・府

庁と保健所設置市における防疫・食品衛

生・環境衛生の業務支援である。 

（保健所の場合） 

 保健医療調整本部の本部長が、何か責任

問題が生じたら本部長が責任をとること

を宣言し権限を各班（班長＝課長）に委

譲していたので、班長の指示のもと班員

が個々でできることは行って班長へ報告

していた。 

 保健所保健調整本部は、必要な活動チー

ムとその数を県へ派遣依頼し、また活動

を断る場合も県に依頼していた。 

 道の保健所保健医療調整本部は、道庁の

保健医療調整本部から派遣された道内の

DHEAＴを、被災した町の支援へと派遣調

整していた。 

 道の保健所保健医療調整本部の保健班と

医療班の活動は、被災地の医療機関の状

況把握・ＥＭＩＳ入力・支援、救護所・

巡回診療の医療提供体制の確保、避難所

活動や個別対応による被災者健康相談・

支援、衛生指導や衛生物資等の手配によ

る避難所等における生活衛生の確保であ

った。 

 水害対応の市保健所の保健医療調整本部

の活動は、避難所避難者の対応が主であ

り、保健活動チームの支援調整グループ

と支援活動グループが対応していた。具

体的には支援活動グループの保健師が２

人１組で避難所避難者の健康対応を行っ

て活動報告および課題などを支援調整グ

ループに伝え、その内容をもとに支援調

整グループが活動計画を立て支援活動グ

ループに伝えるという流れであった。 

 市保健所の保健医療調整本部は、コロナ

禍での避難所避難者の対応を行ってい

た。具体的には、市保健所のコロナ担当

職員がコロナ感染者またはコロナ疑いの

者に対し事前に水害時の避難の意思を確

認しており、その情報を発災時に保健活

- 38 -



 

動チームへ提供して、該当被災者を指定

の避難所に保健所職員が搬送したり自力

で避難するよう被災者に伝えていた。 

 府の保健所保健医療調整本部の活動とし

ては、活動日報の作成、管内避難所のア

セスメント、DHEAT や公衆衛生チームの

支援要請、ニーズ把握、市町村等への派

遣調整および受け入れ態勢の確保、各活

動や情報を府庁の保健医療調整本部へ報

告することである。 

 保健所に参集した役職の職員で、参集し

ていない職員への連絡をし、個々の職員

の状況に応じて参集に関する指示を出し

ていた。 

 発災直後一番早く登庁した役職者がライ

フラインの停止を予測して、登庁した職

員に行動を指示し庁舎の解錠（電子

錠）、車庫の電動シャッター開放、庁舎

の安全確認等迅速な対応をしていた。 

 

３．情報収集・計画策定について 

（都道府県の場合） 

 保健医療調整本部はリエゾンを災害対策

本部や保健所へ情報収集・提供のため派

遣しており、被害状況に応じて派遣先に

常駐していた。 

 リエゾンは行政職員あるいは、DMAT の

ロジ担当であった。 

 災害対策本部の情報は、ＴＶで見たり、

本部の資料を持ってきたりして、保健医

療調整本部で共有していた。 

 被災地の状況は保健所保健医療調整本部

が情報収集し、保健医療調整本部へ情報

提供していた。 

 保健医療調整本部のメンバーは、本部に

入った情報を分析し活動計画を立てて、

計画を実行に移すよう関係班に指示を出

していた。 

 道庁の DMAT 調整本部（後の保健医療調

整本部）が設置された後、リーダーが厚

生労働省へ災害支援活動の開始を連絡し

ていた。 

 道庁の DMAT 調整本部のリーダーが保健

所に対して情報提供依頼と DMAT 調整本

部の活動開始の報告を行っていた。 

 道庁の DMAT 調整本部では、初動時、外

部と電話が通じなかったため、DMAT が

所有する衛星電話（アイサット）を利用

して情報を収集していた。  

 J-SPEED（災害時診療概況報告システ

ム）は、避難所の医療ニーズをリアルタ

イムで把握でき各チームの派遣調整、特

に被災自治体への各隊の撤収見通しの説

明、医療チームの派遣の申し出に対する

断りの説明、医療救護から保健衛生活動

への移行調整について、客観的データに

基づいた判断を可能とし、またデータを

根拠とすることで説明できるため、災害

時に有効なシステムであった。 

 J-SPEED の解析は、J-SPEED オフサイト

解析支援チームが行った。 

 EMIS に掲載される被災地の 972 医療機

関の支援要否について、ブラックアウト

（停電）により入力できない医療機関に

代わって、厚労省、東京 DMAT、大阪

DMAT、保健所がローラー作戦で医療機関

の被災状況を確認し、EMIS に入力し

た。 

 ある病院の食料が不足するとの情報が来

るなど、１件でも起きると地域全体の病

院ではどうかと考えて問題を解決してい

く視点で計画を立てていた。 

 府庁の保健医療調整本部の調整班におい

ては、調整班の各班が独自で情報を収集

するが、収集した情報が他の班に関連す

る情報の場合は、各々で他の班に情報提

供や連絡調整を行う。 

 府庁の保健医療調整本部の副本部長から

要求される情報については、本部運営チ

ームの情報収集／分析チームが情報を収
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集し、避難所情報や医療支援状況等を踏

まえて分析する。 

 府庁の保健医療調整本部の調整班の中の

各班に共通する情報については、本部運

営チームの情報収集／分析チームが情報

収集し提供する。 

 大阪府庁保健医療調整本部活動ガイドラ

インに、保健医療活動における情報伝達

方法と各機関が収集、報告すべき情報が

明記されている。 

 報道機関、一般市民などへ情報を提供す

る広報担当者は置いていなく、災害対策

本部で対応してもらっていた。 

（保健所の場合） 

 道庁の保健医療調整本部から保健所保健

医療調整本部に発災から２～３日後にリ

エゾンが来た。 

 道の保健所保健医療調整本部は、交通状

況を確認して、情報収集のため３名（保

健師１名、ロジスティクス担当として理

学療法士、獣医）１チームを被災した町

役場と避難所に派遣し、情報収集を行っ

ていた。その結果、被害が大きかった町

へは、情報収集のためさらに３名１チー

ムの追加派遣をしていた。 

 災害の影響がないと予想される町役場へ

は、電話で確認をし被害なしの報告を受

けていた。 

 道の保健所保健医療調整本部の医療班か

ら DMAT 活動拠点本部へリエゾンを派遣

していた。 

 道の保健所保健医療調整本部の情報収集

班は、停電中に使っていた自家発電では

PC 作業が出来なかったので、保健所保

健医療調整本部に戻って来て収集した情

報を壁に貼っていた模造紙やホワイドボ

ードに書き込んでいた。 

 PC がネットワークにつながらず情報を

共有できないことから、模造紙やホワイ

トボードの情報を写真に保存し共有して

いた。 

 避難所を巡回したり、常駐したりして、

避難所避難者の情報を収集していた。 

 通信の電波情報は地域によって docomo

より au がつながりやすく、line がもっ

とも有効であった。 

 避難所が 100 以上あるが、避難所名や場

所を聞いたのと、実際とが違っているこ

ともあったり、道庁と保健所で把握した

避難所数が異なっていたりした。 

 EMIS の入力が分からない医療機関には

保健所保健医療調整本部が入力してい

た。 

 市の保健所本部から災害対策本部にリエ

ゾンを派遣していた。 

 市の災害対策本部会議には、保健所本部

の保健所長とリエゾン職員が出席し、保

健所長が保健所本部の活動を報告し、情

報提供を行っていた。 

 市の保健所本部の保健活動チームの中の

支援活動グループが避難所を巡回して得

た情報や課題を支援調整グループに報告

していた。 

 

４．ロジスティクスについて 

（都道府県の場合） 

 災害発生直後から参集した統括 DMAT や

DMAT がロジスティクスを担当してい

た。 

 初動時、道庁の保健医療調整本部である

DMAT 調整本部に、DMAT の他に、DMAT ロ

ジスティクチームが入り、ロジスティク

スを担当していた。 

 統括 DMAT や DMAT、DMAT ロジスティクチ

ームは情報収集等を行ったり、必要な通

信、移動手段、医薬品、生活手段等を検

討し、本部の行政職員から災害対策本部

へ確保を依頼したりしていた。 

 初動時に活動していた DMAT ロジスティ

クチームから、後に来た医療支援チーム

のロジスティクス担当へ引き継ぎが行わ

れていた。 
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（保健所の場合） 

 保健所の活動で必要と思われる物品の確

保、燃料の確保、公用車の借り上げ等が

必要な場合や、医療機関や避難所で必要

な物資の支給は、保健所の活動チームか

ら保健所保健医療調整本部に報告し、さ

らに県の保健医療調整本部へ情報提供さ

れ、さらに災害対策本部へ情報が行き、

災害対策本部で対応していた。 

 保健医療チームは独自で食料や資機材を

持参していた。 

 停電だったので、県からのロジスティク

ス担当者は数日後に保健所に入った。 

 

５．財務・総務について 

（都道府県の場合） 

 労務管理として、他部局や他課からの応

援のための派遣職員を適材適所に配置し

たり、過重労働にならないよう交代要員

を確保したりしていた。 

 支援チームの活動に対し賃金が支払われ

ており、その業務を担当していた。 

 リーダーは３日程度泊まり込みで活動し

ていた。 

 リーダーが職員の食料について指示して

いた。 

（保健所の場合） 

 職員の派遣、資機材等の購入やレンタ

ル、費用の見積もり・支出などの財務・

総務については、県型保健所も、市保健

所も都道府県や市の本庁等に依頼してい

た。 

 労務管理は、各保健所で行っており、適

材適所の配置をしていた。 

 発災直後の登庁については、職員の状況

に応じて登庁時間を考慮していた。 

 発災後、シフト表を作成し、過重労働に

ならないようなローテーションが組まれ

ていた。 

 職員の過重労働について配慮していた

が、実際は特定の職員（係長、主査）に

時間外勤務や休日勤務が集中していた。 

 職員の表情等をリーダーが観察してい

た。 

 

 

 

６．その他 

 ICS は手段である。ICS をそのまま組織

に取り入れることや、新しい組織を作る

のは難しい。上司も部下も馴染めない。 

 災害時 ICS を実行するためには、平時の

組織を活用したうえで ICS に基づいた組

織図を平時から提示しておくこと、さら

に自分の指揮者（班員は各班長に、各班

長は本部長に）への報告を徹底すること

が必要である。 

 府庁の保健医療調整本部は ICS に基づい

ており、市も保健所も同様の組織体制で

ある。 

 府庁の担当者が企画して、ICS や保健医

療調整本部等の研修や訓練をおこなって

いる。 

 府庁、市、保健所合同で他での研修や訓

練の情報を収集し広く公表し、参加の機

会を職員に多く与えている。 

 地震災害対応、噴火災害対応を経験した

職員がいたので、すぐに所内の協力体制

が出来た。 

 発災の 1 か月前に他県へ DHEAT として災

害支援を経験していた所長と保健師がい

たことで、情報に基づいた活動計画（必

要な支援チーム数の見積もりなど）が立

てやすかった。 

 EMIS 訓練の準備をしていた職員がいた

ことで、EMIS の入力がスムーズに行え

た。 

 市保健所の保健医療調整本部の保健活動

チームのリーダーが平常時に、災害時避
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難所担当となる市職員に対し研修を行っ

ていた。 

 災害対応が終息した後で、災害時の情報

で得た結果や会議ででた言葉などの分析

を行い評価をしたことで、経験を「言語

化」、「定量化」でき経験の伝承につな

がっていた。 

 

 

 

 

Ｄ．考察 

 発災直後、都道府県の医療担当の課が、駆

け付けた DMAT とともに調整本部を設置して

おり、調整本部には班が組まれていた。班

は、平常時に決められている行政組織の危機

時の体制に加え、平常時業務において各課・

係と関係がある組織・団体等が加わる形であ

った。保健所においても、調整本部が設置さ

れ、班に分かれ対応していた。職員の通常業

務を活かして専門家チームと危機対応をする

ことで役割が遂行しやすく効率的で効果的な

対応ができていたと考えられる。 

ある自治体は調整本部に本部運営チームが

設置される組織体制になっていた。共通の情

報や副本部長が要求した情報などを収集・分

析・提供したり、包括支援や搬送などについ

て本部運営チームで補佐することとなってお

り、災害対応の円滑さや迅速さ、効果性を高

められると考える。 

都道府県の調整本部では本部会議が開催さ

れ、情報共有、活動計画立案、活動内容や必

要な資源等の決定をし、調整本部長等が実施

の指示を関係班に伝えていた。平常時から災

害対応の準備をしている一方で実際の危機対

応については不慣れである行政職員が、急性

期から活動を開始できる機動性をもった

DMAT と協働で活動したことで、発災当初か

ら指揮、情報、計画、調整、実行、包括支援

の遂行がしやすくなったと考えられる。 

また保健所の調整本部でも定期的に会議が

開催され、活動方針決定、行動計画、支援活

動グループの調整決定などを行い、本部長で

ある保健所長から班長に指示し、中には権限

委譲していたところもあり、指揮系統は一本

化されていたと思われる。 

市保健所では、新型コロナウィルス感染者

や濃厚接触者の避難者への対応を行っていた

ことから、国、都道府県、保健所、関係機関

などは、従来の感染症に加え、新型コロナ、

実態が不明な感染症など新しい感染症に対す

る対応策を検討しておく必要があると考え

る。 

情報収集のため、各関係場所にリエゾンが

派遣されていることで、都道府県、保健所、

被災市町村などの連携のスムーズ化や明確で

タイムリーな情報収集に効果的であると思わ

れる。 

また、医療面については、ＥＭＩＳや J-

SPEED（災害時診療概況報告システム）を活

用していたが、ＥＭＩＳの代替入力が必要な

場合もあった。ＥＭＩＳや J-SPEED は客観的

なデータとして有効な活用が期待されるが、

停電の際の入力の対応方法の検討や、行政、

医療機関等に対する入力等の定期的な訓練が

必要であると考える。 

対応の意思決定のため情報は重要であるこ

とから、本部長等が担当者に必要となる情報

の入手の要求を行ったか、収集した情報の適

時性や適切性の判断を行ったか、信頼性や正

確性の判断をおこなったか、報告の仕方など

についても今後調査が必要と思われる。 

ロジスティクスについては、広範囲に被害

が及んでいた自治体で、ＤＭＡＴロジスティ

クスチームが入り担当していた。また、被災

地の医療機関や避難所で必要な物資は保健所

調整本部から都道府県調整本部へ情報提供さ

れ、災害対策本部も含め都道府県で対応する

流れとなっていた。和歌山市では 2018 年台

風 21 号の災害対応の経験から、保健医療調

整本部活動で、必要な資機材の手配や人員の
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確保等、本部活動の調整役を担う人材育成の

必要性が明らかになり、新たに本部組織とし

てロジスティクスグループを編成したと報告

されている。被災地での活動を円滑かつ効果

的に行うためには、関連施設の提供、通信管

理、医療供給、食物・水供給、資源供給、車

両支援の活動を行うロジスティクスは重要な

部門であることから、今後、行政の危機対応

組織体制へのロジスティクス部門の導入と、

行政職員に対する教育・訓練の実施が必要不

可欠であると考える。 

災害直後や、甚大または広範囲にわたる災

害の場合、意思決定や判断する役割の者は、

休みがとりにくい状況であり、上司が職員

を、また職員同士で健康観察をしていた。人

材確保と共に本部長や班長などの管理者の勤

務の検討や心身の健康についての検討が必要

と思われる。 

さらに、他県の支援の経験、過去の災害対

応の記録による経験の伝承、研修、訓練が災

害対応に効果的だったとの意見があった。今

後、保健医療調整本部の効果的な活動のため

には研修や訓練を定期的に行うことが重要で

ある。さらに研修や訓練の内容によっては、

都道府県、保健所などの行政機関や災害対応

の関係機関と合同で行い平時から顔が見える

関係を作っておくことも必要であると考え

る。 

本調査において ICS を明確に取り入れた行

政機関はなかったが、ICS の機能に類似した

役割が果たされていたと推察された。 

ICS はあらゆる災害現場における標準危機

管理アプローチであり、複数の組織のスタッ

フが効果的に活動できる共通の組織構造を提

供することから、今後おこりうる大規模災害

や複合災害を見据えて ICS の機能を取り入れ

た保健医療調整本部の構築が必要と考える。 

 

Ｅ．結論 

 発災直後、行政の医療担当の課は、駆け付

けた DMAT とともに調整本部を設置してお

り、調整本部には通常業務を基にした役割を

もつ班があった。調整本部の本部長や DMAT

の主要メンバーなどは、調整本部会議を開催

し、リエゾンの派遣等により収集した情報を

共有して分析し活動計画を立て決定した活動

内容を関係する班に指示していた。保健所に

おいても調整本部が設置され、班が構成され

ており、調整本部会議で活動計画を立てて活

動内容を本部長が班に指示していた。情報は

リエゾンの派遣や資料、EMIS、J-SPEED など

で収集していた。都道府県では DMAT や DMAT

のロジスティックチームが、保健所では職員

や県のロジスティクス担当者がその業務を行

っていた。財務・総務は都道府県、保健所の

各役割により行われていた。過重労働になら

ないように労務管理を行っていた。他の災害

の支援経験、訓練、研修等によりスムーズに

活動ができていた。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
近年の自然災害における保健医療調整本部等の実事例調査 

 
研究分担者    池田真幸（防災科学技術研究所 研究員） 

 
研究要旨： 

近年国内で発生した自然災害では、保健・医療・福祉の総合マネジメントに関する課題

が指摘されている。国は過去の災害検証を通じて、保健・医療・福祉の総合マネジメント

を担う組織として、保健医療調整本部を被災各都道府県が設置し、保健所や市町村と連携

して、支援活動や支援者の派遣調整を担うよう、2017 年に通知を発出した。その後、2018

年に発生した西日本豪雨や、2019 年東日本台風、2020 年７月豪雨（球磨川水害）など、広

域で災害救助法が適用される大規模災害が毎年発生している。これらの災害において、多

くの被災都道府県が保健医療調整本部を設置している。これらの保健医療調整本部の実態

と課題を捉えるため、本研究では、アンケートとインタビューによる実態調査を行った。

また、その後に公開された各行政機関等の検証報告書や学術論文から課題を抽出し、本研

究から明らかになった実態と照らして、要因や改善策について検討した。 

 

 

Ａ．研究目的 

近年、気象災害の激甚化・頻発化等が懸念

される中で、災害時の保健医療福祉に関する

マネジメントの重要性が課題として指摘され

ている（例えば内閣府（2016）の「平成 28

年熊本地震に係る初動対応の検証レポート」）。

2017年 7月 5日に発出された厚生労働省 5課

局部長通知「大規模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備について」では、各都道府県

において災害時に保健医療調整本部を設置す

ることなどが示された。この通知以降に発生

した 2018 年西日本豪雨や 2019 年東日本台風

等の大規模災害では、被災都道府県や保健所

に保健医療調整本部が設置され、災害時の保

健医療福祉マネジメントが行われた。しかし

全国的にも保健医療調整本部の運用実績は未

だ少なく、実態は明らかにされていない。 

本研究では、大規模災害における保健医療

活動の総合的なマネジメント体制について、

2018 年以降の自然災害において対応を経験

した都道府県、市町村、保健所を対象とした

実事例調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．対象災害 

2018 年以降に災害救助法の対象となった

災害を調査対象とした。主要なものには 2018

年西日本豪雨、2018 年北海道胆振東部地震、

2019 年房総半島台風、2019 年東日本台風、等

がある。 

 

２．対象 

保健医療調整本部の設置者となる都道府県、

域内における保健医療活動のマネジメントを

担う保健所、災害対応業務を実施する市町村、

を調査対象とした。 

 

３．方法 

質問紙とインタビューによる事例調査と、

公開されている検証報告書や学術論文等資料

から情報収集を行った。質問紙調査は、対象

となる全組織に対して郵送で行った。インタ

ビュー調査は、特に保健医療調整本部が重要

な役割を担ったと思われる組織に対し行った。 
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４．語の定義 

(a) 保健医療活動チーム 

保健医療活動チーム（以下、「活動チーム」）

は、災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師

会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の

救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、

歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チー

ム、保健師チーム、管理栄養士チーム、災害

派遣精神医療チーム（DPAT）その他の災害対

策に係る保健医療活動を行うチームをさす。 

(b) 保健医療調整本部 

保健医療調整本部（以下、「調整本部」）

は、都道府県が設置し活動チームの派遣調整

等を行うものをさす。また本稿では、保健所

や市町村に設置され保健医療活動の総合調整

を行う組織体制も保健医療調整本部という。 

 

Ｃ．研究結果 

ここでは、アンケートおよびインタビュー

調査から分かった調整本部の実態を、「設置」、

「組織体制」「情報の共有・連携」「情報の

整理・分析」「活動チームの派遣等調整」の

視点で整理した結果を示す。 

 

１．調整本部等の設置 

アンケート調査に回答した都道府県（N=8）

では、全体の 75%で調整本部が設置された。

設置の判断は都道府県災害対策本部の設置と

同時に行われていた。保健所では、域内の被

害状況に応じて調整本部の設置が個別に判断

された。アンケートに回答した県型保健所

（N=53）では 28.3%、保健所設置市（N=13）

では 15.4%で調整本部が設置された。 

インタビュー調査では、通知から間もない

ため計画に調整本部の設置が定められておら

ず設置されなかった事例や、ＤＭＡＴや日本

赤十字社が主導して調整本部を設置した事例

もあることが分かった。 

 

２．調整本部の組織体制 

都道府県の調整本部の構成員は、医務・保

健衛生・薬務・精神保健主管課を中心に構成

されていた。福祉（高齢・障害・児童等）主

管課は含まれない事例もあった。本部長は保

健福祉部局の長が就く場合が多かった。保健

所の調整本部の構成員は保健所職員で、本部

長は保健所長が就く場合が多かった。 

調整本部と災害対策本部の場所については、

都道府県では同室が 25.0%、同館別室が 50.0%、

別館が 25.0%であった。保健所では、同室が

33.3%、同館別室が 16.7%、別館が 50.0%であ

った。 

 

３．情報の共有・連携 

災害発生直後の情報収集方法は、都道府県

では電話（100.0%）に次いでＥＭＩＳ（83.3%）、

メール（83.3%）、連絡員派遣（83.3%）が利

用された。県型保健所では、電話（100.0%）、

ＥＭＩＳ（81.0%）、メール（66.7%）、被災

地巡回（52.4%）の順に多かった。ＥＭＩＳの

導入先は、災害拠点病院と一般の病院が 9 割

超、診療所は 3 割弱であった。 

インタビュー調査でも、福祉施設等の被災

状況や支援ニーズが当該施設やＤＭＡＴ等か

ら市町村や保健所に報告されても、ＥＭＩＳ

のように関係者に一斉共有する仕組みがなく、

情報共有に課題があることが分かった。 

 

４．支援・派遣等の連携調整 

関係機関との連携調整における課題の有無

についてのアンケート調査では、災害対策本

部との連携調整が問題なく実施できたと回答

した都道府県は 16.7%、県型保健所は 9.5%、

保健所設置市は 16.7%であった。また、活動

チームとの連携調整については、都道府県で

は 33.3%、県型保健所では 69.2%、保健所設置

市では 0.0%が問題なく実施できたと回答し

た。国との連携調整については、都道府県で

は 25.0%、県型保健所では 66.7%、保健所設置

市では 0.0%が問題なく実施できたと回答し

た。具体的な課題として、保健所設置市では
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活動チームや国との連携調整の方法が分から

なかったとの回答が目立った。 

また、調整本部の対象とした活動について

のアンケート調査では、回答した都道府県で

は医療施設の支援が 100.0%、医療・救護活動

が 75.0%に対して福祉施設の支援は 25.0%に

留まった。 

 

Ｄ．考察 

ここでは、公開資料や先行研究による論文

等から分かる近年の災害における保健、医療、

福祉分野における課題について、アンケート

およびインタビュー調査結果と照らして考察

した結果を示す。 

 

１．施設の被災状況・支援ニーズの把握 

内閣府の「平成 30 年７月豪雨に係る初動対

応検証レポート」では、医療・福祉施設等、

優先的に給水支援を行う対象の特定が課題と

して挙げられている。これについて愛媛県の

「平成 30 年７月豪雨災害における初動・応急

対応に関する検証報告書」では、ＥＭＩＳ（広

域災害救急医療情報システム）により病院の

被災状況等を情報収集・共有したと報告され

ている。 

アンケート調査結果から、調整本部では病

院の被害状況や支援ニーズをＥＭＩＳにより

把握している。一方で診療所や福祉施設等の

被災状況はＥＭＩＳ等で情報共有されず、電

話、メール、巡回等により把握されていると

考えられる。加えて、都道府県の調整本部が

対象とした活動は医療施設の支援や医療・救

護活動が主であり、福祉施設等の支援は平時

の福祉主管課が担う事例が見られた。インタ

ビュー調査でも、調整本部に福祉施設の情報

を把握し対応するスキームがなく、災害対策

本部や平時の保健福祉部局に報告される事例

が見られた。しかし大塚ほか（2020）により、

福祉施設のライフライン被害は入居者の健康

被害に繋がることが指摘されている。そこで、

福祉施設等の被災状況や支援ニーズを調整本

部が把握し、ＥＭＩＳのように関係者に一斉

共有し対応することで、給水や停電復旧等支

援の優先順位に反映することが重要であると

考える。 

 

２．情報の連絡・共有 

岡山県の「平成 30 年７月豪雨災害検証報

告書」では、病院の浸水による孤立情報や物

資支援ニーズが関係機関に共有されず、救助

や物資支援が迅速に行われなかったことが示

された。インタビュー調査でも、このような

事案に対して病院からの情報が市町村災害対

策本部、保健所、都道府県の調整本部（ＤＭ

ＡＴ調整本部を含む）、都道府県災害対策本

部にどのように伝達するか事前に定まってお

らず、対応の遅延が生じたことが分かった。

特に保健所設置市では、県型保健所と市保健

所の役割や情報伝達経路が事前に明確にされ

ていない場合、情報収集の重複や把握漏れが

生じやすいことが懸念される。以上から、都

道府県、保健所、市町村、および病院や医師

会等の関係者間で、災害時の被災状況や支援

ニーズを共有するための情報伝達経路を事前

に協議し、明確にすることが重要である。 

熊本県人吉保健所の「令和２年７月豪雨災

害対応検証記録」では、インターネット回線

が不通となりＥＭＩＳが使用できず、電話回

線の不通と道路被害もあり、初動の情報収集

が遅れたことが示されている。ＥＭＩＳや防

災情報システムは一斉に情報共有できるメリ

ットがあるが、インターネット回線が使用で

きる場合に限られることから、代替の連絡手

段を用意しておくことが重要である。 

 

３．民間企業との連携調整 

医療施設や福祉施設のライフライン被害に

対応するためには、水道や停電の迅速な復旧

が重要である。愛媛県の「平成 30 年７月豪雨

災害における初動・応急対応に関する検証報

告書」では、市立病院の給水支援要請に対し、

県トラック協会の協力が有効であったことが
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示されている。以上から調整本部では、施設

の被害状況や支援ニーズを把握し、災害対策

本部を通じて民間企業等と連携することで、

重要施設のライフライン復旧や一時的支援を

優先的に行うことが求められる。 

アンケート調査結果から、調整本部のオペ

レーションルームは災害対策本部と同館別室

や別館に設置される事例が少なくない。その

場合には、災害対策本部を介した民間企業と

の連携調整は迅速性を欠くことが懸念される。

施設の被害状況を関係機関に一斉に共有する

手段や、復旧・支援の優先順位を事前に検討

することが重要である。 

 

４．支援・派遣等の連携調整 

愛媛県の「平成 30 年７月豪雨災害におけ

る初動・応急対応に関する検証報告書」では、

県医師会等の関係者と協定や訓練を通じて平

時から連携が図られていたことが奏功し、救

護班の支援要請から派遣までを円滑に実施で

きたと示されている。一方で保健師派遣のス

キームが複数存在し、保健所内での情報共有

が十分でなかったため、調整本部が把握しき

れず受け入れ調整や役割分担に支障があった

ことが報告されている。 

また、長野市の「令和元年東日本台風災害

対応検証報告書」では、被災した要配慮者利

用施設への支援にあたり、県、市、被災施設

それぞれの費用負担の調整が困難であったと

報告されている。インタビュー調査において

も、災害救助法等に関する事務や費用負担に

ついての知識・経験不足が対応の遅れ等に繋

がった事例が見られた。特に風水害の警戒期

における避難所開設や要配慮者等の搬送につ

いて、一般には災害救助法の適用対象外とな

るため、市町村の財源を圧迫したり、迅速な

意思決定に支障を来すことが懸念される。 

アンケート調査やインタビュー調査では、

保健師等の支援者の役割について、派遣調整

を行った都道府県と受け入れた市町村との間

で認識のずれがあり、課題があったとの回答

があった。また保健所を設置する中核市では、

県型保健所や政令指定都市以上に、国や全国

規模の活動チームとの連携調整に関する知識

や経験が不足し、 

一方で長野市の「令和元年東日本台風災害

対応検証報告書」において、市のＧＩＳを活

用して発災直後に浸水地域の被災世帯数を推

計し、迅速な被害推定を行うことができたと

報告されている。被害の程度や必要な業務量

を迅速に見積もることができれば、活動チー

ム等の派遣要請や災害救助法の適用を前提と

した連携調整を早期に行うこともできる。保

健医療調整本部においても、現場からの報告

等に基づく積み上げ式の情報収集だけでなく、

観測技術やＧＩＳを活用した即応的な災害状

況の推計技術に基づく情報を活用することも

有用であると考える。 

 

Ｅ．結論 

本稿では、2018 年以降に国内で発生し災害

救助法の適用対象となった自然災害について、

対応にあたった都道府県、保健所、市町村を

対象としたアンケートおよびインタビュー調

査の結果を整理し、公開された検証報告資料

や学術論文から確認できた保健医療福祉分野

における災害対応上の課題との関係について

考察した。その結果から、課題の要因と改善

策の提案を次のようにまとめた。 

 福祉施設の被災状況や支援ニーズ等の把握

は、ＥＭＩＳのように関係者に一斉に情報

共有する仕組みが整備されておらず、情報

伝達経路も明確でない場合が多いことから、

適切な組織に情報が集約されず、対応が遅

れると考えられる。ただし情報システムは

電気や通信等が不通になると使用できない

ことを想定し、代替の情報収集手段を講じ

る必要がある。 

 保健医療調整本部とライフライン企業等の

民間企業との連携は重要であるが、防災部

局を介して連携調整が行われる場合が多く、

迅速性に欠くことが懸念される。防災部局
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や支援企業の連絡員が常駐する部屋と保健

医療調整本部の執務スペースは同室である

ことが望ましいが、別室にならざるを得な

い場合には、定例の会議の外にも相互にコ

ミュニケーションをとる手段を講じるべき

である。 

 活動チームの派遣調整や支援にかかる費用

負担等については、都道府県、保健所、市

町村間で共通認識を持つことが重要である。

特に災害救助法適用の有無等によって事務

の所掌や権限移譲、費用負担が変わるため、

想定されるケースを事前に整理し、関係者

間で共有しておくことや、その判断を迅速

に行うための情報収集・分析を早期から行

うことが有効であると考えられる。 

 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 

 
２．学会発表 
 尾島俊之・池田真幸・原岡智子・池田和功・

冨尾淳：令和元年の一連の風水害の保健医

療調整本部等に関する調査．第 26 回日本災

害医学会総会・学術集会． 

 尾島俊之・高杉友・原岡智子・池田真幸・

池田和功・冨尾淳：保健医療調整本部等に

おけるマネジメント．第 27 回日本災害医学

会総会・学術集会． 

 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 

 

- 48 -



 

参考資料 
 
 内閣府（2016）：平成 28 年熊本地震に係

る初動対応の検証レポート．https://ww

w.bousai.go.jp/updates/h280414jishin

/h28kumamoto/shodotaio.html（2022.04.

30 閲覧） 

 内閣府（2019）：平成 30 年７月豪雨に係

る初動対応検証レポート．https://www.

bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/h30

typhoon7/shodotaio.html（2022.04.30

閲覧） 

 内閣府（2020）：令和元年台風第 15 号・

19 号をはじめとした一連の災害に係る

検証レポート（最終とりまとめ）．http

s://www.bousai.go.jp/kaigirep/r1typh

oon/index.html（2022.04.30 閲覧） 

 岡山県（2019）：平成 30 年７月豪雨災

害検証報告書．https://www.pref.okaya

ma.jp/page/574750.html（2022.04.30 閲

覧） 

 愛媛県（2019）：平成 30 年７月豪雨災害

における初動・応急対応に関する検証報

告書．https://www.pref.ehime.jp/h153

50/gouu/kensyo.html（2022.04.30 閲覧） 

 長野市（2020）：令和元年東日本台風災

害対応検証報告書．https://www.city.n

agano.nagano.jp/soshiki/kikibousai/4

55926.html（2022.04.30 閲覧） 

 福島県（2020）：令和元年台風第 19 号に

関する災害対応検証報告書．https://ww

w.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/r0

1-taifu19kensyo.html（2022.04.30 閲

覧） 

 千葉県（2020）：令和元年房総半島台風

等への対応に関する検証報告書．https:

//www.pref.chiba.lg.jp/gyoukaku/pres

s/2019/kensyou-last-houkoku.html（20

22.04.30 閲覧） 

 熊本県人吉保健所（2021）：令和２年（２

０２０年）７月豪雨災害対応検証記録．h

ttps://www.pref.kumamoto.jp/uploaded

/life/90333_127164_misc.pdf（2022.04.

30 閲覧） 

 熊本県球磨村（2021）：令和２年７月豪

雨災害検証報告．https://www.kumamura.

com/gyousei/2021/05/13282/（2022.04.

30 閲覧） 

 全国知事会（2021）：令和２年度災害検

証報告書（案）．https://www.nga.gr.j

p/ikkrwebBrowse/material/files/group

/2/2021052705_shiryo2.pdf（2022.04.3

0 閲覧） 

 大塚理加・宇田川真之・笠岡宣代・伊崎

田和歌・永松伸吾（2021）：千葉県の高

齢者入居施設における令和元年台風 15

号への対応と事業継続との関連．地域安

全学会論文集, No.37, pp.289-297. 

- 49 -
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分担研究報告書 

 

産学民官の連携に関する調査 
 

研究分担者    菅 磨志保 （関西大学 社会安全学部 准教授） 

研究協力者  田村 太郎 （(一財)ダイバーシティ研究所 代表理事） 

研究協力者  中村 満寿央（(一財)ダイバーシティ研究所 理事） 

研究協力者    坪井 塑太郎（人と防災未来センター リサーチフェロー） 

研究協力者  山本 千恵 （兵庫県行政書士会 行政書士） 

研究協力者  静間 健人 （関西大学 社会安全研究センター 研究員） 

研究協力者  大塚 理加  （(国法)防災科学技術研究所 研究員） 

 

研究要旨： 

災害時に要援護状態に陥る人たちへの支援体制の整備は喫緊の課題である。本分担研究

班では､従来、保健医療調整本部とあまり接点を持たず､独自の判断で要援護者支援を行う

民間非営利組織（NPO･NGO 等）や専門職によって新たに構築された支援体制の実態を把

握する調査を行った。また、生活再建段階の被災者支援体制として「災害ケースマネジメ

ント（DCM）」に注目し､その先行事例の調査や、DCM に必要な被災者の支援需要を評価

するアセスメント調査を行った。2021 年の調査では、特に高齢世代で｢まち･地域の安定｣

｢心理的安定｣についての主観的復興感の回復が遅かった。また 2018 年のアセスメント調査

結果と､その結果に基づく 3 年間の支援活動記録を突合したデータセットを構築し、分析し

た結果、被災当初のアセスメント調査で日常生活･住まいの再建支援世帯と評価された世帯

の生活再建が遅れており､過去の評価が概ね妥当だったことが確認された｡専門士業団体へ

の調査の結果、技術系･法律系の団体は、福祉系の団体より他の分野との連携が少なかった。 

 

 

Ａ．研究目的 

大規模災害が発生すると、日常的に保健･

医療･福祉サービスを受けている人たちだけ

でなく、被災により、又は劣悪な環境の被災

生活によって、新たに要援護状態に陥る人た

ちが急増する。近年の高齢化と災害の多発

化・激甚化は、こうした災害時の「ハイリス

ク予備軍」を確実に増加させており、災害時

に要援護状態に陥る人たちへの支援体制を整

えていくことは、喫緊の課題となっている。 
厚生労働省も、2017 年 7 月 5 日、都道府県

に対して「大規模災害時の保健医療活動に係

る体制の整備」を発出し、都道府県災害対策

本部の中に「保健医療調整本部」を設置して

保健医療活動に関する情報の連携・整理・分

析等の総合調整を行う新たな体制を整備して

きた。他方で、保健医療調整本部と接点を持

たず、独自の判断で要援護者支援に動く民間

非営利組織や専門職能団体も増えている。と

くに 2015 年以降、こうした組織が、セクター

を越えて連携・協働し、新たな支援体制を創

り出してきた（2019 年度成果報告書）。ただ、

それらの多くは、発災から概ね 1 か月程度の

期間（避難生活が行われる時期）に特化して、

被災地外から応援人材を派遣する体制を前提

にしており、平常時の福祉・保健・医療サー

ビスとの連続性や、生活再建が課題になる避

難所解消後の支援体制（「地域支え合いセン

ター」の生活支援相談員による巡回訪問等）
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との連続性の確保に課題があることも、指摘

されてきた。 
COVID-19 感染拡大のリスクを回避する観

点からも、外部支援にあまり多くを依存せず、

地域内の資源を効果的に活用していくことや、

平常時から応急対応期を経て、生活再建に至

る一連の過程を連続的に捉えた支援体制を構

築していくことが求められている。 
そこで、本分担研究班では、まず、災害時

要配慮者を支援対象としながらも、保健医療

調整本部とあまり接点を持って来なかった①

民間の多様な主体の連携に基づく被災者支援

体制や、②福祉分野の応援派遣体制の概況を

把握する調査を行ってきた。 
その中で、東日本大震災以降、災害関連法

制の限界を乗り越える取組みとして、幾つか

の被災自治体で導入されている③「災害ケー

スマネジメント」（以下、DCM）において、

多様な社会資源の活用や、災害初期だけでな

く中長期的な対応を視野に入れた支援体制づ

くりが試みられていることが把握できたため、

それらの DCM 先行事例の調査や、DCM 導入

に必要な被災者の生活状況（支援需要）を把

握する調査（アセスメント調査）を通じて、

DCM による要援護者支援の可能性と課題に

ついて検討してきた。 
 2021 年度は、これまでの調査で得られた知

見と残された研究課題を掘り下げるために 3
つの調査を実施した。これらの調査を通じて、

多様な主体の連携に基づく「災害対応のマル

チセクター化」と、住家被害と災害初期に限

定されない「災害対応のフェーズフリー化」

が、災害時要配慮者支援体制の構築において

どのような可能性と課題をもたらすのかを検

討していく。 
3 つの調査の目的と対象を以下に記す。 

 
１．熊本県人吉市における令和 2 年 7 月豪雨

の避難行動・生活復興に関する調査 

2020 年度に行った「令和 2 年 7 月豪雨にお

ける人吉市・八代市坂本町における被災者生

活実態調査」（災害ケースマネジメントのた

めのアセスメント調査）において、想定を大

幅に超えた浸水と物理的被害が、①避難行動

（支援）の見直しに加え、②生活インフラ（商

店・病院等）の破壊を通じて、住家被害が無

い地域でも移動等の新たな生活支援ニーズを

生み出していることや、世帯単位の支援に加

え、コミュニティ形成など面的なまちづくり

支援のニーズを生み出していること等が示唆

された。 
こうした 2020 年度調査で得られた知見を

より詳しく検討するために、今年度は、被害

や避難、生活再建の状況や復興感といった被

災者個人の災害経験を、位置情報を基に GIS
を用いて地図上で可視化し、今後の支援活動

や将来の防災・減災対策に資する災害記録に

するための質問紙調査を実施した。 
調査は、特に物理的被害が大きかった人吉

市球磨川右岸の特定街区の被災世帯を対象に、

当該地区で活動する被災者支援団体「アーキ

レスキュー人吉球磨」と連携して、団体が被

災世帯を訪問する際に質問紙を配置してもら

った。 
 

２．平成 30 年 7 月豪雨被災者の生活状況追

跡調査 

 近年、避難所解消後の被災者支援拠点とし

て「地域支え合いセンター」が開設されるよ

うになり、ここに配属された「生活支援相談

員」が、要支援世帯を巡回訪問する体制が組

まれるようになってきた。これにより DCM
を実施し易い環境が整ってきたと言える。し

かし、センターが開設された段階で、支援を

要する被災者が誰で何処にいるのか把握でき

ていないことが多く、問題視されてきた。 
仮に、被災市町村が、センター開設前に被

災住民の生活実態を把握できていれば、「地

域支え合いセンター」の支援対象世帯も確定

でき、速やかな生活再建支援が可能になる。

また、避難所が解消された時点で、被災世帯
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の生活状況（支援需要）が把握できていれば、

被災地区の全体状況と必要な支援の総量を予

測することも可能になる。そこで、ダイバー

シティ研究所では、被災市町村による DCM
実施体制づくり支援として、被災者の生活状

況を把握するアセスメント調査を行ってきた。 
2020 年度に実施した「令和 2 年 7 月豪雨に

おける人吉市・八代市坂本町における被災者

生活実態調査」も、DCM の実施を可能にし、

より早い生活再建支援の開始につなげること

を目的として実施した。 
調査の実施に際して、感染症対策下で調査

員の確保が難しく、調査対象者の把握も困難

を極めた。実際、被災現場で行う生活実態調

査は、かなり労力とコストがかかる調査であ

り、2020 年度調査からも多数の有用な知見が

得られたが、現地調査の負担を減らすことが

課題となった。加えて、分析結果（アセスメ

ント結果を 4 象限分類）が効果的な生活再建

支援につながっていたかを検証し、調査項目

や評価基準を吟味する必要性も指摘された。

しかし、分析結果の妥当性や、生活再建を促

進する要素を明らかにするためには、調査結

果に基づいて生活再建支援活動を行った実績

データが必要になる。 
そこで、ダイバーシティ研究所は、平成 30

年西日本豪雨（7 月豪雨）の後に広島県坂町

で行った「被災者アセスメント調査」の結果

に基づく被災世帯支援を行った「坂町地域助

け合いセンター」に、支援記録の提供を依頼

したところ了承が得られたので、「（平成 30
年）被災者アセスメント調査」の対象世帯の

中から、坂町地域支え合いセンターが継続的

に支援した世帯を抽出し、当該世帯に対する

3 年間の支援記録とアセスメント調査結果を

突合したデータセットを構築することが可能

になった。 
本調査では、まず、このデータセットを構

築し、その上で、このデータセットの分析を

通じて、発災 1 か月後のアセスメント調査の

結果が、その後の支援活動にどう生かされ、

どんな成果（生活再建）につながったのか、

さらに、被災者アセスメント調査の妥当性・

有効性の検証や、生活再建を促進・阻害する

要因についての検討を行った。 
 

３．被災者支援への専門士業の関わりに関す

る調査 

大規模災害後の被災地で、弁護士をはじめ

とする専門士業が、被災者支援窓口を開設し

て相談活動を行う光景をよく目にするように

なった。実際、被災者支援の重点が、生活再

建へと移行していく過程で、専門的知識が求

められる場面は多く、自治体が士業団体と支

援協定を結ぶケースも増えている。被災者に

とっても、住まいや仕事など具体的な生活再

建の道筋を見出す上で、専門士業による助言

は不可欠な支援となっている。 
専門士業の間でも、被災者支援を目的とす

る「専門士業連絡会」を結成する動きが各地

で広がっており、2021 年 5 月には「全国災害

復興支援士業連絡会」が設立され、業種・地

域を越えた被災者支援のネットワークも構築

されつつある。 
このように、被災者支援を目的とする「専

門士業連絡会」は、DCM を支える多様な主

体の連携に基づく支援体制の一つになり得る

と考えられるが、その体制は構築途上にあり、

実態を把握する調査もまだ行われていない。 
そこで、本調査では、各地の専門士業連絡

会に参加する士業団体・職能団体を対象に、

被災者支援活動の内容、支援のスキーム、人

材育成・確保の手段、平常時の取り組み等に

ついてWEB入力による質問紙調査を実施し、

専門士業団体による被災者支援活動の実態を

把握すると共に、行政機関や保健医療福祉活

動との連携の可能性などについて検討した。 
併せて、福祉系の専門職能団体が参画する

「広島県災害復興支援士業連絡会」は、上記

調査２との関連性もあり、設立経緯、平常時･

災害時の活動等に関するヒアリング調査も行

った。 
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以上、３つの調査のうち２つの調査は市町

村域を対象とする調査となったが、「受援側」

となる市町村の視点から、「支援側」となる

都道府県域の対応体制の在り方について考察

することも目指した。 

Ｂ．研究方法 

2021 年度も、感染症対策により、現地調査

を行い難い状況が続いたため、支援団体によ

る巡回訪問と連携した調査や、資料解析に耐

える正確な支援活動記録の情報資源の発掘や、

新たなデータ分析方法の検討にも力を入れた。 
３つの調査の概要とデータの収集・分析方

法を以下に記す。 
 

１．熊本県人吉市における令和 2 年 7 月豪雨

の避難行動・生活復興に関する調査 

本調査は、特に物理的被害が大きかった人

吉市球磨川右岸の特定街区を対象に、当該地

区で戸別訪問活動を行う被災者支援団体「ア

ーキレスキュー人吉球磨」と連携して行った。

「アーキレスキュー人吉球磨」は、令和 2 年

7 月豪雨で被災した地域の支援を目的として、

人吉市に本拠地を置き、住まいと生活再建支

援を行う被災者支援のための連携組織である。 
質問紙は、この被災者支援団体が当該地域

内を戸別訪問する際に、感染症対策を徹底し

た上で、また調査趣旨を説明して回答協力を 

 
［図表１］洪水浸水想定区域と床上浸水高・避難所 

 からの同心円距離圏域（200m 単位） 

得た上で配布（1 世帯辺り 3 部）してもらい、

記入を終えた質問紙は、郵送にて返送しても

らった。調査結果は、位置情報を基に、GIS
を用いて空間集計を行い、物理的な被害と被

災場所、避難行動の関係を地図上に可視化し

た。 
調査の手法上、対象地域及び回答者に制約

はあるものの、支援活動で訪問した際、一部

ヒアリングを実施することで質問紙回答デー

タ以外の状況に関する補完を行い、分析結果

の解釈は慎重を期して実施した。 
調査の概要は、以下の通りである。 

［調査概要］ 
・調査地域：熊本県人吉市球磨川右岸の被災

市街地（資料参照） 
・調査方法：質問紙調査法（被災者支援団体

による訪問留置郵送回収・一部対面 
・調査時期：2021 年 3 月～5 月 
・回収件数：130 名（96 世帯） 
・調査主体：アーキレスキュー人吉球磨 
・分 析 者：坪井塑太郎（研究協力者） 
 

２．平成 30 年 7 月豪雨被災者の生活状況 

追調査 

本調査では、ダイバーシティ研究所が実施

した「坂町 平成 30 年 7 月豪雨被災者アセス

メント調査（以下、平成 30 年アセスメント調

査）」の結果に、「坂町・地域支え合いセン

ター（以下、支え合いセンター）」所有の支

援記録を突合させることで、支援対象世帯の

生活状況を追跡できるデータセットを作成し、

このデータセットを使って、上述した研究課

題を明らかにしていくための分析を行った。 
調査に当たっては、支え合いセンターと坂

町に対して生活支援相談員（以下、相談員）

による支援活動記録を閲覧する承諾と、関西

大学社会安全学部研究倫理委員会による倫理

審査による承認を得た上で実施した。 
まず、「平成 30 年アセスメント調査」の調

査完了 1,551 世帯のアセスメントシートと、
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支え合いセンターの相談員による見守り評価

結果（以下、支え合いセンター・アセスメン

トシート）がともに存在する世帯を抽出し、

当該支援対象世帯の支え合いセンター・アセ

スメントシートから、分析に必要な項目（a.
家族構成の変更（死亡、別居等）、b.生活拠

点の変化、c.見守りおよび再建支援の必要性

に対するアセスメントの結果（複数回）、d.
アセスメントシートの職員所見（コメント欄）

など 48 項目）を抽出し、当該世帯の 3 年間の

状況変化を記録した。 
この作業により、「平成 30 年アセスメント

調査」の結果（688 世帯、327 項目）と、2021
年 12 月までの見守り評価結果（アセスメント

シート 1281 件の 48 項目）を追跡できるデー

タセットが作成でき、被災から 1 か月後の状

況がその後の生活再建に及ぼす影響を分析す

ることが可能になった。 

そこで、支え合いセンター・アセスメント

シートにおいて見守りの総合評価となる「最

終判断」で判定区分 D（見守り必要なし・支

援終結）と評価された世帯が、母集団に占め

る割合を「生活再建達成率」と定義し、「ア 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図表２］評価手法の概要 

セスメント実施日」を月単位で集計して被災

後（2018 年 7 月）からの「生活再建達成率」

の累計推移を明らかにした。その上で被災当

初の家屋状況や心身の状況等の区分がその後

の生活再建に与える影響を「生活再建達成率」

累計推移により評価した。 

評価手法の概要を図表 2 に示す。 
さらに、本調査を補完するために、並行し

て２つの調査を実施した。 

一つは、生活状況追跡調査による量的分析

の補完として、①被災者の生活再建に資する

支援の在り方に関する質的分析を行う調査で

ある。具体的には、支え合いセンターの相談

員 5～6 名を対象に、支援事例（当初は課題が

無いと思われていた世帯や、支援困難世帯な

ど）について聴取調査を行い、得られたテキ

ストデータを定性的に分析することを通じて、

被災者の生活再建に資する支援方法を検討し

た。 

もう一つの調査は、②都道府県域の対応体

制が、市町村域における被災者支援体制の構

築に与える影響を把握する調査である。具体

的には、坂町地域支え合いセンター、坂町保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

生活再建 

達成率累計 

 

 

0％ 

1        被災からの月数          42 

各月の「生活再建達成率」を被災した 2018 年 7 月か

ら 2021年 12 月の 42か月に渡って累積しグラフ化す

ることで、支援者側から見た生活再建達成の推移を

時系列で確認 

支え合いセンター・アセスメントシート最終評価が
D 区分を「生活再建達成」と設定 
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どのような影響を与えていたのかについて聴

取調査を行い、「受援側」の市町村の視点険

健康課、広島県地域支え合いセンター（広島

県社会福祉協議会内）それぞれの担当者を対

象に、都道府県域の関係機関からの支援（物

理的支援と知的支援）が、市町村域の支援体

制の構築や支援対象世帯への具体的な対応に、

から「支援側」の都道府県域の対応体制の在

り方についても考察した。 

補足調査を含む本調査の概要は以下の通り

である。 

［調査概要］ 
①生活状況追跡調査 
・調査対象：坂町・地域支え合いセンター 
・調査方法：資料解析 

過去の調査結果と生活支援相談員による支

援活動記録を突合したデータセットを作成、

統計的な分析（生存分析など）を行った 
・調査期間：2021 年 11 月～2022 年 2 月 
②支援事例に対する生活支援相談員調査 
・調査対象：坂町・地域支え合いセンター生

活支援相談員 5～6 人 
・調査方法：オンライン会議システム（Zoom）

により、支援対象事例に関する聴取調査を

行い、得られたテキストデータに対して質

的分析を行った 
・調査期間：2022 年 1 月～2 月（合計 5 日） 
③広島県内の地域支え合いセンター関係機関

への聴取調査 
・調査対象：坂町・地域助け合いセンター、

坂町・保険健康課、広島県社会福祉協議会・

地域支え合いセンター 
・調査方法：聴取調査（坂町・地域支え合い

センター（3/3）のみオンライン会議システ

ムを利用。他は訪問聴取（3/24）調査） 
・調査時期：2022 年 3 月 3 日、3 月 24 日 
 

３．被災者支援への専門士業の関わりに関す

る調査 

本調査は、被災者支援を目的とする「専門

士業連絡会」を通じて、連絡会に所属する士

業団体・職能団体に WEB 入力による質問紙

調査を依頼して実施した。 
調査準備の過程で、神奈川県、静岡県、新

潟県、徳島県、岡山県、愛媛県にも士業連絡

会が存在することが判明し、広島県災害復興

支援士業連絡会を通じて、各士業連絡会 に参

画する団体等に連絡をとり、WEB 上に設定し

た質問紙への回答を依頼した。 
また、福祉系の職能団体も参加している「広

島県災害復興支援士業連絡会」には、その事

務局を担っている広島弁護士会、法テラス広

島に対して聴取調査も行った。 
本調査の概要は以下の通りである。 

［調査概要］ 
・調査時期：2021 年 11 月 30 日 

〜2022 年 3 月 4 日 
・調査方法： 

①WEB 入力による質問紙調査 
②オンライン会議システムに（Zoom）によ

る聴取調査 
・調査対象：把握できた全国 10 カ所にある専

門士業連絡会および連絡会に所属する専門

士業団体･専門職能団体 
《専門士業連絡会の例》  
近畿災害対策まちづくり支援機構  

 災害復興まちづくり支援機構 
 広島県災害復興支援士業連絡会 
 宮城県災害復興支援士業連絡会 
 神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会 
 静岡県東海地震対策士業連絡会 

・回収件数：事前に把握できた 10 カ所の士業

連絡会のうち、8 連絡会・27 団体から回収 
・調査主体：やまもと行政書士事務所（兵庫

県行政書士会所属） 
 

Ｃ．研究結果 

 

１．熊本県人吉市における令和 2 年 7 月豪雨

の避難行動・生活復興に関する調査 

本調査で明らかになった主な結果は以下の

とおりである（資料 1-1～1-4 参照）。 
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（１）浸水想定と被害状況 
・浸水は、2020 年 7 月 4 日の早朝 6 時台に発

生し始めており、特に球磨川に近い場所に

立地する家屋においては全壊、大規模半壊

等の甚大な被害が発生した。 
・浸水開始とほぼ同じ時間帯に自宅外避難が

開始されたが、浸水域内の床上浸水高が 1
ｍを超す家屋内でも自宅内避難状態の世帯

が一定数見られた。 
・浸水想定の範囲は概ねハザードマップと合

致したが、浸水高については想定を上回る

地域・事例も見られた。 
（２）避難行動 
・本調査対象地域（浸水域内）の指定避難所

（人吉スポーツパレス）までは、最長で約

1km 離れており、早朝の浸水（溢水）発生

状況の中、甚大な浸水高にも拘らず自宅内

での避難者が相当数存在した。 

・自由回答や補足的に行った聴取調査から、

避難時に支川からの溢水があったことで避

難が困難であったことが述べられた。 
・地形特性上、地区防災計画やマイタイムラ

イン等の活用による「浸水域外への避難」

を基本としながら、域内の堅牢な中高層建

物等を活用した「緊急避難」を併用した避

難方法も併せて検討する必要がある。 

（３）被害と主観的復興感・健康観 

・30～40 代において「仕事・経済状況」の復

興は、早期の回復がみられたが、高齢世代

では回復が遅く、特に「まち・地域の安定」

「心理的安定」においてその傾向が顕著で

あった。 
・主観的復興感：全般的に被害が大きいほど

復興感の回復が遅く、全壊世帯において、

復興感が得られるまでに長期の時間を要し

ていることが明らかになった。 
・「復興を実感できた時期」において回答者

の半数（50％以上）に達したのは、「仕事

経済状況」「日常生活再開」において「2021
年 11 月」（発災から 5 ヶ月後）、「心理的

安定」で「2022 年 01 月」（発災から 7 ヶ

月後）と長期的影響が見られた。 
・主観的健康観：60 代以上において被災後の

「健康悪化」割合が多い。被害規模が大き

いほど主観的健康感の悪化割合が高く、「心

理的安定」に時間を要することから、中長

期での医療・保健支援体制の検討が必要に

なることが示唆される。 

２．平成 30 年 7 月豪雨被災者の生活状況 

追調査 

 本調査の主な結果を以下に記す。 

（１）生活状況追跡可能なデータセット構築 

ダイバーシティ研究所による「坂町 平成

30年 7月豪雨被災者アセスメント調査」（372
項目）の聞き取り完了世帯のうち「見守り区

分・再建支援区分アセスメントシート」（48
項目）が存在する支援対象世帯 688 件（シー

ト件数 1281 件）のデータセットが作成できた。

今後、詳細な研究を実施するための基礎資料

として活用できる。 
（２）生活状況追跡データセットの分析結果 

調査結果（１）で作成したデータセットか

ら、支援者の見守り評価で「見守り必要なし・

支援終結」と評価された世帯が母集団に占め

る割合を「生活再建達成率」と定義し、被災

当初の家屋状況や心身の状況等の区分がその

後の生活再建に与える影響を「生活再建達成

率」により評価した結果、以下の点が明らか

になった（資料 2-3［図表 3,4］参照）。 
・罹災証明区分で家屋の損傷が大きい世帯や

被災当初の居住地が元住所でなく避難所や

仮設住宅等に居住していた世帯は、住まい

の課題が大きく、その後の生活再建に至る

期間が長くなる傾向がある。 

・災害ケースマネジメントによる 4 象限区分

で「日常生活・住まいの再建支援世帯」と

判定された世帯では生活再建までの期間が

他のカテゴリに比べ長く、重点的な見守り

支援が必要であることが示唆される。 
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・被災当初に心身の不調がある家族がいる世

帯は、被災前から変わりなしと回答した世

帯に比べその後の生活再建に至る期間が長

く、心身の不調がその後の生活に影響を与

えることがうかがえる。 

（３）補足調査の結果 

①支援事例に対する生活支援相談員聴取調査  

・「坂町・地域支え合いセンター」が「地域

包括支援センター」を運営する「済生会」

に委託されたことから、高齢者福祉関係と

の連携がとりやすく、相談員が動きやすか

ったこと、相談員が医療職であったことか

ら、身体状況への理解や、必要な対応が的

確に行えていたことが確認できた。 

・他方、支援事例への対応においては、被災

後の混乱の中で、医師同士の連携がうまく

いかず、被災者の身体状況変化への対応が

遅れ、一時的に寝たきりとなったが、生活

支援相談員が、済生会のネットワークとう

まく連携が図れたことで、本人の思いを尊

重した支援体制が作られた。 

・こうした地域内の保健・医療・福祉関係者

による被災者支援体制は、災害が発生後に

新たに作って機能しにくい。支援事例にお

いても、災害後の生活再建支援の段階で、

災害発生以前から存在していた支援ネット

ワークが有効なサポートを果たしていたこ

とが確認された。 

②広島県内の地域支え合いセンター関係機関

への聴取調査 
COVID-19 感染症拡大の影響を受け、予定

していた広島県の担当部局等への聴取調査が

実施できなかったため、暫定的な結果となる

が、「坂町・地域支え合いセンター」および

「広島県地域支え合いセンター」（広島県社

会福祉協議会内）への調査から以下のことが

把握できた。 

・坂町・地域支え合いセンターの戸別訪問活

動において不可欠な情報インフラとなる被

災者支援台帳（データベースのファイル）

については、広島県および広島県地域支え

合いセンターから提供されていた。 

・坂町・地域支え合いセンターによれば、こ

うした支援対象世帯に関する情報システム

の構築と運用は、広島県域からの支援によ

って支えられていたこと、とりわけデータ

ベース構築や入力フォームの調整等の技術

的な支援は必要不可欠であったことを述べ

ており、広島県域からの支援の有効性が確

認できた。 

・時間的経過に伴い変化する支援対象世帯の

状況や、仮設住宅から公営住宅への移転な

ど生活環境が大きく変化する場面では、支

援内容を変化させていくことが求められる。

これらの課題に対して、広島県地域助け合

いセンターは、市町村の相談員・担当部局

職員を対象にした研修や連絡会（情報交換

の場）を提供していた。 

・坂町・地域支え合いセンターへの調査から

も、これらの研修で得られた知見が支援活

動に役立っていたことに加え、連絡会など

を通じて、異なる体制で運営されている他

市町の状況を知られたこと、相談員だけで

なく行政職員とも意見交換ができたことが、

センターの運営に役立っていたことも確認

できた。 

・さらに、広島県域のセンター職員が、市町

域のセンターを訪問し、具体的な助言活動

を行っていたことも把握できた。広島県支

え合いセンターから、市町センターの個別

事情に合わせた支援が行われていたこと、

またそれらが市町域のセンターにとって有

効な支援であると認識されていたことが確

認できた。 

 

３．被災者支援への専門士業の関わりに関す

る調査 

本調査では、回答団体を「技術系」「法律

系」「福祉系」に分類した上で集計したが、

それぞれの母数に開きがあり、単純に比較で

きなかったため、以下では、調査結果に加え
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て、今後の課題整理や調査分野の検討に向け

た事実関係の整理を行う。 

（１）専門士業による被災者支援活動状況と 

団体間の連携 

・「専門士業連絡会」等に参画する団体が行

う被災者支援活動は、応急対策期以降から

復興支援期にかけて行われる傾向がある。

その理由として、発災から 1 カ月程度経過

すると、被害の状況が明らかになり、罹災

証明の発行や各種支援制度による給付、地

域支え合いセンターの設置準備などが始ま

るため、被災者が、今後の生活や生活再建

の先行きに不安を覚えやすく、弁護士や司

法書士など法律系の団体による無料相談が

求められると解される。 
・DCM に基づく被災者支援では、被災者ひ

とり一人にあわせた個別の支援を組み合わ

せて行われるため、多岐にわたる分野の支

援者との連携が必要になるが、福祉系の団

体は、技術系や法律系の団体、自治体やボ

ランティア団体等との連携を取っている様

子がうかがえる。しかし、技術系や法律系

の団体は、福祉系の団体よりも他の分野と

の連携が少なかった。 

（２）被災者支援活動の実施体制 

・被災者支援活動に向けた事前の計画策定や

人材派遣の仕組み、研修制度は、技術系や

法律系の団体よりも、福祉系の団体の方が

整っている傾向がみられた。 

・支援活動費用の内訳では、福祉系の団体は、

技術系や法律系の団体よりも、公的資金の

活用率が高かった。  
・これらの結果から、福祉系の団体が行う被

災者支援活動は、法律や制度に裏付けされ

ていることに起因すると考えられる。一方

で、技術系や法律系の団体の支援活動は、

制度化（又は委託）されることが少なく、

団体会計で負担する割合が高くなっている

ことがうかがえる。 

・人材については、「支援活動を行う人材の

不足」「マネジメントを行う人材の不足」

ともに、福祉系団体が他の団体よりも高い

割合となった。支援計画や人材派遣の仕組

み、研修制度が整っている反面、制度化さ

れた被災者支援策への人材派遣が難しい状

況が伺える。 

（３）「広島モデル」の取組み 

「広島県災害復興支援士業連絡会」に対す

る聴取調査から、この連絡会には、設立時か

ら技術系、法律系に加え、福祉系の職能団体

が参画していることが把握された。 

平成30年7月豪雨発災後の10月30日には、

広島県、広島県社会福祉協議会、広島県災害

復興支援士業連絡会の三者協定が結ばれ、広

島士業連絡会の参画団体の支援活動の一部が

制度化（「広島モデル」と呼ばれる）される

こととなった（平成 30 年 7 月豪雨災害での支

え合いセンターとの連携）。 

この協定は、令和 4 年 3 月 7 日に広島県と

広島県災害復興支援士業連絡会との間で 新

たに締結された「防災まちづくり・災害復興

への専門家派遣協定」にもつながっており、

専門士業が連携し、被災地での相談活動のみ

ならず、当該地域における防災・減災への取

り組みや、復興まちづくり支援など、幅広い

分野において、復興に向けた取り組みをサポ

ートできる平時から復興までの一貫した支援

体制が構築されることとなった。  

広島モデルは、士業連絡会等に参画する団

体の被災者支援活動が、①災害ケースマネジ

メントに基づいた被災者支援に不可欠なもの

として連携が行われた点、②防災まちづくり

〜被災者支援〜復興まちづくり支援に関わっ

ていく各士業団体が、自治体やその他の団体

とパートナー関係になる点において、大きな

変革をもたらしたと考えられる。 

 

Ｄ．考察と結論 

 

１．多様な主体の連携・協働に基づく 

要援護者支援に向けた組織間調整 

（１）都道府県域おける連携･調整 
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災害福祉や避難所運営支援に関わる民間団

体による連携・支援体制の構築は、2019 年度

調査以降も、大きく進められてきた。 

社会福祉協議会を中心とする災害時の福祉

支援体制のための協議体「災害福祉支援ネッ

トワーク」も、大半の都道府県で構築されて

おり、災害派遣福祉チーム（DWAT）の組織

化も進められた。さらに、こうした災害時の

福祉的支援を担う人材の育成や、関係団体の

プラットフォームづくりについても、全国社

会福祉協議会が、都道府県域への設置を推進

している「災害福祉支援センター」構想の中

で検討されている。 

NPO・NGO を中核とする災害支援に関わる

民間団体である全国災害ボランティア支援団

体ネットワーク（JVOAD）も、「避難生活改

善に関する専門委員会」などの専門委員会を

設置し、災害時は福祉系の専門知識・技能を

もつ人材を被災地に派遣して、関係団体のコ

ーディネーション、被災自治体から避難所調

査を受託するなどの活動を展開している。 

これらの応援派遣・支援体制の多くは、都

道府県域を単位に連携・調整を行うことにな

るため、今後、各都道府県域の保健医療(福祉)

調整本部体制を整備していく中で、これらの

民間の支援体制との接点をどう設定していく

のか、また、これらの支援体制間の水平的な

連携をどう調整していくのかも、今後検討す

べき課題になると考える。 

（２）都道府県から市町村への支援と調整 

 市町村域の DCM に関する調査結果から、

県内市町状況を俯瞰できる都道府県が、異な

る規模と課題を持つ市町に対して、それぞれ

の課題に応じた支援を行ったり、市町村間の

情報共有を促進していたことが把握された。

これらの支援に対して相談員は高く評価して

おり、都道府県―市町村間の垂直的な支援が

重要な役割を果たしていたことも確認できた。 

今後は、2021 年度調査で得られた相談員に

よる支援活動実績記録や、感染症の影響で実

施できなかった広島県域の地域支え合いセン

ターの運営に関わる機関の調査を実施して、

こうした垂直的な支援の有効性を高める要素

についての検討が必要である。 

（３）生活再建支援体制に向けた情報連携 

DCM に向けたアセスメント調査を実施し

ていく中で、「地域支え合いセンター」が開

設された段階で、支援対象世帯の情報が、セ

ンターに十分に提供されていないことが多く、

開設後すぐに訪問活動を開始できないことが

課題になっていることが把握された。 

平常時の体制から災害時の応急的な対応体

制に移行させていく際の手続きについてはあ

る程度検討されていても、応急対応体制から

復興に向けた生活再建支援を行う体制に移行

させていく際の体制移行やその手続きについ

ては、十分に検討されているとは言い難い側

面もある。応急対応から生活再建支援への情

報連携を可能にする体制についても検討が必

要であるが、その体制は、平常時の地域福祉

要援護者支援の体制を踏まえて、事前に検討

しておく必要があると考えられる。 

 

２．災害ケースマネジメントの可能性と課題 

（１）被災地でのアセスメント調査の課題 

DCM を実施するためには被災世帯の生活

実態を把握することが必要になる。しかし被

災現場に、専門職の調査員を派遣して行う被

災者への質問紙調査は、多大な労力とコスト

がかかる。 

今後は、2021 年度調査で得られたデータセ

ットを活用し、評価の妥当性や生活再建の促

進に寄与する要素等の分析を進め、評価項目

を吟味し、質問項目を絞るなどして、非専門

職の調査員、さらには被災当事者でも回答で

きるような質問紙を開発することが必要であ

る。 

また、支援活動に伴って作成される記録が、

被災者調査を補完する資料として有用である

ことも明らかになった。支援活動にも還元で

きる情報整理の方策として支援活動の中で作
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成する記録を標準化することも検討の余地が

あるように思われる。 

（２）効果的な DCM を行うために必要な要

因の分析 

――よりよい支援体制の構築に向けて 

生活状況追跡調査を通じて構築したデータ

セットにより、アセスメントの妥当性や、生

活再建を促進する・疎外する要素の抽出を分

析する準備が整った。分析はまだ途上であり、

これまでに示して来た結果もまだ暫定的なも

のであるが、今年度の調査で明らかにできた

ことを踏まえ、よりよい支援体制を構築して

いくために必要な研究課題を以下に整理して

おく。 

・生活再建に至る期間が長くなる要因を個々

の事象から抽出し、事例として分類するこ

とで、生活支援に必要な要件や、再建を阻

害する要因を分析し、明らかにすることを

通じて、行政・支援機関・コミュニティ等

が果たすべき生活再建支援のあり方にいて

検討する。 

・被災当初の心身の不調がその後の生活再建

に影響を及ぼすことが明らかになったため、

個々の事象を分析し、心身の健康を増進し

生活再建につなげる方策について検討する。

また、被災当初のアセスメント調査へのフ

ィードバックとして、心身の状態をより明

確にでき、適切な支援につながる設問設計

のためのガイドラインを作成しておくこと

も必要である。 

・災害ケースマネジメント（DCM）の 4 分類

で 生活再建に至る期間に違いがあること

が明らかになった。各分類の個々の事象を

抽出し、各分野で必要とされる支援内容の

あり方や事例を明らかにする必要がある。 

 

３．生活再建期の「災害ケースマネジメント

（DCM）」を視野に入れた連携・支援体制

の構築に向けて 

本稿の冒頭でも述べたが、生活再建期にお

ける被災者支援の拠点として「地域支え合い

センター」が開設されるようになり、DCM の

考え方に基づく支援体制が構築されるように

なってきた。しかし、避難所等における応急

的な被災者支援の体制から、生活再建期に移

行する際の支援体制の連続性が確保されてい

ないという課題が残されている。この点につ

いて「専門士業連絡会」調査から考察できる

ことを述べておきたい。 

災害ケースマネジメント（DCM）に基づく

被災者支援は、主に地域支え合いセンターが

中心となり実施するものと解されているが、

実際には、地域支え合いセンターの開設前か

ら、 士業連絡会等の団体によって着手されて

いると考えることができる。 

DCM に基づく被災者支援では、被災者ひ

とり一人に合わせて個別の支援を組み合わせ

て行われるため、多岐にわたる分野の支援者

との連携が必要になる。今回の調査結果では、

福祉系の団体は、技術系・法律系の団体、自

治体やボランティア団体等との連携を取って

いる様子がうかがえたが、技術系・法律系の

団体は、他の分野との連携が少なかった。 

これらの状況から、地域支え合いセンター

の開設よりも前に行われている、技術系団体

の調査や法律系団体の無料相談等で判明して

いる被災者が抱える課題（調査や相談により

整理された課題）が、DCM の観点から見た

ときに、その先の支援につながりにくくなっ

ている可能性が指摘できる。被災者の立場か

ら考えると、地域支え合いセンターの活動が

本格化するまで、生活再建に向けた支援のマ

ッチングを待たなければならない状況に置か

れる可能性がある、ということでもある。 

本稿で紹介した「広島モデル」は、都道府

県行政、都道府県社会福祉協議会、専門士業

団体が連携し、平常時の防災・減災から復興

まちづくりまで一貫した支援体制を構築する

試みであり、上述のような問題にも対応でき

る可能性を持っている。特に、感染症拡大下

では、応急対応期に外部支援の受入れを巡っ

て混乱・対立が生じることもあるが、こうし

- 60 -



 

た支援体制があれば、平常時から受援の基準

についても検討することができる。 

今後は、生活再建期の DCM との接合も視

野にいれた連携・支援体制の在り方について

検討していくことが求められる。 

 

Ｅ．研究発表 

１．論文発表 

・山本千恵（2021）「避難の多様性に伴う課

題と職能集団による支援の可能性」（一財）

日本防火・危機管理促進協会『危機管理レ

ビュー』Vol.13、pp.13-21. 
・菅磨志保（2022）「コロナ禍における市民

活動の展開」関西大学社会安全学部編『検

証 COVID-19 災害』ミネルヴァ書房（第 9
章 3 節）pp.168-177. 

  
２．学会発表 
・菅磨志保「コロナ禍における市民活動の展

開」2021 年度関東都市学会（2021 年度）秋

季大会（Zoom）、2021 年 12 月 5 日. 
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人
吉

ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス

人
吉

西
小

学
校

人
吉

第
二

中
学

校

避
難

所

自
宅

外
避

難
（
避

難
所

）
自

宅
外

避
難

（
避

難
所

以
外

）
自

宅
内

避
難

未
回

答

避
難

状
況

避
難

場
所

と避
難

開
始

時
間

・浸
⽔

想
定

区
域

(浸
⽔

深
)と

避
難

所
か

らの
距

離

洪
⽔

浸
⽔

想
定

区
域

と避
難

状
況

・避
難

所
か

らの
同

⼼
円

距
離

圏
域

（
20

0m
単

位
）

•
域

内
の

指
定

避
難

所
（

⼈
吉

ス
ポ

ー
ツパ

レ
ス

）
ま

で
は

，
最

⼤
で

約
1k

m
離

れ
て

お
り，

早
朝

の
浸

⽔
（

溢
⽔

）
発

⽣
状

況
の

中
，

甚
⼤

な
浸

⽔
⾼

に
も

か
か

わ
らず

⾃
宅

内
で

の
避

難
者

が
相

当
数

存
在

した
。

•
地

形
特

性
上

，
地

区
防

災
計

画
や

マ
イタ

イム
ライ

ン等
の

活
⽤

に
よ

る
「浸

⽔
域

外
へ

の
避

難
」を

基
本

とし
な

が
ら，

域
内

の
堅

牢
な

中
⾼

層
建

物
等

を
活

⽤
した

「緊
急

避
難

」を
併

⽤
した

避
難

⽅
法

も
併

せ
て

検
討

調
査

１
資
料
1-
2
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世
帯

数
割

合
世

帯
数

割
合

世
帯

数
割

合
世

帯
数

割
合

自
宅

78
10
0.
0%

0
1.
3%

0
0.
0%

78
10
0.
0%

仮
設

住
宅

8
80
.0
%

2
8.
0%

0
0.
0%

10
10
0.
0%

自
宅

外
2

50
.0
%

1
12
.5
%

1
25
.0
%

4
10
0.
0%

88
95
.7
%

3
1.
0%

1
1.
1%

92
10
0.
0%

合
計

今
後

居
住

予
定

（
世

帯
数

）

現
在

居
住

場
所

（
世

帯
数

）

合
計

現
住

地
再

建
市

内
別

場
所

再
建

市
外

転
居

再
建

世
帯

数
割

合
世

帯
数

割
合

世
帯

数
割

合

全
壊

13
16
.0%

7
70
.0%

1
25
.0%

21

大
規

模
半

壊
39

48
.1%

2
20
.0%

1
25
.0%

42

半
壊

23
28
.4%

1
10
.0%

2
50
.0%

26

準
半

壊
2

2.5
%

0
0.0
%

0
0.0
%

2

一
部

損
壊

2
2.5
%

0
0.0
%

0
0.0
%

2

無
被

害
2

2.5
%

0
0.0
%

0
0.0
%

2
81

10
0.0
%

10
10
0.0
%

4
10
0.0
%

95
合

計

合
計

現
在

居
住

場
所

（
世

帯
数

）

被
害

状
況

（
世

帯
数

）

自
宅

仮
設

住
宅

自
宅

外

世
帯

数
割

合
世

帯
数

割
合

世
帯

数
割

合

全
壊

21
23
.9%

0
0.0
%

0
0.0
%

21

大
規

模
半

壊
41

46
.6%

1
33
.3%

0
0.0
%

42

半
壊

21
23
.9%

2
66
.7%

1
10
0.0
%

24

準
半

壊
2

2.3
%

0
0.0
%

0
0.0
%

2

一
部

損
壊

2
2.3
%

0
0.0
%

0
0.0
%

2

無
被

害
1

1.1
%

0
0.0
%

0
0.0
%

1
88

10
0.0
%

3
10
0.0
%

1
10
0.0
%

92
合

計

合
計

今
後

居
住

予
定

（
世

帯
数

）

現
住

地
再

建
市

内
別

場
所

再
建

市
外

転
居

再
建

被
害

状
況

（
世

帯
数

）

被
害

状
況

×
現

在
居

住
場

所
・今

後
居

住
予

定
（

世
帯

数
）

調
査

１
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0.
0%

20
.0
%

40
.0
%

60
.0
%

80
.0
%

10
0.
0%

0%20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

3 0 代 以 下

（ n ＝ 1 0 ）

4 0 代

（ n ＝ 1 0 ）

5 0 代

（ n ＝ 1 3 ）

6 0 代

（ n ＝ 2 7 ）

7 0 代

（ n ＝ 4 4 ）

8 0 代 以 上

（ n ＝ 2 0 ）

全 壊

（ n ＝ 2 0 ）

大 規 模 半 壊

（ n ＝ 4 2 ）

半 壊 ・ 準 半 壊

（ n ＝ 2 7 ）

自 宅 外 （ 避 難 所 ）

（ n ＝ 1 0 ）

自 宅 外 （ 避 難 所 以 外 ）

（ n ＝ 2 6 ）

自 宅 内

（ n ＝ 5 4 ）

年
齢

被
害
状
況

避
難
状
況

変
化

な
し

や
や
悪
化

悪
化
し
た

と
て
も
悪
化

悪
化
割
合
（右

軸
）

被
災

後
の

主
観

的
健

康
観

仕
事

経
済

状
況

（
n ＝

10
5 ）

日
常

生
活

再
開

（
n ＝

11
3 ）

ま
ち

地
域

安
定

（
n ＝

98
）

心
理

安
定

状
況

（
n ＝

10
9 ）

20
20

年
07

月
4.
8%

4.
4%

0.
0%

2.
8%

20
20

年
08

月
19
.0
%

14
.2
%

1.
0%

5.
5%

20
20

年
09

月
29
.5
%

25
.7
%

4.
1%

17
.4
%

20
20

年
10

月
46
.7
%

38
.1
%

14
.3
%

24
.8
%

20
20

年
11

月
52
.4
%

54
.0
%

19
.4
%

33
.9
%

20
20

年
12

月
68
.6
%

71
.7
%

23
.5
%

42
.2
%

20
21

年
01

月
73
.3
%

79
.6
%

30
.6
%

55
.0
%

20
21

年
02

月
81
.0
%

90
.3
%

41
.8
%

69
.7
%

0.
0%

25
.0
%

50
.0
%

75
.0
%

10
0.
0%

20
20

年

07
月

20
20

年

08
月

20
20

年

09
月

20
20

年

10
月

20
20

年

11
月

20
20

年

12
月

20
21

年

01
月

20
21

年

02
月

30
代
以
下
（
n＝

9）
40

代
（
n＝

9）
50

代
（
n＝

12
）

60
代
（
n＝

26
）

70
代
（
n＝

37
）

80
代

以
上
（
n＝

16
）

0.
0%

25
.0
%

50
.0
%

75
.0
%

10
0.
0%

20
20

年

07
月

20
20

年

08
月

20
20

年

09
月

20
20

年

10
月

20
20

年

11
月

20
20

年

12
月

20
21

年

01
月

20
21

年

02
月

全
壊

（
n＝

17
）

大
規
模
半
壊
（
n＝

40
）

半
壊
・
準
半
壊
（
n＝

26
）

復
興

した
時

期
（

分
野

別
）

被
害

規
模

別
復

興
感

（
⽇

常
⽣

活
）

の
推

移

年
代

別
復

興
感

（
⼼

理
的

安
定

状
況

）
の

推
移

調
査

１
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平
成
30
年
7⽉

豪
⾬
被
災
者
の
⽣
活
状
況
追
跡
調
査

(⼀
財
)ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ研

究
所

6

調
査
項
⽬
（
32
7項

⽬
）

1．
世

帯
情

報
･･

･住
所

、家
族

構
成

、要
援

護
者

該
当

、家
族

の
被

災
状

況
等

2．
家

屋
の

状
況

･･
･

家
屋

の
種

類
、築

年
数

、浸
⽔

被
害

、⼟
砂

被
害

、罹
災

証
明

、⽴
替

補
修

予
定

等
3．

避
難

⾏
動

に
つ

い
て

･･
･

避
難

の
有

無
、救

助
者

等
4．

⽣
活

状
況

に
つ

い
て

･･
･

健
康

状
態

、移
動

困
難

度
、移

動
⼿

段
、⾷

事
、買

い
物

、義
援

⾦
等

5．
今

後
の

⾒
通

しな
ど･

･･
当

⾯
の

居
所

、今
後

の
居

住
地

希
望

6．
⽀

援
や

情
報

に
つ

い
て

･･
･情

報
⼊

⼿
、⼊

⼿
経

路
、寿

猿
の

種
類

、相
談

相
⼿

、不
安

・⼼
配

ご
と

7．
調

査
員

所
感

•
20

18
年

9〜
10

⽉
に

広
島

県
坂

町
で

被
災

者
ア

セ
ス

メン
トを

実
施

•
2,

48
2世

帯
へ

の
訪

問
、1

,5
51

世
帯

（
62

.5
%

)の
聞

き
取

り調
査

完
了

•
詳

細
は

ht
tp

s:
//

di
ve

rs
ity

ja
pa

n.
jp

/h
ea

vy
-r

ai
n-

20
18

/
参

照

調
査

シ
ー

トの
⼀

部

•
坂

町
地

域
⽀

え
合

い
セ

ンタ
ー

の
⽀

援
記

録
と突

合
で

き
た

調
査

デ
ー

タを
提

供
す

る
こと

で
、災

害
当

時
の

状
況

とそ
の

後
の

⽀
援

状
況

との
⽐

較
が

可
能

に
な

る

広
島

県
坂

町
に

お
け

る
平

成
30

年
7⽉

豪
⾬

被
災

者
の

⽣
活

状
況

追
跡

調
査

に
よ

り、
被

災
か

ら⽣
活

再
建

⽀
援

状
況

を
時

系
列

で
把

握
し､

早
期

の
⽣

活
再

建
に

寄
与

す
る

被
災

者
ア

セ
ス

メン
トの

あ
り⽅

や
ア

セ
ス

メン
トの

妥
当

性
等

を
明

らか
に

す
る

。


⽬

的
︓


実

施
概

要
︓

ダイ
バ

ー
シ

テ
ィ研

究
所

に
よ

る
平

成
30

年
7⽉

豪
⾬

被
災

者
ア

セ
ス

メン
ト調

査
の

デ
ー

タ提
供

調
査

2
資
料
2-
1

- 67 -



［
様
式
１

］
世
帯

の
基
本
情
報

シ
ー

ト

（
1）

坂
町

･被
災

者
台

帳
(E

xc
el

版
）

︓
広

島
県

社
協

か
ら⽀

給
され

た
Sa

le
sf

or
ce

(D
at

ab
as

e)
か

ら⼀
部

を抽
出

して
Ex
ce
lで
管
理
（
約
11
00
件
）

様
式

2,
3,

5は
使

わ
な

か
った

の
で

、外
部

⽀
援

者
の

⼿
を借

りな
が

ら、
新

た
に

Ex
ce

lで
シ

ス
テ

ム
を組

ん
だ

→
 ⼊

⼒
ﾌｫ

ｰﾑ
［

様
式

１
］

世
帯

の
基

本
情

報
シ

ー
ト

［
様

式
２

］
地

域
⽀

援
に

係
る

地
域

状
況

及
び

社
会

資
源

シ
ー

ト
［

様
式

３
］

個
別

⽀
援

状
況

確
認

シ
ー

ト
［

様
式

４
］

⾒
守

り区
分

・再
建

⽀
援

区
分

アセ
ス

メン
トシ

ー
ト

［
様

式
５

］
⽀

援
状

況
・⽀

援
計

画
シ

ー
ト

（
2）

坂
町

･被
災

者
台

帳
(紙

綴
じ版

)︓
各

種
⽀

援
記

録
の

中
か

ら､
特

に
⽀

援
の

際
に

必
要

な
シ

ー
トを
世
帯
単
位
で
綴
じ､
地
域
別
に
ﾌｧ
ｲﾘ
ﾝｸ
ﾞ（
約
15
00
件
）

⽀
援

に
必

要
な

情
報

を
閲

覧
しや

す
い

形
に

して
打

ち
出

して
1,

4を
打

出
し、

→
世

帯
記

録
a.

世
帯

の
基

本
情

報
［

様
式

１
］

 、
b.

ダイ
バ

ー
シ

テ
ィ2

01
8年

ア
セ

ス
メン

ト調
査

結
果

c.
坂

町
・地

域
包

括
⽀

援
Cの

様
式

の
⽀

援
記

録
d.

⽀
援

区
分

ア
セ

ス
メン

ト結
果

様
式

［
様

式
４

］
※
不
定
期
に
実
施
。複
数
回
収
録

7

評
価

1
重

点
⾒

守
り⽀

援
チ

ェッ
ク

評
価

2
⾃

殺
防

⽌
な

どの
た

め
の

⾒
守

り⽀
援

チ
ェッ

ク
評

価
3

孤
⽴

防
⽌

な
どの

た
め

の
⾒

守
り⽀

援
チ

ェッ
ク

評
価

4
くら

しむ
き

⽀
援

チ
ェッ

ク
評

価
5

住
宅

再
建

の
進

み
具

合
チ

ェッ
ク

最
終

評
価

⽀
え

合
い

セ
ンタ

ー
職

員
に

よる
総

合
評

価

・⾒
守

り区
分

（
評

価
1〜

4、
最

終
評

価
）

A︓
重

点
、B

 ︓
通

常
、C

︓
不

定
期

、D
︓

必
要

な
し

・再
建

⽀
援

区
分

（
評

価
5）

1︓
⽣

活
再

建
可

能
、2

︓
⽇

常
⽣

活
⽀

援
、3

︓
住

まい
の

再
建

⽀
援

4︓
⽇

常
⽣

活
・住

ま
い

の
再

建
⽀

援

［
様
式
４
］
見
守
り
区
分
・
再
建
支
援
区
分
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
（
4
8
目
）

［
参

考
資

料
］

坂
町

･地
域

⽀
え

合
い

セ
ンタ

ー
の

被
災

者
台

帳
と⽀

援
記

録
様

式
調

査
２

資
料
2-
2
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区
分

中
央
値

50
％
の
⽉
数

被
災
か
ら

12
か
⽉
後

被
災
か
ら

24
か
⽉
後

被
災
か
ら

36
か
⽉
後

⽣
活

再
建

可
能

世
帯

14
か

⽉
34

%
92

%
97

%
住

ま
い

の
再

建
⽀

援
世

帯
17

か
⽉

20
%

80
%

96
%

⽇
常

⽣
活

⽀
援

世
帯

13
か

⽉
35

%
85

%
95

%
⽇

常
⽣

活
・住

ま
い

の
再

建
⽀

援
世

帯
23

か
⽉

15
%

58
%

93
%

02040608010
0

1
3

5
7

9
11

13
15

17
19

21
23

25
27

29
31

33
35

37
39

41

％

被
災

か
らの

⽉
数

DC
M

4象
限

区
分

に
よ

る
⽣

活
再

建
達

成
率

累
積

⽣
活

再
建

可
能

世
帯

住
ま

い
の

再
建

⽀
援

世
帯

⽇
常

⽣
活

⽀
援

世
帯

⽇
常

⽣
活

・住
ま

い
の

再
建

⽀
援

世
帯

生
活
再
建
可
能
世
帯
:
 
1
7
6

住
ま
い
の
再
建
支
援
世
帯
:
 
1
9
1

日
常
生
活
支
援
世
帯
:
 
1
4
4

日
常
生
活
・
住
ま
い
の
再
建
支
援
世
帯
:
 
1
2
3

［
図

表
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
指揮・統制・調整・コミュニケーション(C4)に関する海外の情報収集 

 
   研究分担者  冨尾 淳  （国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部長） 
 
研究要旨： 
 大規模災害時の対策本部（Emergency Operations Center, EOC）の主要機能とされる

指揮・調整機能等について、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応も引き続き注

視しつつ、欧米諸国の現状について文献・資料等をもとに調査を行った。COVID-19 の

パンデミックの経験を通じて、バーチャル EOC の活用など新たな技術の導入も進んでい

ることが明らかになった。一方で、地域のリスクやリソースの評価により本部機能を確立

し、標準作業手順書（SOP）として一連の手順を明確にするという基本的なプロセスを

確実に実施していくことが重要であると考えられた。 
 
 
Ａ．研究目的 
 大規模災害時に組織的な保健医療活動を実

現するにあたっては、活動の指揮・調整等を

担う「本部」の機能が重要であるとされる。

このような「本部」は、一般に Emergency 
Operations Center (EOC)と呼ばれ、主に指

揮（command）、統制（control）、調整

(coordination)、コミュニケーション

（communication）の機能を担う（頭文字

をとって C４と称される）。 
 近年、わが国では厚生労働省大臣官房厚生

科学課長通知「大規模災害時の保健医療活動

に係る体制の整備について」（平成 29 年 7
月 5 日）を受けて、都道府県の保健医療調

整本部の整備が進められている。北海道胆振

東部地震（2018 年）、令和元年東日本台風

（2019 年）等の被災自治体では、実際に保

健医療調整本部が設置・運用され、一定の役

割を果たしてきた。しかし保健医療調整本部

の設置・運用のあり方は自治体ごとに異な

り、今後の体制充実に向けた標準的なモデル

の構築などが求められている。さらに、新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染

拡大は、世界各国の保健医療体制にかつてな

いほどの過大な負荷をもたらし、指揮・調整

機能の見直しも求められている。 
 本研究は、指揮・調整機能について海外の

動向を把握し、わが国の保健医療調整本部等

の体制構築に向けて参考となる知見を整理す

ることを目的として実施した。これまでに収

集した情報をもとに、COVID-19 対応に関

連した新たな取り組みに関する知見もふまえ

て、わが国の保健医療調整本部等と海外の体

制を比較分析し、わが国の保健医療調整本部

等の標準モデルの検討に向けて活用可能な項

目と活用に向けた方策について考察した。 
 
Ｂ．研究方法 
１． 対象 
 調査対象はわが国と社会背景、医療水準が

近い欧米諸国とした。 
２． 方法 
 世界保健機関（WHO）及び米国をはじめ

とする国際機関及び各国政府等の公的機関の

資料、学術文献、ウェブサイト等のレビュ

ー、ウェビナー、オンライン会議等を通じ

て、主に EOC のあり方に関する最新の知見

について情報収集を行った。 
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Ｃ．研究結果 
１．WHO 災害・健康危機管理枠組

（Health Emergency and Disaster Risk 
Management (EDRM) Framework） 
 WHO は、近年、災害・健康危機管理枠組

を提唱し加盟国の災害・健康危機管理対策の

推進を行っている（詳細は別紙１を参照）。

本枠組は、「緊急事態のリスクにさらされて

いる全ての人々に可能な限り高い水準の健康

と福祉を提供し、コミュニティや国のレジリ

エンス、ヘルスセキュリティ、ユニバーサル

ヘルスカバレッジ、持続可能な開発を強化す

ること」というビジョンのもと、「国やコミ

ュニティが、保健医療分野やその他の分野に

おいて、より強力な能力やシステムを持ち、

その結果、あらゆる種類の緊急事態や災害に

伴う健康リスクや影響を低減すること」を目

指すものである。本枠組は下記の要素により

構成される。 
• 政策・戦略・法令：災害・健康危機管理

に関する政府及びその他の関係者の構

造、役割、責任を定義する。災害・健康

危機管理の能力強化のための戦略もこれ

に含まれる。 
• 計画立案と調整：災害・健康危機管理の

計画と運用のための効果的な調整メカニ

ズムを重視する。 
• 人的リソース：すべてのレベルにおける

災害・健康危機管理の能力の範囲内での

人員配置、教育・訓練、及び人員の労働

安全衛生に関する計画など。 
• 財源：災害・健康危機管理活動の実施、

キャパシティ・ディベロップメント、緊

急対応と復旧のための緊急用資金の調達

を支援する。 
• 情報と知識（ナレッジ）のマネジメン

ト：リスクアセスメント、サーベイラン

ス、早期警戒、情報マネジメント、技術

的指針、研究など。 
• リスクコミュニケーション：保健医療や

その他の分野、政府当局、メディア、一

般市民にとって、効果的なコミュニケー

ションが重要であることを理解する。 
• 保健医療インフラとロジスティクス：災

害・健康危機管理を支援するための、安

全で、持続可能で、しっかりと準備され

た保健医療施設、重要なインフラ（水、

電力など）、物流・供給システムに焦点

をあてる。 
• 保健医療及び関連サービス：災害・健康

危機管理のための幅広いヘルスケア・サ

ービスとこれに関連するサービスを理解

する。 
• 災害・健康危機管理のためのコミュニテ

ィ・キャパシティ：地域の保健医療人材

の能力強化と、コミュニティを中心とし

た包括的な計画と行動に焦点を当てる。 
• モニタリングと評価：リスク及び対応能

力のモニタリングや、戦略、関連プログ

ラム及び活動の実施状況の評価など、災

害・健康危機管理の目標達成に向けた進

捗状況をモニタリングするプロセスな

ど。 
 また、同枠組では、あらゆる災害による緊

急事態への対応を管理・調整するために、資

源のある緊急事態対策センター

（Emergency operations center, EOC）

を、明確な標準作業手順書（Standards of 
procedures, SOP）とともに、保健省または

その他の適切な保健当局内に設置すべきであ

るとしている。また、公衆衛生、プレホスピ

タルケア、看護、プライマリーケア、内科・

外科の専門分野、感染管理、サーベイラン

ス、検査サービス、リスクコミュニケーショ

ンなど、さまざまな保健医療分野が緊急事態

への準備と対応に貢献すべきであるとされて

いる。 
 
２．米国における EOC のあり方 
 米国では COVID-19 への対応及び

COVID-19 感染拡大下での災害対応につい

て、連邦緊急事態管理庁（FEMA）が国家

- 73 -



 

インシデントマネジメントシステム

（NIMS）に基づいたいくつかの指針を示し

ている。このうち、National Incident 
Management System Emergency 
Operations Center How-To Quick 
Reference Guide（August 2021）と

COVID-19 Pandemic Operational 
Guidance: All-Hazards Incident Response 
and Recovery（May 2021）の内容を中心に

EOC のあり方について整理した。 
１）EOC の定義と役割 
 EOC は、緊急事態管理（現場活動）を支

援するための情報およびリソースの調整が行

われる物理的または仮想的（バーチャル）な

場として定義される。EOC は、一般に一時

的な施設、または常設のセンターとして設置

される。構造や組織の構成等は管轄レベルや

地域によっても様々だが、EOC には下記の

３つの特徴があるとされる。 
• リソースのニーズと要求の支援（配分と

追跡を含む） 
EOC は管轄区域全体および周辺の管轄

区域に追加的なリソースを要請できる唯

一の組織となる。EOC が直接戦術的な

指示を行う場合もあれば、現場に近い戦

術レベルの指揮者からの要請に基づいて

主にリソースの配分・派遣を行う場合も

ある。すべての EOC において、データ

の分析、不足するリソースの特定、リソ

ースの調達と追跡を通じて、現場スタッ

フに必要な支援の提供が行われる。 
• 計画の調整と現在および将来のニーズの

決定 
EOC は、複数の部門や機関が連携して

活動する場であり、EOC のスタッフ

は、EOC の目的達成に向けて標準的な

計画立案のプロセスを促進する。また、

現在のニーズに対応するとともに、将来

のニーズを予測し、これに向けた対策の

検討が行われる。 
• 調整と政策の方向性の提示 

EOC は、ステイクホルダーの統合を支

援し、上級スタッフと協力して、緊急事

態支援に向けた政策の方向性を提示す

る。EOC スタッフは法律顧問と協力

し、対応と調整のための関連するプロト

コルや手順を承認し、一般市民に対して

タイムリーで正確な情報提供を行う。ま

た、EOC スタッフは、連邦政府や州や

地方を含むあらゆるレベルの行政機関と

の連携を図る。 
２）EOC 設置準備段階のアセスメント 
 EOC の設置準備にあたり、各管轄区域で

は、それぞれの地域特性に応じた事前の評価

を行い、災害等の発生時に EOC が適切に機

能するように検討する必要がある。FEMA
は下記の３つの評価の実施を推奨している。 
① ハザード脆弱性評価 
 EOC は当該地域で起こりうるハザードの

影響に耐えられるように設計される必要があ

るため、ハザード脆弱性評価により、自然、

技術、人為的脅威・ハザードを特定し、その

可能性と潜在的な影響に基づいて順序付けを

行う。 
② レジリエンス分析 
 地域のレジリエンス（被災した場合の回復

力）について、ハザードマップや消防署、医

療機関等、重要インフラの分布、ライフライ

ンや社会経済的特性の状況等を地理情報シス

テム（GIS）を用いて分析・評価する。カウ

ンティ（郡）レベルのレジリエンスについて

は、Community Resilience Indicator 
Analysis (CRIA)によって特定された 20 の

指標が用いられる。また、一連の分析・評価

は、FEMA が作成したレジリエンス分析・

計画ツール（Resilience Analysis and 
Planning Tool (RAPT)）を用いて行われ

る。 
③ 能力評価（Capability Assessment） 
 緊急時に EOC が確実に機能するために

は、事前にその能力を評価し必要な体制整備

を行うことが求められる。能力評価は、当該
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地域のハザードとリスクへの対応の調整を行

う上で EOC が備えておくべき能力

（capability）を、主に下記の項目について

検討するものである。 
a. 省庁間連携（Interagency 

Coordination） 
 NIMS における指揮・調整機能で重要とな

る以下の４つの責務を確実に遂行できるよう

な省庁間の連携体制の構築 
• 現場でリソースを活用するための戦術的

な活動 
• EOC で行われる事案対応支援 

o オペレーションと戦略の調整 
o リソース獲得 
o 情報の収集・分析・共有 

• 政策指針と上級レベルの意思決定 
• メディアや一般市民へのアウトリーチと

コミュニケーションを通じた事案に関す

る情報提供と理解の推進 
b. 多機関連携グループ 
 多機関調整（MAC）グループは、政策グル

ー プ（Policy Groups）とも呼ばれ、一般に

関係機関や組織の幹部、幹部が指名した者等

で構成される。MAC グループは、事案担当

者に政策方針を示すとともに、リソースの優

先順位付けと配分を支援する。連邦、（複数

の州で構成される）地区、州、地方の各行政

レベルにおける MAC グーループ、EOC、

ICS の関係を図１に示す。 
c. 民間セクター 
 民間セクターは、国内の重要なインフラの

多くに関わっているため、FEMA は、民間

セクター（業界団体、アカデミア等）と

NGO を公的セクターと対等で責任のあるパ

ートナーとして位置付けている。民間セクタ

ーと NGO が計画立案・調整に参加すること

で、対応のタイムライン、施設の設置場所、

建物へのアクセスニーズ、輸送ニーズ、移動

等に要するロジスティクス、セキュリティ上

の課題等について、重要な情報を得ることが

可能となる。 
 近年では、国家ビジネス EOC（NBEOC）

と呼ばれる、クリアリングハウスとして機能

するバーチャルな EOC が設置され、公的セ

クターと民間セクター・NGO の関係者の双

方向の情報共有の体制整備が進められてい

る。 

図１ EOC と関係機関との連携体制 
（FEMA. National Incident Management System Emergency Operations Center How-To Quick Reference Guide

（August 2021）をもとに作成） 
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d. EOC スタッフの要件と構造のタイプ 
 EOC スタッフの確保にあたっては、必要と

なる最大限の人員配置をもとに計画する必要

がある。関係機関からリエゾン等で派遣され

るスタッフの人数についても考慮する。人員

配置については、管轄・組織の権限、利用可

能な人員、パートナー及びステイクホルダー

との関係性、EOC の施設と能力、政治的配

慮、発生する事案等の特徴や複雑性、などを

踏まえて検討する。 
 EOC の構造は典型的には、ICS または

ICS に類似した構造、インシデントサポー

トモデルによる構造、部門構造（平時の組織

構造に基づく構造）があり、それぞれにメリ

ット、デメリットがあるため、管轄区域や事

案の状況をふまえて検討する必要がある。ま

た、構造に加えて EOC の対応方式として

も、MAC グループ等、政策レベルの意思決

定による優先事項を重視して対応する方式

（Major management activities 
method）、関係者のリソースを、緊急支援

機能（Emergency Support Functions 
(ESF)）に照らして調整・配分を行う方式

（ESF organizational method）などがあ

る。 
e. EOC 施設支援 
 EOC の計画ではスタッフの能力確保に加え

て、情報技術、保守契約、ケータリング、清

掃サービス、消耗品等のメンテナンスなどの

施設支援、さらには、EOC の準備運営に向

けた財政的支援を得ることも重要である。 
f. 計画と手続き 
 EOC の計画と手続きが、ハザード脆弱性評

価で特定されたリスクとハザードに適切に対

処していること確認する。計画と手続きに

は、EOC のアクティベーション、主要担当

者の周知、24 時間体制の人員配置、業務継

続計画（Continuity of Operations 
(COOP)）の提示、および EOC の撤収（事

後報告（after-action reports）の作成を含

む）、などを含む必要がある。 

g. ライフライン 
EOC は、被災者中心の重要なニーズに焦点

を当てたコミュニティ・ライフライン（安

全・セキュリティ、食料・水・避難所、保健

医療、エネルギー、情報通信、交通、危険

物）を監視・支援する能力を評価する必要が

ある。 
３）EOC の基本デザイン 
① 会議室（Boardroom）型 
EOC の典型的なレイアウトであり、関係機

関の代表者がテーブルを囲み、部屋の正面に

メインディスプレイが配置される。後方にサ

ポートスタッフが座り、壁には別のディスプ

レイが配置されることもある。協働と調整を

重視したレイアウトである。 

 
図２ 会議室（Boardroom）型 EOC 

 
② 管制室（Mission control）型： 
 スタッフが大型ディスプレイに向かい一列

または半円形に座る講義室様レイアウト。技

術レベルに大きく依存しており、スタッフの

コミュニケーションは主にソフトウェアを通

じて行われる。技術的業務に適したレイアウ

トである一方、スタッフ間の協働や交流が制

限される可能性があるため、会議室型の別室

が用意されることもある。 

 
図３ 管制室（Mission control）型 EOC 
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③ 市場（Marketplace）型： 
 スタッフは機能別のグループ（ESF や ICS
ユニット）に配置される。専門家同士の協働

を重視したレイアウトであり、意思決定に向

けてスタッフはグループ間の調整を行う必要

があります（Management by Walking 
Around と呼ばれる）。 

 
図４ 市場（Marketplace）型 EOC 

 

④ 標的（Bull’s-eye）型： 

 会議室型を拡張したレイアウトであり、中

央のメインテーブルに主要リーダーが、その

後方に同心円状に配置されたテーブルにスタ

ッフが座る。キーパーソンの立ち位置が強調

される反面、協働が制限される可能性があ

る。スペースを必要とすることもあり EOC
のレイアウトとしては理想的とはいえない。 

 
図 5 標的（Bull’s-eye）型 EOC 

 

⑤  バーチャル EOC： 

 EOC の物理的なレイアウトを補強するため

の手段である。ウェブベースの技術でバーチ

ャルな EOC を構築することにより、EOC
スタッフは他のグループや関係機関の代表者

を物理的に配置することなく協力することが

できる。バーチャル EOC は、あらゆる物理

的なレイアウトにおいて補助的に使用でき

る。 
 
４）標準業務手順書（SOP） 
 計画プロセスの一環として、リーダーは標

準的な EOC の運営手順を作成し、関係者に

配布する。手順書には EOC のレイアウトと

機能、主要なチームや個人の任務、ディスプ

レイ、メッセージフォーム、その他の運用フ

ォームの使用方法などを記述する必要があ

る。標準的な操作手順は、EOC の運営、組

織、スタッフ配置に関する FEMA のガイダ

ンス（壁の表示、スタッフと個人の機能、メ

ッセージの流れとフォーム、およびその他の

操作手順に関する推奨事項を含む）を参考に

することができる。 
 緊急事態には、EOC の活性化が必要にな

ることがある。EOC 標準作業手順書には、

以下の要素を含む EOC 開設のための簡単な

手順が明示されている。 
① 権限 
 EOC をアクティベートしスタッフを招集

する権限を有する職員（3 名以上）を指定す

る。 
② 首長等の上級責任者 
 あらゆる事案に共通の優先事項、上級責任

者の主な責務、期待される成果、市民向けの

メッセージの例、などを含む上級責任者に求

められる事項を準備する。 
③ アクティベーションの条件 
 EOC をアクティベートする条件を定めて

おく。 
④ 予定されたイベントへの対応 
 突然の事案だけでなく、就任式、パレー

ド、デモ、スポーツイベントなどの予定され

たイベントにおいても、リスクと脅威を勘案

し、EOC を運用できるようにしておく。 
⑤ 連絡手段 
 緊急事態マネジメントチーム全員の通知先

リスト（職場、自宅、その他連絡可能な電話
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番号など。関係機関を含む）を用意してお

く。 
⑥ セットアップ 
 24 時間稼働する施設でない場合は、対策

室（Ops Room）を利用可能な状態にするた

めの解錠、設備等の設置の詳細を定めてお

く。 
⑦ 撤収 
 EOC の撤収は一度に行われることは稀で

あり、段階的に縮小する形で実施されるた

め、この手順を定めておく。また、事後報告

の作成についても定めておく。 
⑧ 年次見直し 
 SOP は毎年見直し、現在の計画、手順、

設備、記録システム、ディスプレイ、通信機

能との整合性を確認しておく必要がある。 
⑨ 起動手順のテストと演習 
 EOC のアクティベーションとセットアッ

プ手順を訓練やトレーニングセッションでテ

ストする必要がある。 
 
Ｄ．考察 
 近年の大規模自然災害や COVID-19 のパ

ンデミックに伴い、EOC の役割と、現場対

応者との関係性、また、国レベル、州・県レ

ベル、市町村等の基礎自治体レベルの EOC
間の連携のあり方の重要性が改めて認識され

ている。WHO が提示する災害・健康危機管

理枠組においても EOC を明確な SOP とと

もに整備することが推奨されており、国、自

治体レベルでの EOC 機能の整備は急務とい

える。 
近年都道府県を中心に整備が進む保健医療福

祉調整本部は、自治体レベルの保健医療福祉

に関わる EOC に相当する組織といえるが、

現状では、準備・運用に関する標準的な指針

は示されていない。今回調査した、米国

FEMA が提示する EOC の指針は、保健医療

福祉領域に特化したものではなく、様々なレ

ベルの自治体における全庁的な EOC を想定

したものだが、基本的な考え方として参考に

すべき点が多く示されている。 
まず、EOC 設置準備としての地域の詳細な

評価の実施が挙げられる。都道府県あるいは

市町村では、主要なハザード・脅威を特定

し、優先すべきハザード・脅威に対する地域

の脆弱性や既存のリソースの把握すること

（ハザード脆弱性評価）が重要である。これ

に基づいて適切な場所に適切な規模の本部を

設置し、必要とされる機能とこれに対応する

十分な人員・設備を準備することになる。 
都道府県の災害対策本部等のより上位の組

織、保健所や市町村等の本部などの現場に近

い組織との関係性や連携体制についても、リ

エゾン体制の検討や組織間の関係図を作成す

るなど事前に準備しておく必要がある。 
民間セクターや NGO との協力体制の構築に

ついても積極的に検討する必要があるだろ

う。災害対策基本法に基づく指定公共機関と

の連携はすでに構築されている自治体も多い

と思われるが、それ以外の機関（NGO や地

域の主要企業、大学等）との連携も視野に入

れることで、保健医療福祉調整本部の機能の

充実につながることが期待される。民間セク

ターにおいても協力体制を通じて事業継続に

つながる情報が得られるなどメリットもある

だろう。 
本部の物理的環境整備も重要である。

FEMA が提示するいくつかの構造モデルや

レイアウト例を参考に、自治体の特性に応じ

た本部スペースをデザインすることで、より

効果的、効率的な本部運営が可能となりう

る。COVID-19 の経験を踏まえ、スタッフ

間の距離の確保、本部スペースの換気の確保

とモニタリングなどについても考慮すべきで

ある。米国ではビジネス EOC として、民間

セクター等が参加する形でのバーチャル

EOC が提唱されており、それ自体、あるい

は既存の物理的 EOC を補完するものとし

て、今後のさらなる活用が期待されている。

バーチャル EOC あるいは様々な形でのウェ
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ブによるリモート接続は、現場指揮所と

EOC、さらには他自治体や国（厚生労働

省）など物理的に集まることが難しい関係者

との連携体制の構築を可能にする。技術的な

可能性とともにセキュリティ上の課題等につ

いても検討し、今後の体制構築に向けた検討

が求められる。 
以上の準備・運営のプロセスについて、

SOP として文書化することも重要である。

その上で SOP を関係者に周知し、実際に使

える状態にしておく必要がある。さらに、定

期的な見直し、訓練、あるいは実際の対応を

通じてブラッシュアップする一連のサイクル

を制度化することで、半ば自動的に保健医療

福祉本部体制の継続的な改善が可能になる。 
 
Ｅ．結論 
 保健医療福祉調整本部の整備推進に資する

本部機能に関する海外の知見の収集を行っ

た。COVID-19 のパンデミックの経験を通

じて、バーチャル EOC の活用など新たな技

術の導入も進んでいることが明らかになっ

た。一方で、地域のリスクやリソースの評価

により本部機能を確立し、SOP として一連

の手順を明確にするという基本的なプロセス

を確実に実施していくことが重要であると考

えられた。 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
分野横断的な情報共有・連携の課題 

 
研究分担者    池田 和功（和歌山県橋本保健所） 
研究協力者  坂東 淳 （徳島県危機管理環境部） 
研究協力者  古川 馨子（静岡県牧之原市健康推進課） 
研究協力者  松本 珠実（大阪市健康局健康推進部） 
研究協力者  浦野 愛 （NPO 法人レスキューストックヤード） 
研究協力者  田村 太郎（ダイバーシティ研究所） 
研究協力者  山本 千恵（兵庫県行政書士会） 
研究協力者  赤松 友梨（浜松医科大学 医学部健康社会医学講座） 
研究協力者  鈴木 伸明 （群馬県社会福祉協議会 群馬県災害福祉支援

ネットワーク事務局/ぐんま DWAT 事務局） 
 
研究要旨： 

保健部局と NPO、ボランティアの連携状況、および、今後連携するにあたっての課題と

要点について明らかにすることを目的とした。 
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）養成研修基礎編において、令和 2 年度から 2

年間にわたり、NPO・ボランティアとの連携について取り上げたこともあり、保健部

局の行政職員から福祉との連携が重要であるということが聞かれるようになってきた。 
 今後、具体的に平時・災害時に連携できるようになることが重要である。連携のポイン

トとして、以下のことが抽出された。①災害時の住民支援は多岐にわたり保健部局だ

けでは対応できない。災害派遣福祉チーム（DWAT）や災害 NPO・ボランティアは専

門的に被災者の生活支援にかかわった経験があり、連携することが有用である。②災

害時に効率よく DWAT や災害 NPO と連携するためには、社会福祉協議会や災害中間

支援組織の役割が重要で、平時から連携の仕組みを構築すること、保健部局もかかわ

ることが重要である。③災害時に DWAT や災害 NPO、中間支援組織と効率的に連携

するには、平時から地元の関係団体との連携が不可欠である。福祉部局や社会福祉協

議会と協力して、地元ボランティア団体との関係づくりをしておくとよい。 
 
Ａ．研究目的 

阪神淡路大震災や東日本大震災など過去の

大規模な災害に自治体等が対応してきたなか

で、関係機関の組織横断的な連携が十分でな

かったという課題が挙げられた。 
2017 年 7 月 5 日に、厚生労働省 5 課局部

長通知「大規模災害時の保健医療活動に係る

体制の整備について」が発出され、保健所は、

保健医療調整本部を通じて派遣された保健医

療活動チームに対し、保健医療活動に係る指

揮又は連絡を行うとともに、当該保健医療活

動チームの避難所等への派遣調整を行うこと

とされた。 
 これを受けて、保健と医療の連携体制は

徐々に構築されつつある。一方で、災害時の

福祉、NPO、ボランティアによる活動体制は

構築途上にあり、保健と福祉の連携について

も十分になされていないのが現状である。 
本研究の目的は、市町村内及び保健所管内・

２次医療圏等における過去の災害時の NPO、

ボランティア活動の現状を調査し、保健部局

と NPO、ボランティアの連携状況、および、
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今後連携するにあたっての課題と要点につい

て明らかにすることである。 
 
Ｂ．研究方法 
１．令和３年度災害時健康危機管理支援チー

ム（DHEAT）養成研修（基礎編）において、

DMAT、DPAT、JVOAD、DHEAT といった

関係機関からのビデオメッセージ（15～20
分）を参加者に視聴してもらい、支援チーム

の特徴や活動内容の理解が深まったか分析し

た。 
２．都道府県における災害福祉支援ネットワ

ークおよび NPO/ボランティア団体について、

事例をもとに保健部局との連携のポイントに

ついて分析した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．令和３年度災害時健康危機管理支援チー

ム（DHEAT）養成研修（基礎編） 
令和3年度、4回にわたって研修を実施し、

全国の保健所、行政職員が延べ 550 人参加し

た。研修の前後で関係機関との連携に関する

アンケート調査を実施した。研修前に比べ研

修後で、「支援組織の活動内容を理解し、受

け入れ態勢を整えることができる」、「関係

機関や外部支援者等との調整に果たす役割が

理解できる」という質問について、十分でき

る、おおむねできると回答したものが増加し

た。ビデオメッセージの閲覧や訓練により関

係機関についての理解が深まるなど効果があ

ったと考えられる。 
 

 

 

 
２．都道府県における災害福祉支援ネットワ

ーク 
（１）目的 

災害時要配慮者対策の目的は、在宅、避

難所等において、要配慮者の生活に必要な

ソーシャルワーカー、介護福祉士、手話通

訳者等の人的資源や、車椅子、障害者用携

帯便器等の物的資源及び福祉サービスを確

保するとともに、社会福祉施設等への緊急

入所や福祉避難所への移動など、より適切

な生活環境や支援に繋ぐことにより、避難

生活による二次被害（災害関連死、心身の

機能の低下等）を防ぐことである。 
 
（２）組織概要 

「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガ

イドライン」（厚生労働省 平成 30 年 5 月 
31 日社援発 0531 第 1 号）」では、下記の

ような方法が提案されている。 
各都道府県は、災害福祉支援ネットワーク

主管部局を定める。主管部局は、直接又は都

道府県 社会福祉協議会等の関係団体との協

定の締結等によりネットワーク事務局を設置

する。事務局は、チームを円滑に組成し、活

動をさせるため、各都道府県の実情に応じて、

①主管部局及び都道府県防災部局、保健医療

部局、②都道府県社会福祉協議会、③社会福

祉施設等関係団体、④福祉職による職能団体、

⑤保健医療関係者及び関係団体、⑥都道府県

民生委員児童委員協議会などを構成員として

選定し、ネットワーク会議を組織する。 
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主管部局は、一定期間、避難所の設置の継

続を要する規模の災害が発生した場合、事務

局と調整し、速やかに本部を立ち上げる。災

害発生時には、福祉専門職によって構成され

た災害派遣福祉チーム（DWAT：Disaster 
Welfare Assistance Team）を編成し、被災

地に派遣する。 

 
（３）災害派遣福祉チーム（DWAT）とは 

災害派遣福祉チーム（DWAT）は、（原則、

福祉避難所を除く）一般避難所に避難する高

齢者や障害者、子供のほか、傷病者といった

災害時要配慮者の福祉ニーズを把握し支援を

提供する、福祉専門職によって構成されたチ

ームである。 
DWAT のチーム員は、日常業務として、高

齢や障害、児童等の各分野において福祉サー

ビスを提供しており、相談支援や介護、保育

といった多様な知識・技術を有している。避

難者の生活ニーズに合わせて多様な領域の専

門性を組み合わせてチームを構成する。 
また、2019 年度には、全国社会福祉協議会

により、DWAT 登録研修の標準プログラムが

全国研修という形で示された。このように

DWAT は全国に広がりつつある。 
 

（４）事例紹介 ぐんま DWAT 
群馬県では、平成 26 年度より県庁、県社

会福祉協議会（以下、社協）、県社会福祉法

人経営者協議会（以下、経営協）を含む 21
の関係団体と協定し、災害時の施設間相互応

援と災害派遣福祉チーム（ぐんま DWAT）と

いう 2 つの機能を持つ群馬県災害福祉支援ネ

ットワーク（以下「災害ＮＷ」という。）を

構築した。災害ＮＷは、災害時要配慮者対策

の一つの仕組みで、社会福祉法人群馬県社会

福祉協議会が事務局となり運営している。 
 
（４）-１ DWAT 派遣要否の検討 
 自都道府県での災害時、ネットワーク本部

は、ネットワーク会議の招集などにより、構

成員との間で収集した情報を共有し、必要に

応じ被災市区町村とも連絡・調整の上、

DWAT 派遣の要否について検討を行う。被災

地の状況確認のため先遣隊を派遣する場合が

ある。 
他都道府県での災害の場合、DWAT の支援

調整は、被災自治体の要請に基づき、厚生労

働省を通じて実施される。また被災地では地

元 DWAT または社会福祉協議会が受援する

体制にあり、そのことが、DWAT の円滑な受

け入れ、連携につながっていると考えられる。 
 
（４）-２ 災害支援の内容 

主な活動としては、福祉避難所等への誘導、

災害時要配慮者へのアセスメント、日常生活

上の支援、相談支援、一般避難所内の環境整

備（災害時要配慮者の良好な生活環境を確保

するため、生活スペースや車いすの通路の確

保、段差の解消、トイレ環境の改善、子ども

のリフレッシュのためのキッズスペースや乳

幼児を抱える母親に対する授乳スペースの設

置等一般避難所内の必要な環境整備を行うこ

と。）、他職種や地域資源との連携による支

援等がある。 
 避難生活者の抱える①保健衛生課題、②介

護･福祉課題、③生活環境課題等を確認しなが

ら、要配慮者を見つけ、より適した支援につ

なぐために、巡回を行う。保健師が「健康相

談票」を使って行う巡回（ラウンド）に同行

し、保健師では対応が難しく、DWAT では専

門領域となる介護･福祉課題を発見し、必要な

支援につなぐ。また、「なんでも相談」を開

設し、避難者の生活の困り事に係る相談を受

け付ける。 
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（４）-３ 他団体との連携 
 避難所内では、多様な専門職種、ボランテ

ィア等の支援者が活動を行っているため、多

職種チームでの要配慮者への対応等について

検討する場づくりを行う。保健･医療･福祉連

携ミーティングや行政を交えたミーティング、

避難所運営者が集まるミーティング等も行わ

れる。行政ミーティングでは物資の供給状況

や炊出し等の情報も伝えられる。 

保健所が保健医療調整会議を主催し、避難

所支援にかかわる保健医療チームの配置を決

めている。避難生活が長期化すると、ボラン

ティアなどによる生活支援型のサポートも必

要になる。多様なボランティアグループと連

携する機会として、JVOAD（全国災害ボラ

ンティア支援団体ネットワーク）が開催する

情報共有会議を活用することも一つの方法で

ある。 
 

（４）-４ 平時の連携 
群馬県の場合、県庁では健康福祉部、支庁

では保健福祉事務所と、保健と福祉の組織が

一体となっており、組織上連携しやすい形に

なっている。さらに、群馬県災害時保健医療

福祉活動指針で保健医療福祉の連携が明確に

示されている。 
ぐんま DWAT は、「群馬県災害時保健医

療福祉活動指針」に基づく災害時保健医療福

祉活動チームの一員として位置づけられ、保

健医療分野と福祉の連携を平時から行ってい

る 
＊群馬県災害時保健医療福祉活動指針 

群馬県では、平成 30 年度 3 月に群馬県災

害時保健医療福祉活動指針が策定された。災

害時の保健医療福祉活動の内容、受援体制の

整備を含めた健康福祉部各組織の役割・業務

及び組織体制並びに平時の準備等を定めるこ

とにより、関係機関における理解の促進と認

識の共有を図ることを目的としている。 
 
 DWAT は、始まって間がない組織で、まだ

多くの都道府県ではこれから DWAT を組織

するという段階である。ぐんま DWAT のよ

うな組織が全国で育成され、災害時の保健医

療福祉の連携が強化されることが期待される。 
 
参考文献 
・平成 30 年 5 月 31 日 社援発 0531 第１号 厚

生労働省 社会・援護局長 
災害時の福祉支援体制の整備について  
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「災害時の福祉支援体制の整備に向け

たガイドライン」 
 
（５）保健部局との更なる連携に向けて 

災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイ

ドラインが発出され、災害福祉支援ネットワ

ークが続々と立ち上がり、今では 9 割近くの

都道府県でネットワークが形成されている。

保健部局との更なる連携に向けて必要なこと

として、 
①平時に県庁の保健部局と福祉部局が協議し、

保健チームと DWAT が連動した活動の取

り決めをし、地域防災計画への記載や災害

時保健医療福祉活動指針の作成をする。 
②2 次医療圏レベルで DWAT と保健所、市町

村、市町村社協が会議や研修を通じて連携

を深める。 
③災害時は保健医療チームが DWAT につい

て知っていると円滑に連携できるので、知

名度を上げることが重要である。DWAT が

知られていなかったら、まず、DWAT は何

ができるかを伝えることから始める。併せ

て市町村とも連絡を取り、保健と福祉が連

携して活動することを提案する。 
 
３．NPO/ボランティア団体などとの連携 

（１）NPO・ボランティア団体の特徴 
NPO（非営利団体）とボランティアは、い

ずれも社会貢献活動を行う。両者重なるとこ

ろも多いが、災害支援における NPO はノウ

ハウを持った専門集団、ボランティアは善意

で集まる個人という特徴がある。 
 

（２）ボランティア・NPO の災害支援活動体

系 
ボランティア・NPO が被災地に入るルート

としては、主に２つある。一つは、地元社会

福祉協議会が立ち上げる災害ボランティアセ

ンターを通じて個人ボランティアが活動する

場合。もう一つは、NPO などの団体が、地元

の支援団体で構成する、いわゆる中間支援組

織を通じて活動する場合がある。また、専門

性のある NPO では個別に行政と連携するこ

ともあるようである。災害ボランティアセン

ターや地元中間支援組織が、市役所・役場や

都道府県庁と連携する形で活動調整される。

したがって、平時から地元ボランティアや

NPO と連携し、災害時には中間支援組織連携

会議を開催して連携調整できる体制を整えて

おくことがポイントとなる。 

 
災害中間支援組織には、全国と地域のネッ

トワークがある。全国ネットワークの代表例

としては JVOAD（全国災害ボランティア支

援団体ネットワーク）があり、その活動指針

は、「支援者の力を最大限に活かすため、多

様な担い手とともに全国ネットワークを築き

ます。災害時には、支援の「もれ・むら」を

なくすため、被災した地域をサポートし、災

害時の連携・コーディネーションを行います。

円滑かつ効果的な支援をするため、コミュニ

ケーションの場を作ります。災害に備え、多

様な担い手とともに啓発・理解促進、政策提

言などを行います。」となっている。 
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地域ネットワークとしては KVOAD（くま

もと災害ボランティア団体ネットワーク）な

ど様々なものがある。ネットワークの機能と

して、災害時には、「被災者、住民、地域ニ

ーズの全体像の把握」、「支援活動のコーデ

ィネーション」、「復旧・復興に向けた支援

策の提言」が、平時には、「ネットワークの

形成による連携強化と情報の共有・発信」、

「ストックヤード（防災倉庫）の情報共有」、

「被災者支援および調整を行う人材育成」が

ある（KVOAD の HP より）。 
 被災地で保健医療チームとの接点としては、

避難所活動などで個々の NPO/ボランティア

と出会い、どちらからか声をかけて知り合い

になることがある。こういったことをきっか

けに連携して活動することもある。中間支援

組織や地元社会福祉協議会など NPO/ボラン

ティアの取りまとめ組織があれば、そちらを

通じて連携したほうが効率的、効果的な連携

ができる。 
 
（３）災害支援の内容 

NPO・ボランティアは発災から復興期に至

るまで、時期に合わせた様々な活動をしてお

り、被災地での主な活動は下記のようになる。 
①炊き出し・食事 
②避難所の生活環境（多目的スペースの確保、

段差解消など） 
③がれき撤去や家屋の清掃 
④物資配布・輸送（倉庫の設置など） 
⑤医療・レスキュー 
⑥障がい者・高齢者などの要配慮者支援（段

ボールベッド設置、相談、介護など） 
⑦子どもや子育て世代への支援（プレイルー

ム設置、あそびなど） 
⑧外国人等のマイノリティ支援 
⑨ペットの支援 
⑩仮設住宅支援（見守り、生活必需品提供な

ど） 

⑪地域づくり・コミュニティー活動（仮設住

宅サロンなど） 
⑫ボランティア派遣・ボランティアセンター

支援 
⑬団体間のコーディネート 
⑭調査・アセスメント 
 

平時には、防災・減災の活動を行っている。

事前の安全対策や地域で助け合える関係づく

りのため、災害ボランティア養成講座の開催

や、人材の発掘と育成を行っている。避難訓

練では、身体を動かす実践的な訓練を行い、

防災を切り口としてお互いに助け合える仕組

みづくりをしている。 
 
（４）保健部局との更なる連携に向けて 

保健部局（県庁保健部局や保健所等）との

連携に向けて必要なこととして、 
①平時から保健部局は地元ボランティアや

NPO と連携し、災害時には中間支援組織と

連携調整できる体制を整えておく。 
②NPO や中間支援組織とは、行政の防災部局

がつながっていることが多く、保健福祉部

局との連携が必要である。また、行政のど

の部局が（防災部局？保健福祉部局？市民

協同部局？）が中間支援組織を所管するか

決めておく。 
③被災地では、現状 NPO の活動が知られて

いない、理解されないことがある。また平

時から NPO は DWAT や DHEAT など保

健福祉チームとも接点が少ない。そのため、

NPO の活動について知ってもらい知名度

を高めることが大切。 
 
Ｄ．考察 

令和 2 年度から 2 年にわたり DHEAT 基礎

編研修で NPO・ボランティアとの連携につ

いて取り上げたこともあり、保健部局の行

政職員から福祉との連携が重要であるとい

うことが聞かれるようになってきた。 
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 次は具体的に平時・災害時に連携できるよ

うになることが重要である。連携のポイント

として、以下のことが抽出された。①災害

時の住民支援は多岐にわたり保健部局だけ

では対応できない。DWAT や災害 NPO・

ボランティアは専門的に被災者の生活支援

にかかわった経験があり、連携することが

有用である。②災害時に効率よく DWAT
や災害 NPO と連携するためには、社会福

祉協議会や災害中間支援組織の役割が重要

で、平時からこの仕組みを構築すること、

保健部局もかかわることが重要である。③

災害時に DWAT や災害 NPO、中間支援組

織と効率的に連携するには、平時から地元

の関係団体との連携が不可欠である。福祉

部局や社会福祉協議会と協力して、地元ボ

ランティア団体との関係づくりをしておく

必要がある。 
 
Ｅ．結論 

DHEAT 基礎編研修を実施し、全国の保健

部局の行政職員が NPO／ボランティアの特

徴や連携方法について理解を深めた。 

災害福祉支援ネットワーク、NPO／ボラン

ティアの特徴を明らかにし、災害時に保健部

局等と連携する方法についてポイントをまと

めた。 
 
Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  

分担研究報告書  
 

自治体職員の過重労働・メンタルヘルス対策 
 
研究分担者  相馬幸恵（新潟県三条地域振興局健康福祉環境部(三条保健所)地域保健課長） 

研究協力者 奥田博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部 上席主任研究官） 

川田敦子（静岡県健康福祉部健康局国民健康保険課 参事） 

佐々木亮平（岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育学分野 助教）

山崎初美（神戸市健康局担当局長（保健企画担当）） 

 
研究要旨： 

 大規模災害時における職員の健康管理は各地で行われてきた。一方で、新型コロナウイ

ルス感染症対応業務が長期化する中、職員の心身の不調が多く発生している現状があり、

過重労働・メンタルヘルス対策が重要な課題となっている。その対策として「業務マネジ

メント」と「メンタルヘルスケア」の２つの柱に整理し、両輪で進めることが重要であり、

各職場では所属長等をリーダーとし組織としての具体的な取組を進めていくことが必要で

ある。新型コロナウイルス感染症対応の収束が見えない中、今後も職場において各地の取

組事例を参考にし創意工夫しながら対応業務を進めていけるよう、取組の発信、共有化を

していくことも必要である。 

 

 

Ａ．研究目的 

 災害時における組織対応の共通原則、CSCA

のひとつである Safety は、安全の確保であ

り、３つの S（Self、Scene、Survivor）があ

るとされている。 Self は、被災者、職員自

身の安全であり、災害発生直後からのフェイ

ズが進む中、安全を確保し日常生活をおくる

ことができるよう支援していく必要がある。 

特に被災地の行政職員においては、災害発

災時からの避難所の設置・運営、応援職員の

受け入れ、他関係機関との連絡調整等の過重

な災害対応業務に従事し、心身に大きな負担

が生じ職員のメンタルヘルス不調も課題とな

り、対策も進められているところである。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大時

対応については、全国規模で長期間に渡る点

など災害レベル以上とされ、県庁本部や保健

所においても電話対応、疫学調査、患者搬送、

関係機関との調整など、終わりがみえず見通

しのつかない連日のコロナ対応、併せて自分

自身の行動制限や家庭への配慮等々の様々な

ストレスにより、うつ状態、無気力、もえつ

き症候群、管理職のバーンアウト、身体症状

の出現などがみられ、心身面に多大な影響が

生じている現状がある。各職場においては、

セルフチェックや相談窓口等のメンタルヘル

ス対策をはじめ、応援・派遣職員の確保や業

務改善、休暇の確保など様々な取組を行い対

応している状況がある。 

自治体職員、特に保健師等の専門職について

は、支援者側の立場であり住民への責任感の

強さ等も相まって、自身の健康管理は後回し

になってしまう現状もみられる。災害時、保

健医療調整本部におけるマネジメント体制を

構築していくためにも、職員の健康管理支援

は重要な柱である。 

ついては、保健師をはじめとする自治体職

員の過重労働・メンタルヘルス対策について、
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その現状と対応策について明らかにし、今後

の自治体職員の必要な健康管理・支援対策の

検討の一助とする。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）新型コロナウイルス感染症に対応する

職員のメンタルヘルスの現状とその対応策に

ついて、研究分担班メンバーの自治体の現状

を把握し整理するとともに、自然災害との違

いについても整理した。 

（２）新型コロナウイルス感染症等対応にお

ける自治体職員のメンタルヘルス対策・過重

労働対策について、積極的な取り組みを行っ

ている自治体の関係者等を招聘して、オンラ

インによる意見交換会を実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）新型コロナウイルス感染症対応する職

員のメンタルヘルスの現状と対応策について

は、別紙１のとおりに整理した。  

ストレスの要因について、①健康危機の発

生に伴う業務上の課題を要因とするストレス、 

②支援者個人に対する外的ストレス、③住民

や団体、マスコミ等の批判的意見や世論によ

るストレスに分類した。各要因の主なストレ

スの現状については、①健康危機の発生に伴

う業務上の課題を要因とするストレスについ

ては、「医療資源・医療体制の確保困難によ

るもの」「行政の業務体制によるもの」「過

重な業務量によるもの」、②支援者個人に対

する外的ストレスについては、「他者（患者

や住民）からの批判や要求に対するもの」「自

己が抱く不安や苦痛によるもの」、③住民や

団体、マスコミ等の批判的意見や世論による

ストレスについては、「マスコミ・SNS 等に

よるもの」「住民や団体によるもの」に整理

した。さらにその後の検討で、長時間労働に

よる心身へのストレス、必要な対応が十分に

できないストレス、批判や苦情のストレスに

も分類された。 

 また、その対応策については、①職場内の

業務体制の整備、②外部からの応援協力体制、

③関係機関による支援協力体制の構築、④積

極的広報、⑤従事者のためのマニュアル整備、

⑥職場内の話しやすい場の整備、⑦メンタル

ヘルスチェックによる不調の早期発見、⑧ク

レーム対応の体制などに整理した。 

 大規模自然災害と新型コロナウイルス感染

症対応の違いについては、①フェイズの変化

の違い、②業務量・業務内容の変化の予測が

不可能、③他機関や他自治体からの専門職応

援の制限、④行政機関（公務員）としての役

割や責任の違い、⑤（自らが被災者としての）

行動制限、⑥実施主体の違い、⑦住民（民間

団体）の協力が得にくい点等の論点で整理が

行われた。 

（２）新型コロナウイルス感染症等対応にお

ける自治体職員のメンタルヘルス対策・過重

労働対策に係る意見交換会を、別紙２に基づ

き実施した。 

 参加の自治体（埼玉県狭山保健所（統括保

健師の立場）、群馬県利根沼田／吾妻保健福

祉事務所（保健所長の立場）、大阪市（職員

厚生部署の立場）、神戸市(統括保健師の立場）

と、関係団体（全国保健師長会）からの各所

属における現状と取組報告を共有した。その

報告やそれを一般化した実施しうる取組から、

抽出された対策のポイントについて「業務マ

ネジメント」と「メンタルヘルスケア」の柱

で整理をした。（別紙３） 

 「業務マネジメント」については、①全庁

体制による業務の分担化・効率化（保健部署

以外の部署も含めた全庁体制、「１人２役に

より複数人でカバーできる体制等」）、②組

織体制及びリーダーの明確化、③職員間の情

報共有（定期的なミーティング、ホワイトボ

ード等を活用した情報や業務の可視化、業務

マニュアルの作成・更新等）、④職員の意識

醸成（全所ワンチームで行う風土づくり等）、

⑤積極的な情報発信・広報（住民の理解を得

るための発信など）、⑥クレーム対応体制（対
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応方針の作成、窓口の一元化等）、⑦受援体

制（市町村と応援に係る協定書の締結、併任

辞令の発令等）、⑧研修の実施・強化、⑨労

働環境の整備（ヘッドセットの活用等）、⑩

労務管理（ワークライフバランスの配慮、休

暇等の確保等）と整理した。また、「メンタ

ルヘルスケア」については、①セルフケア（休

養の確保、メンタルヘルスチェックの実施等）、

②相互支援（定期的なコミュニケーション等）、

③組織的対応（職制のラインによるケア、メ

ンタルヘルスに関する情報発信等）、④専門

職による支援（相談窓口の設置等）と整理し、

その他として、職員の家族への支援（職員の

仕事の理解、家族の負担へのねぎらい等）も

あげられた。各保健所において、業務マネジ

メントとメンタルヘルスケアの両輪で進める

ことが重要であるとの認識であった。 

（３）研究班ホームページでの情報発信 

当研究分担班が実施した意見交換会での取

組事例について、令和４年３月 24 日厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策推進本部主

催の「自治体における過重労働・メンタルヘ

ルス対策に関する取組事例等説明会」におい

て紹介された。取組事例については、厚生労

働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対

策総合研究事業）「災害発生時の分野横断的

かつ長期的マネジメント体制構築に資する研

究」研究班の「災害時の対応体制研究班」ホ

ームページへ掲載した。 

災害時の対応体制研究班：

http://dheat.umin.jp/ 

 

Ｄ．考察 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が

発生し、２年が経過したところである。各職

場においては、感染症発生当初から、日々の

様々な業務や課題に対応すべく、悩みながら

も検討し組織的に体制づくりを進めてきたと

ころである。職員の過重労働やメンタルヘル

スの現状や取組について、分担班内で検討し、

意見交換会での報告を受け、解決しにくい課

題であると再認識したものの、改めて各職場

での努力や取組状況を知り、共有や情報発信

することの重要性を再認識することができた。 

また、新型コロナウイルス感染症対応を行

う職員の過重労働・メンタルヘルス対策につ

いては、業務マネジメントとメンタルヘルス

ケアの２つの柱を両輪で進めることが重要で

あり、各職場において創意工夫をしながら所

属長をトップとした組織体制の中で、具体的

な取組の推進が求められる。 

新型コロナウイルス感染症対応は、変異株

等による感染拡大の繰り返しにより収束が見

えないため、業務量・業務内容の変化の予測

が不可能であること、専門職の応援が限られ

ており、事務職も含めた対応体制の構築及び

継続が困難であること、また住民を始め関係

団体における感染症の理解が不十分な面もあ

り、行政への不満や要求等も多い等、大規模

災害時の対応との違いもあり、より鮮明に職

員の過重労働、メンタルヘルスへの影響が大

きくみられたと考えられる。今なお、その状

況は継続されており、長期的に過重労働対策

及びメンタルヘルス対策を強化し進めていく

必要がある。一方で、これらの対策は、大規

模災害時の対応においても同様の側面があり、

業務マネジメントやメンタルヘルス対策は重

要な対策としてより明確化され、今後、大規

模災害時における保健医療福祉調整本部等に

おける組織対応の原則として、発災早期から

活かすことができるものと考える。 

 

Ｅ．結論 

 災害レベルの対応が求められている新型コ

ロナウイルス感染症対応を行う職員の過重労

働・メンタルヘルス対策については、対応業

務が逼迫、長期化する中、「業務マネジメン

ト」と「メンタルヘルスケア」の２つの柱を

両輪で進めることが重要であり、各職場で組

織として具体的に取り組んでいくことが必要

である。また各地における取組事例を参考に
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するため、共有化できるよう事例の収集及び

発信していくことも必要である。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
1）相馬幸恵、尾島俊之、奥田博子、佐々木亮

平．避難所支援従事者による情報把握と効果

的支援のための避難所日報の検討．第 80 回日

本公衆衛生学会総会，東京，2021 年 12 月 21
～23 日．（別紙４） 
2）佐々木亮平、相馬幸恵、尾島俊之、奥田博

子．大規模災害時における在宅等避難者（災

害時要配慮者）の情報把握・支援方法の検討．

第 80 回日本公衆衛生学会総会，東京，2021
年 12 月 21～23 日．（別紙５） 

 
３．その他 
1）厚生労働省広報誌『厚生労働』5 月号 
「講演会レポート」コロナ対応における自治

体職員の過重労働・メンタルヘルス対策～大

阪市・埼玉県・群馬県の事例に学ぶ～ 
（別紙６） 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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新型コロナウイルス感染症対応する職員のメンタルヘルスの現状とその対応策 別紙１

ストレスの要因種別 ストレスの現状 対応策

○医療資源・医療体制の確保困難によるもの

・病床等の医療提供の上限を超え、医療が必要な患者を必要時に受診（入院）させることが出来なかった。
・自宅療養者の医療の確保が難しかった
・訴えや不安のある患者について自宅療養の継続を指示することしかできなかった。
・相談相手がおらず医療機関の対応も困難な夜間に、体調不良者に明日の受診まで待つように伝えざるを得なかった。本当
に大丈夫なのかと念を押されたが、在宅で療養してもらわざるを得なかった。
・医療ひっ迫時、医療機関が患者を選ぶ状況が増えた。特に支援者の感染対策に高度なテクニックを要する要介護（高齢
者・障害児者・乳幼児学童）の受け入れが難しかった。
・医療ひっ迫時、保健所の入院調整の段階で、リスクが高い方にはDNRをとらなければ受け入れてくれない医療機関が多発
し、患者へ電話でその行為を行わなければならなかった
・在宅療養者へ訪問看護や介護サービス等のサービスを継続して導入できなくなった
・医療機関で院内感染によるクラスターが発生し、職員も感染したり自宅待機になりマンパワーがない中、患者を他病院へ
転院させ、当該医療機関の負担軽減を図るべきところであったが、転院させることができず申し訳なかった
・コロナ対策が始まって長い間、多くの医療機関（病院や診療所）において、かかりつけの患者であっても発熱患者や呼吸
器症状のある病院を診療してくれなかった
・コロナ陽性判明したとたん、夜中であっても患者をすぐに転院させるよう行政に丸投げしてくる医療機関が多数あった
・当初、PPEがない中であっても、医療機関へ患者受け入れを要請せざるを得なかった
・クラスターの発生した医療機関における職員のメンタルフォローが不十分だった。感染した職員が宿泊療養施設に入所し
た場合や病院訪問した際、深く傷ついていることがわかった。行政としても相談支援体制の構築が必要だった。
○行政の業務体制によるもの

・患者から「保健所からの電話がなかなか来なくて不安だった」「保健所の対応が遅い」と責められたりして患者を不安に
させてしまったことを申し訳なく思った。
・自力でPCR検査に行けない対象者の移動支援や自宅検査の調整等の負担が増大した
・PCR検査を希望する接触者が多く、検査対象者の範囲の判断が難しかった
・自宅療養者が一人暮らし等で買い物に行けない時の生活支援の調整の負担が増大した
・ハーシス入力の負担及び活用状況の不透明感があった
・非常勤職員（応援職員）の業務の限界（内部データベースの利用権限などの課題）があった
・緊急案件に対する24時間体制について保健師一人あたりの従事の負担が増大した
・コロナ以外の感染症対応等の通常業務も行わなければならず、負担が増大した
・新型インフルエンザ等感染症行動計画に基づく対応ができなかった。特に感染拡大期の積極的疫学調査の中止など国全体
でその方向性が示されなかった。
・残業が多く、育児、介護、その他保健師のプライベートへの影響が長く続いている
・死亡に至った事例に対応したことによる精神的負担
・在宅死亡患者のエンゼルケア、及び納体袋へのお納めや納棺を行ったことによる精神的負担
・本来必要でない検査（単なる感染不安、自費で行うべき検査）を、行政が積極的にすすめざるをえなくなったこと
・一部の事務職員の応援体制はとってもらったが、自治体全体の対応になっておらず、保健師や保健所職員だけで対応して
いる状況があること（どこまでも応援の意識が強い人がいる為、お礼を伝えながら業務にあたる状況が続いている）
・災害モードで対応しているが、一方で平常の保健業務や虐待などの緊急対応もしないといけない体制であること
・担当者や係長などの負担軽減のため、課長級にしわ寄せがくる体制（夜中の対応など）、その現状で月200時間以上超過
勤務をしても超過勤務手当がつかない状況
・時間外に保健所医師に連絡がつかない（保健所医師が少なすぎる）
○過重な業務量によるもの

・新規陽性者が急増し、発生届受理から24時間以内に連絡をすることが出来なかった
・保健所業務量が増大したため、患者の健康観察をを優先し、感染拡大防止のための積極的疫学調査を縮小するなど業務を
整理せざるを得なかった。
・有症状者からの「受診を断られた」「どこに受診すればいいか」という相談が殺到した
・患者が自宅で死亡した際、保健師がご遺体を納体袋へおさめ、納棺まで行った
・患者発生数の急増に比例した、療養終了後の公的証明や公費負担事務の業務量が集中した
○他者（患者や住民）からの批判や要求に対するもの

・受診や検査が困難な状況を、電話対応した支援者が個人的な能力不足を責められた。
・対応が難しいという説明に対し「感染が広がってもよいのか」と恫喝された。
・要望を聞いてくれないと支援者の個人名をSNSに晒すと言われた。
・要求が思い通りにならないと「電話対応は録音してネットに公表する」と言われた。
・患者の遠隔地別居家族から保健所の支援の範囲を超えたサービスを強く要求された
・濃厚接触者から「仕事に行けなく破産したら責任とれ」と何度も電話で怒鳴られた
・保健所へ応援職員を送り込んでいる元職場職員からの不満の声（応援職員不在中の業務負担）
・患者の情報をもっと公表するように市民や行政の広報担当から責められた（感染拡大防止に不要な情報まで）
○自己が抱く不安や苦痛によるもの

・相談対応をしていた患者が急変した。
・自分の対応がこれでよかったのか、悪化するかもしれないという不安が常にあった
・育児のための短時間勤務であるが、他職員が遅くまで残業している中帰れなかった。家族の負担が増えた。(家族に気を遣
われるのが辛く感じた)
・持病のための通院する時間がとれない。内服が先延ばしになってしまった。
・病床が逼迫する中、入院させる患者の優先順位をつけて行ったが、人の命を左右する判断を行う負担
・いつまで続くのか先の見通しを持てず、常に追い詰められていた。
○マスコミ・SNS等によるもの

・第○波がなぜ防げなかったのかという報道を繰り返し聞いていると、保健所の感染拡大防止の機能が不十分と常に責めら
れるような感覚になった。
・報道や広報、電車内の案内等でコロナと聞くと、一般的な感染予防を訴える内容であっても保健所の対応を責められてい
るような気になることがあった。
・マスコミの取材を受けたが、意図しない記事になった。
・まだよくわからないことを、不安を煽り立てるかのように、報道を繰り返す
・ワイドショーも含め、個人的な意見や根拠のない意見をのべ、行政が悪いかのように発言する

○住民や団体によるもの

・保健所の対応に関するマスコミの情報をそのまま、苦情として「対応が後手後手でもっと早く対応すべき」という住民か
らの行政批判の電話が負担だった。
・死亡した患者の葬儀について葬儀組合と調整したが、いくら説明をしても理解しようとせず、感染の不安、気持ちの問題
で、直接斎場へ行く以外、お通夜やお葬式はしませんといわれた
・公表された情報以外の患者の氏名や住所を教えてほしい、自分の近くで発生してるといると不安だという問い合わせへの
対応。「私が感染したらあなたの責任だ」と長時間の対応を強いられた。

健康危機の発生に伴う業務上の課
題を要因とするストレス

※需要に応じた支援の提供体制が
整っていない等行政上（業務上）
の課題がある場合など
※組織に対する要求が大きい場合

１ 職場内の業務体制の整備

・職場全庁体制による業務の役割分担とみえる化
・任用職員等にもパソコン、パスワード付与等業務環境の整備
・業務の効率化に向けた振り返り、定期的ミーティングの実施
・職員の相談体制の強化
・厳密な業務管理（休暇の強制取得や定時退庁日を確保)
２ 外部からの応援協力体制

・管内市町村、管外保健所、本庁等からの応援
・応援者の活用のため事前に業務を整理、方針を共有
３ 関係機関による支援協力体制の構築

・地域の医療機関、医師会の協力体制の構築
・発熱外来、検査実施可能機関の拡大
・現状説明や意見交換会の実施（医療機関、施設、市町村など）
４ 積極的広報（現状の住民理解を得るための機会の提供）
・自治体の方針をホームパージ等で詳しく掲載することで、患者が
自分が置かれている状況を理解し、不安を軽減できる。
５ 従事者のためのマニュアル整備

・所属における業務マニュアル
・全国（他自治体）からの応援者の理解をすすめる全国共通の活動
マニュアル

支援者個人に対する外的ストレス

※支援者個人の対応に対する批判
や能力を超える支援要求
※支援者の私的な行動への影響
（育児や介護など）

１ 話しやすい場の整備

・同様の体験をした支援者同士の話し合い
・愚痴が言える環境
・これは止めよう、答えられない、できないことはできない等割り
切ることを対応者全員で共有する
２ メンタルヘルスチェックによる不調の早期発見

・ストレスマネジメントの実施
３ 個人のレジリエンス能力の向上

・能力に応じた配置換え
４ 積極的広報

・自治体の方針を広報することで、個人への攻撃の矛先を組織へ変
えることが可能

住民や団体、マスコミ等の批判的
意見や世論によるストレス

※行政（保健所）の対応不足や保
健師等支援者に関する繰り返され
るマスコミ報道（特定の個人や組
織に対するものは除く）

１ クレーム対応の体制

・最初の電話対応者を年齢的にも経験豊富な職員が対応し担当職員
に取り継ぐ。意見やクレームについては当該職員がそのまま対応。
・電話相談対応の指針の作成
・クレームに対する対応方針の決定（調査優先なので切り上げると
伝え、ある程度の時間が経過したら切るなど）
２ 職場内の環境整備

・同様の体験をした支援者同士の話し合い
・愚痴が言える環境
・定期的支援者同士の話し合い
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自
然
災
害
と
の
違
い

ス
ト
レ
ス
の
状
況

対
応
策
・
今
後
強
化
す
べ
き
点

①
 フ

ェ
ー

ズ
の

変
化

・
災
害
発
生
直
後
の
初
動
体
制
の
確
立
（
フ
ェ
ー
ズ
0）

か
ら
復
興
支
援
期

（
フ
エ
ー
ズ
5）

に
向
け
た
一
方
通
行
の
変
化

・
被
災
者
の
身
の
回
り
の
支
援
ニ
ー
ズ
は
フ
ェ
ー
ズ
に
よ
り
変
化
し
、
全
般
的

に
は
災
害
復
旧
に
伴
い
減
少
し
て
い
く
傾
向
で
あ
る
。
（
復
興
に
係
る
街
づ
く

り
な
ど
の
大
き
な
ニ
ー
ズ
は
維
持
す
る
）

・
収
束
に
向
か
っ
て
行
く
自
然
災
害
と
比
べ
て
、
感
染
状
況
に
よ
り
感
染
拡
大

の
フ
ェ
ー
ズ
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
新
た
な
ニ
ー
ズ
が
現
れ
収
束
へ
の

予
測
が
た
て
に
く
い
。

・
フ
ェ
ー
ズ
の
変
化
が
予
測
で
き
ず
心
理
的
負
担
は
大
き
い
ま
ま

継
続
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
保
て
な
い

・
い
つ
ま
で
続
く
の
か
わ
か
ら
な
い
（
終
わ
り
の
見
え
な
い
）
現

状
に
対
す
る
不
安
・
負
担
感

②
 業

務
量

・
業

務
内

容
の

変
化

の
予

測

・
フ
ェ
ー
ズ
の
変
化
に
よ
っ
て
業
務
内
容
や
業
務
量
は
あ
る
程
度
予
測
が
た

つ
。
一
般
的
に
は
復
興
に
向
け
て
い
く
た
め
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
や
頑
張

り
が
可
能
。

・
支
援
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
応
じ
た
量
と
種
別
の
専
門
職
（
チ
ー
ム
）
が
投
入
さ

れ
る
。

・
感
染
の
波
（
支
援
ニ
ー
ズ
の
増
減
）
が
予
測
し
ず
ら
く
、
業
務
量
の
急
増
に

対
応
が
困
難
。

・
感
染
症
法
等
に
沿
っ
た
行
政
事
務
（
就
業
制
限
通
知
、
公
費
負
担
事
務
、
療

養
証
明
な
ど
）
は
後
回
し
に
は
で
き
ず
、
個
別
対
応
と
同
時
並
行
で
業
務
量
が

増
大
す
る
。

・
急
な
業
務
量
の
増
大
、
継
続
す
る
膨
大
な
業
務
量
へ
の
対
応
へ

の
心
身
の
疲
労
が
大
き
い

・
や
る
べ
き
業
務
が
全
う
で
き
な
い
（
要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
）

不
完
全
感
・
無
力
感

③
 他

機
関

や
他

自
治

体
か

ら
の

専
門

職
応

援

・
被
災
地
以
外
の
自
体
体
か
ら
全
国
的
な
応
援
体
制
が
あ
る
（
保
健
師
等
）

・
過
去
の
経
験
を
も
と
に
、
職
種
別
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
受
援
側
・
応

援
側
い
ず
れ
も
理
解
が
進
ん
で
い
る
。
（
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
て
い

る
）

・
応
援
者
に
避
難
所
支
援
等
の
現
場
を
任
せ
る
こ
と
が
可
能

・
災
害
直
後
か
ら
中
長
期
に
渡
り
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
応
援
者
の
対
応
可
能

時
期
か
ら
で
も
支
援
が
有
効
で
あ
る
。
（
い
つ
の
時
点
で
も
応
援
が
あ
れ
ば
助

か
る
）

・
全
国
的
な
感
染
拡
大
の
中
で
は
、
他
の
都
道
府
県
の
応
援
は
得
ら
れ
に
く

い
。
県
内
、
自
治
体
内
、
所
属
内
で
の
限
ら
れ
た
職
種
・
人
員
で
対
応
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
は
、
専
門
職
個
人
で
も
行
政
単
位
で
も

経
験
が
無
く
、
受
援
体
制
の
整
備
と
支
援
者
教
育
が
必
要
。

・
応
援
者
は
疫
学
調
査
・
相
談
対
応
な
ど
の
業
務
に
就
く
が
、
業
務
の
隙
間
に

あ
る
調
整
作
業
な
ど
を
任
せ
る
の
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
発
生
が
収
ま
り
調

査
や
相
談
の
業
務
量
が
少
な
く
な
る
と
活
用
が
し
に
く
い
。

・
対
策
が
医
療
資
源
な
ど
多
く
の
社
会
環
境
に
よ
る
影
響
が
災
害
よ
り
大
き
い

為
、
応
援
者
の
経
験
に
基
づ
く
考
え
が
合
致
し
に
く
い
こ
と
も
多
い
。

・
感
染
拡
大
と
収
束
の
変
化
が
急
で
あ
り
、
応
援
要
請
か
ら
開
始

ま
で
時
間
を
要
す
る
と
適
時
の
応
援
が
得
ら
れ
な
い
。
応
援
者
が

来
る
ま
で
の
間
、
限
ら
れ
た
パ
ン
パ
ワ
ー
で
急
場
を
凌
ぐ
し
か
な

い
。

・
応
援
者
（
非
常
勤
職
員
）
に
任
せ
ら
れ
る
業
務
に
制
限
が
あ

り
、
調
整
業
務
等
の
責
任
は
軽
減
し
な
い
。

・
応
援
者
へ
の
説
明
の
負
担

・
現
場
で
即
戦
力
と
な
る
DH

EA
T人

材
の
不
足

④
 行

政
機

関
（

公
務

員
）

と
し

て
の

役
割

や
責

任

・
行
政
自
体
が
災
害
に
よ
り
多
く
の
モ
ノ
と
ヒ
ト
を
失
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
タ

ワ
ー
の
役
割
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。

・
保
健
活
動
は
現
場
で
の
作
業
が
メ
イ
ン
と
な
る
。

・
災
害
時
健
康
支
援
活
動
そ
の
も
の
が
個
人
の
命
に
直
結
す
る
場
面
は
極
め
て

ま
れ
で
あ
る
。

・
天
災
そ
の
も
の
に
つ
い
て
行
政
が
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

・
感
染
者
の
少
な
い
情
報
を
も
と
に
慎
重
な
判
断
を
求
め
ら
れ
、
対
応
の
全
て

が
人
命
に
直
結
し
て
い
る
。

・
死
亡
事
例
が
発
生
し
た
場
合
、
検
証
た
め
責
任
の
所
在
が
追
及
さ
れ
る
。

・
感
染
の
拡
大
が
、
行
政
の
対
応
の
不
手
際
の
だ
と
批
判
さ
れ
や
す
い
。

・
平
常
時
で
は
感
じ
な
い
命
を
預
か
っ
て
い
る
重
責
・
重
圧
を
始

終
感
じ
て
い
る
。

・
保
健
師
自
身
が
「
自
分
の
対
応
が
こ
れ
で
よ
い
の
か
」
と
と
い

う
不
安
感
の
持
続

・
患
者
の
急
変
や
対
応
の
遅
れ
に
対
す
る
自
責
の
念

・
行
政
批
判
を
公
務
員
個
人
へ
の
批
判
と
受
け
止
め
て
し
ま
う
。

自
己
嫌
悪
感
。

○職
場
環
境
整
備

・
チ
ー
ム
プ
レ
イ
に
よ
る
業
務
体
制
（
患
者
担
当
制

で
な
く
業
務
担
当
制
に
よ
る
負
担
感
の
軽
減
）

○保
健
師
の
資
質
向
上

・
統
括
保
健
師
に
よ
る
現
場
管
理
（
保
健
師
個
人
が

抱
え
な
い
よ
う
な
相
談
体
制
、
対
応
報
告
に
よ
る
個

人
の
責
任
の
回
避
）

・
保
健
師
全
体
の
感
染
症
対
応
能
力
の
向
上

⑤
（

自
ら

が
被

災
者

と
し

て
の

）
行

動
制

限

・
支
援
者
も
被
災
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
医
療
や
行
政
に
所
属
を
置
く
以

上
、
自
分
の
健
康
や
家
族
、
生
活
よ
り
も
市
民
、
患
者
等
を
優
先
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
に
な
り
や
す
い
。

・
災
害
に
よ
り
失
っ
た
モ
ノ
と
ヒ
ト
が
時
間
の
経
過
で
元
に
戻
る
こ
と
は
な

い
。

・
一
時
的
で
は
あ
る
が
行
動
制
限
に
よ
る
不
便
さ
を
生
じ
る
。

・
医
療
従
事
者
は
一
般
人
の
行
動
制
限
以
上
に
日
常
の
感
染
予
防
に
気
を
遣

い
、
ま
た
業
務
上
の
感
染
の
危
険
性
が
あ
る
。

・
将
来
的
に
は
感
染
が
終
息
し
元
の
生
活
が
戻
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

・
感
染
や
家
族
へ
の
影
響
な
ど
の
不
安
感
が
常
に
あ
る

・
業
務
に
追
わ
れ
る
生
活
に
、
行
動
制
限
に
よ
り
息
抜
き
が
で
き

な
い
状
況
が
重
な
り
、
ス
ト
レ
ス
が
増
大
。

○職
場
環
境
整
備

・
ス
タ
ッ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
個
人
作
業
の
進

捗
状
況
や
課
題
の
共
有

・
保
健
所
の
規
模
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
業
務
量
が
多
い
。

・
保
健
所
業
務
の
範
疇
を
超
え
た
対
応
（
関
係
機
関
と
の
調
整
を

含
む
）

⑦
住

民
（

民
間

団
体

）
の

協
力

体
制

・
「
共
助
」
の
考
え
に
基
づ
く
住
民
同
士
の
支
援
体
制
（
自
主
防
災
組
織
等
）

・
生
活
支
援
が
メ
イ
ン
の
た
め
、
誰
で
も
支
援
者
に
な
り
得
る
。

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
や
職
能
団
体
に
よ
る
災
害
時
支
援
の
準
備
が
整
っ
て
い

る
。

・
「
感
染
症
」
の
脅
威
に
対
し
て
は
心
理
的
な
点
で
専
門
家
以
外
の
介
入
が
困

難
。
（
出
来
れ
ば
避
け
た
い
も
の
）

・
全
て
の
住
人
が
感
染
の
可
能
性
が
あ
り
、
感
染
予
防
が
必
要
な
避
難
者
の
立

場
に
あ
る
。

○啓
発

・
感
染
者
対
応
以
外
の
感
染
予
防
の
た
め
の
啓
発
や

保
健
所
の
現
状
に
関
す
る
広
報
な
ど
に
つ
い
て
住
民

や
団
体
の
協
力
を
得
る
。
業
務
負
担
の
軽
減
だ
け
で

な
く
住
民
の
理
解
を
得
る
機
会
と
な
る
。

⑥
 実

施
主

体

市
町
村

・
医
療
、
保
健
福
祉
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
生
活
支
援
、
道
路
な
ど
多
く
の
部
署

が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
役
割
を
果
た
す
。

保
健
所
（
都
道
府
県
・
政
令
市
）

・
管
轄
の
広
域
化
、
人
員
体
制
の
縮
小
化
し
た
保
健
所
が
対
応

・
関
係
者
間
で
も
「
コ
ロ
ナ
は
保
健
所
」
と
い
う
括
り
で
、
保
健
所
の
対
応
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
例
：
児
相
、
生
保
、
独
居
、
ペ
ッ
ト
、
防
災
な

ど
。
次
第
に
そ
れ
ぞ
れ
が
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）

○
職
場
環
境
整
備

・
業
務
量
に
応
じ
た
保
健
所
の
規
模
の
拡
大

（
平
時
の
保
健
所
の
役
割
の
見
直
し
も
必
要
）

○
関
係
機
関
に
よ
る
支
援
協
力
体
制
の
構
築

・
市
町
と
の
連
携
強
化

・
住
民
団
体
等
と
の
連
携
開
始

・
各
分
野
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
強
化

・
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
全
て
の
対
応
（
対
象
：
個
人
・
企
業
・
学

校
・
施
設
等
）
（
内
容
：
相
談
・
問
い
合
わ
せ
・
苦
情
）
が
保
健

所
に
集
中
。

・
患
者
の
家
族
や
親
し
い
知
人
の
支
援
で
さ
え
得
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
る
。

大
規
模
自
然
災
害
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
ス
ト
レ
ス
の
現
状
と
対
応
策
等
の
違
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

項
目

大
規
模
自
然
災
害

○
研
究
・
分
析

・
感
染
の
波
の
予
測
に
よ
る
、
医
療
や
保
健
行
政
の

資
源
の
準
備

・
新
た
な
感
染
症
の
発
生
～
感
染
拡
大
～
収
束
の
各

フ
ェ
ー
ズ
で
ど
の
よ
う
な
業
務
と
業
務
量
で
あ
っ
た

か
を
ま
と
め
、
次
に
備
え
る
。

○
従
事
者
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備

・
自
治
体
間
で
共
有
で
き
る
感
染
症
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
。
（
災
害
時
健
康
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
へ
追

加
か
？
）

・
今
回
の
コ
ロ
ナ
対
応
は
保
健
所
（
都
道
府
県
・
政

令
市
）
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
あ

る
程
度
の
業
務
の
標
準
化
が
必
要
。

・
保
健
師
等
専
門
職
以
外
が
対
応
出
来
る
よ
う
行
政

機
関
ご
と
の
事
務
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
あ
る
と
よ

い
。

○
感
染
症
発
生
時
の
受
援
の
検
討

○
リ

ー
ダ
ー
保
健
師
へ
の
寄
り

添
い
支
援
の
投
入
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別紙２ 

 

新型コロナウイルス感染症に対応する自治体職員のメンタルヘルス対策に係る 

意見交換会の実施について 

 

 

 

【背景・目的】 

大規模災害発生時においても、被災地の行政職員は、避難所の設置・運営、応援職員の

受け入れ、他関係機関との連絡調整等の過重な災害対応業務に従事し、心身に大きな負担

が生じ職員のメンタルヘルス不調も課題されており、対策も進められているところである。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、県庁本部や保健所においても電話対

応、疫学調査、患者搬送、関係機関との調整など、終わりがみえず見通しのつかない連日

のコロナ対応、併せて自分自身の行動制限や家庭への配慮等々の様々なストレスにより、

うつ状態、無気力、もえつき症候群、管理職のバーンアウト、身体症状の出現などがみら

れ、心身面に多大な影響が生じている現状があった、各職場においては、セルフチェック

や相談窓口等のメンタルヘルス対策をはじめ、応援・派遣職員の確保や業務改善、休暇の

確保など様々な取組を行い対応している状況がある。 

自治体職員、特に保健師等の専門職については、支援者側の立場であり住民への責任感

の強さ等も相まって、自身の健康管理は後回しになってしまう現状があるのではないか。 

災害時、保健医療調整本部におけるマネジメント体制を構築していくためにも、職員の

健康管理・支援は重要な柱であり、ついては、保健師をはじめとする自治体職員メンタル

ヘルス対策について、コロナ対応や大規模災害時に取り組んだ自治体と職員のメンタルの

現状とその対応の実際及び課題等を共有し、今後の自治体職員の必要な健康管理・支援法

の検討の一助とする。 

 

 

【実施内容】 

１ 日 時   令和４年１月 13日（木）18:00～20:00 

 

２ 方 法   Zoomによるオンライン会議 

       https://us02web.zoom.us/j/84530511988?pwd=akpCUFZucFJvTmJwMmovZUZ1UnpJdz09 

        ミーティング ID: 845 3051 1988 

パスコード: 040433 

 

３ 内 容   新型コロナウイルス感染症対応における自治体職員のメンタルヘルス 

対策・過重労働対策の現状と取組、課題等について 

 

４ 出席者   別紙のとおり（省略） 
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別紙３ 

R4.3.22版 

 

新型コロナウイルス感染症等対応における自治体職員の 

過重労働・メンタルヘルス対策について 

 

 

大規模災害発生時の被災地の自治体職員(以下、職員)は、避難所運営、応援職員の

受け入れ、関係機関との連絡調整等、昼夜問わず過重な災害対応業務に従事し、心身

に大きな負担が生じメンタルヘルス対策を始め、職員の健康管理が課題とされている

ところです。 

このたびの新型コロナウイルス感染症については、新たな感染症であり住民が見え

ない恐怖・不安を持っていること、いくつもの感染拡大の波の到来があること、収束

に見通しがみえないこと、また職員自身の行動制限があること等、様々な特徴的な背

景があり、職員にはうつ状態やもえつき症候群、管理職のバーンアウト等の出現など

がみられる等、心身面に多大な影響が生じている現状があります。そのため、各職場

では職員のセルフチェックや相談窓口等のメンタルヘルス対策をはじめ、応援・派遣

職員の確保や業務改善、休暇の確保など、試行錯誤しながら取り組んでいる現状があ

ります。 

ついては、新型コロナウイルス感染症等対応における職員の過重労働・メンタルヘ

ルス対策について、各自治体の現状や取組について意見交換会を実施しました。各自

治体における具体的な取組事例やそれを一般化した実施しうる取組を記載し、そこか

ら抽出された対策のポイントを、「業務マネジメント」と「メンタルヘルスケア」の柱

で整理を行いました。その結果を別紙の通りとりまとめましたので、参考にしていた

だければ幸いです。 

なお、取組事例については、今後も情報収集しながら更新し、研究班ホームページ

（http://dheat.umin.jp）に掲載する予定です。 

 

 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

災害発生時の分野横断的かつ長期的なマネジメント体制構築に資する研究 

研究代表者 尾島 俊之 

（浜松医科大学医学部健康社会医学講座教授） 

研究分担者 相馬 幸恵 

（新潟県三条地域振興局健康福祉環境部参事・地域保健課課長） 

 

 

 

  

- 138 -



別紙 

新型コロナウイルス感染症等対応における自治体職員の 

過重労働・メンタルヘルス対策のポイント及び取組事例等 

 

【 業務マネジメント 】 

 

□ 全庁体制による業務の分担化、効率化 

＊保健部署だけではなくその他の部署も含めた全庁的な業務体制を構築する。 

＊積極的疫学調査を重点化し、また調査票を必要な事項に限定して簡略化する。 

＊「１人２役」等、１人担当制ではなく複数人でカバーできる体制をつくる。 

＊保健師等の専門職と事務職の特性を活かして業務を分担する。 

・例えば、複雑な相談対応や検体採取に関することは保健師等の専門職が担当し、

発生届や患者数等のデータの管理、書類の作成・発送等は事務職が担当する。積

極的疫学調査、健康観察は、事務職も担当し、専門的判断が必要となる場合は専

門職にバトンタッチする。 

＊職員の得意不得意を考慮して担当業務を決める。 

 

□ 組織体制及びリーダーの明確化 

＊健康危機管理業務の組織体制を明確化する。 

＊統括保健師とその補佐を位置づける。 

 

□ 職員間の情報共有 

＊忙しいからできないではなく、業務の目的の具現化、共有化に努める。 

＊管理職等（総務、保健、感染症、医療等）による戦略会議を実施する。 

・目指す活動の方向性や人員配置等を検討する。 

＊定期的なミーティングを実施する。 

・チームで対応する機運づくりにも配慮して実施する。 

・管理職等レベル、実務者レベル（担当業務（調査担当、検査担当、医療機関搬送

担当、事務担当 等）毎等で行う。 

・問題・課題、懸案事項の確認、進行状況、改正通知等の周知 など。 

＊職員の疑問や不安に対応する相談体制をつくる。 

＊ホワイトボード等を活用して情報を可視化する。 

＊業務の可視化と共有化を行う。 

・業務マニュアルを作成し、業務の流れを明確化する。 

 

□ 職員の意識醸成 

＊全所ワンチームで行う風土づくりの重要性、個人一人の責任ではないこと、一人

で抱え込まないこと等を管理職等から強くメッセージを伝える。 
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□ 積極的な情報発信・広報  

＊住民の理解を得るための機会として、自治体ホームページ、マスコミ、保健福祉

事業等の活用により、自治体の対応方針や行政対応の状況説明、新型コロナウイ

ルスに関する知識の普及を行う。 

 

□ クレーム対応体制 

＊電話・来所対応担当者を決める（年齢的にも経験豊富な職員）。 

＊クレームへの対応方針・マニュアルを作成する。 

・調査優先なので切り上げると伝え、ある程度の時間が経過したら切るなど。 

 

□ 受援体制 

＊応援職員のためのマニュアル作成、研修会を実施する。 

＊引継ぎは応援者間で行う。 

＊市町村と応援に係る協定書を締結する。また、時間外勤務にも対応できるよう市

町村と都道府県保健所の併任辞令を発令した事例がある。 

 

□ 研修の実施、強化 

＊職員に対して、新型コロナウイルスに関する必要な知識、対応について研修を行

う。 

＊保健師の経験年数や経験業務に関わらず、調査や相談対応等ができるよう研修を

行う。 

 

□ 労働環境の整備 

＊電話をしながらパソコンへの入力を行って業務の効率化をするために、また身体

的負担の軽減のため、ヘッドセットを活用し電話対応を行う。 

＊会計年度任用職員等にもパソコン、パスワード付与等を行う。 

 

□ 労務管理 －働き続けられる職場づくり－ 

＊管理職も含めた超過勤務時間を把握する（タイムレコーダーによる等）。 

＊全職員のワークライフバランスを最大限考慮する（既婚、独身、介護者、派遣職

員等）。 

＊交代しながらの定時退庁日、代休・連続休暇の確保を確実に行う。 

＊二交代制（遅出、早出）、フレックスタイム（介護時間、育児時間帯の変更可など）

を導入し、休養・睡眠時間を確保する。 

＊正規職員の増員、会計年度任用職員などの雇用を行う。 

＊管理職から継続的なメッセージを送る。 

・休暇を必ずとること、頑張り過ぎないこと。 

・優先させる業務、延期・中止が可能な業務は適宜整理して対応すること。 
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【 メンタルヘルスケア 】 

 

□ セルフケア 

＊休養をとる。 

＊メンタルヘルスチェックを実施する。 

＊実施している業務の意義を意識する 

＊オンラインのメンタルヘルスケア教材等を利用する。 

 

□ 相互支援 

＊コミュニケーションを意識的に定期的に行う。 

（例えば共感ミーティング、同様の体験をした者同士の話し合い、悩みや弱音等何

でも言える環境など） 

＊応援先勤務地においても、タイムリーに職員厚生（産業保健）スタッフによる面

談ができる環境づくり（長時間勤務者等）。 

 

□ 組織的対応（職制のラインによるケアなど） 

＊前述の業務マネジメント 

＊メンタルヘルスに関して情報発信を行う。 

・庁内ポータルや各所属の安全衛生員会からの情報提供を行う。 

・「新型コロナウイルス感染症（COVID-19 ）に対応する職員のためのサポートガイ

ド」（日本赤十字社作成）、「COVID-19流行時によるストレスへの対処」（WHO作成）

等の情報提供を行う。 

＊体系的なメンタルヘルスケア研修のオンライン化を行う。 

・マインドフルネスの実践ができるような配信する。 

・職場への出張型研修を行う。 

 

□ 専門職による支援（産業保健スタッフ・外部資源によるケア） 

＊保健所等への衛生管理全般の技術支援を行う。 

＊長時間勤務職員に対してタイムリーな面談を行う（優先順位をつけて）。 

・ストレスチェックを活用する。 

＊相談窓口を設置する（直営・委託）。 

・職員が相談できる窓口を設置するとともに、特に管理監督者が相談しやすい配慮

や工夫を行う。 

＊ハイリスク者への個別支援を行う。 

＊ストレスチェックと職場環境改善を継続的に分析し、良好事例を公表する。 

＊精神保健福祉センター、大学等の協力により個別・集団支援を行う。 

 

【 その他 】 

□ 職員の家族への支援 

＊職員の仕事の理解の推進や、家族の負担へのねぎらい等を記載した文書の発出な

ど、職員の家族への支援を行うことも必要である。 
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P
-1
3
-2
0

ハ
イ
ラ
イ
ト

・
早
期
か
つ
迅
速
に
避
難
所
の
情
報
把
握
及
び
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行

う
た
め
、
避
難
所
日
報
と
し
て
様
式
を
統
一
化
し
、
避
難
所
全
体

を
把
握
す
る
避
難
所
状
況
シ
ー
ト
と
医
療
保
健
福
祉
ニ
ー
ズ
の
あ

る
避
難
者
を
把
握
す
る
避
難
者
状
況
シ
ー
ト
の
２
シ
ー
ト
と
し
た
。

・
保
健
医
療
福
祉
活
動
チ
ー
ム
の
他
、
避
難
所
支
援
に
携
わ
る

者
も
活
用
で
き
る
よ
う
記
載
要
領
を
作
成
し
た
。

・
O
C
R
化
に
よ
り
情
報
の
一
元
化
が
で
き
る
よ
う
、
数
字
記
載
欄
も

設
け
る
な
ど
、
認
識
し
や
す
い
よ
う
な
様
式
と
し
た
。

【
目
的
】

避
難
所
に
は
様
々
な
健
康
状
態
の
避
難
者
が
集
ま
る
た
め
、
感
染

症
の
発
生
や
拡
大
、
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
る
疾
患
の
悪
化
な
ど
健

康
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。
被
災
者
の
二
次
健
康
被
害
を
最
小
限
に
抑
え

る
た
め
、
早
期
か
ら
必
要
な
人
的
及
び
物
的
サ
ー
ビ
ス
資
源
を
ど
こ
に

優
先
的
に
分
配
す
る
か
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
災
害
直
後
か
ら
保
健
医
療
福
祉
活
動
チ
ー
ム
が
、
避
難

所
運
営
担
当
者
等
と
の
連
携
の
も
と
早
期
か
つ
迅
速
に
必
要
な
情
報

を
早
期
か
つ
迅
速
に
把
握
し
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
で
き
る
よ
う
、
避
難
所
日

報
の
様
式
と
そ
の
記
載
要
領
を
作
成
し
た
。

【
方
法
】

(1
)
平
成

2
9
年
７
月
５
日
付
け
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課

長
等
発
出
「
大
規
模
災
害
時
の
保
健
医
療
活
動
に
係
る
体
制
の
整
備

に
つ
い
て
」
添
付
（
全
国
保
健
師
長
会
作
成
「
大
規
模
災
害
時
の
保
健

師
の
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
平
成

2
8
年
４
月
改
正
）
の
避
難
所
日
報
を
も

と
に
検
討
、
作
成
し
た
。

(2
) 

 検
討
す
る
上
で
は
、
①
日
報
を
使
う
者
は
保
健
師
を
は
じ
め
と
す

る
保
健
医
療
活
動
を
担
う
職
員
（
事
務
職
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と
、

を
含
む
）
の
他
、
避
難
所
開
設
直
後
は
避
難
所
運
営
担
当
者
も
想

定
さ
れ
、
迅
速
か
つ
一
定
レ
ベ
ル
で
正
確
に
情
報
収
集
で
き
る
よ
う

記
載
要
領
を
作
成
し
た
。
留
意
点
と
し
て
は
、
日
報
の
記
載
に
負
担

を
か
け
な
い
よ
う
全
て
の
項
目
を
関
係
者
等
に
聞
き
取
っ
て
記
載
す

る
の
で
は
な
く
、
前
日
ま
で
の
様
々
な
情
報
等
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
、

特
に
優
先
的
に
収
集
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
太
枠
項
目
と
し
た
。

(3
) 
情
報
の
一
元
化
を
想
定
し
た

O
C

R
化

両
シ
ー
ト
と
も
に
、

O
C

R
化
に
よ
り
情
報
の
一
元
化
が
で
き
る
よ
う
、

数
字
記
載
欄
も
設
け
る
な
ど
、
認
識
し
や
す
い
よ
う
な
様
式
と
し
た
。

〈
避
難
所
日
報
及
び
記
載
要
領
〉

全
国
保
健
師
長
会
作
成
（
地
域
保
健
総
合
推
進
事
業
）

の
「
災
害
時
の
保
健
活
動
推
進
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
掲
載
。

h
tt

p
:/

/w
w

w
.n

ac
p

h
n

.jp
/0

2
/s

ai
ga

i/

【
考
察
】

災
害
時
は
、
直
後
か
ら
早
期
か
つ
迅
速
に
避
難
所
・
避
難
者
の

情
報
把
握
及
び
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
統
一
し
た
様
式

を
使
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

避
難
所
に
お
い
て
は
、
保
健
師
等
の
専
門
職
を
は
じ
め
様
々
な

職
種
に
よ
る
支
援
者
が
関
わ
る
と
と
も
に
、
避
難
所
運
営
管
理
者
や

住
民
代
表
者
等
の
協
力
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
必
要
な
情

報
を
よ
り
的
確
に
把
握
し
活
用
す
る
た
め
に
は
、
記
載
要
領
の
活
用

に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
避
難
所
日
報
の
記
載
及
び

そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
避
難
所
支
援
者
等
と
検
討
し
役
割
分
担

も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
、
関
係
部
署
へ
の
周
知
及
び
訓
練

等
に
よ
る
意
識
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
、

O
C

R
化
を
想
定
し
た
様
式
に
よ
り
、
早
期
の
情
報
の
一
元
化
、
保
健

医
療
活
動
支
援
チ
ー
ム
の
効
果
的
な
支
援
活
動
に
も
つ
な
が
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
。

【
結
論
】

避
難
所
日
報
及
び
記
載
要
領
に
つ
い
て
は
、
災
害
規
模
や
種
類
、

ま
た
記
載
者
、
職
種
等
に
よ
り
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
今
後
実
際

の
現
場
で
使
い
な
が
ら
、
必
要
な
項
目
、
優
先
度
、
運
用
の
仕
方
等

必
要
に
応
じ
検
討
・
改
訂
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
公
衆
衛
生
学
会
C
O
I開
示

演
題
発
表
に
関
連
し
，
発
表
者
ら
に
開
示
す
べ
き
C
O
I関
係
に

あ
る
企
業
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
２
年
度
厚
生
労
働
行
政
推
進
総
合
研
究
事
業
）
「
災

害
発
生
時
の
分
野
横
断
的
か
つ
長
期
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
構

築
に
資
す
る
研
究
」（

研
究
代
表
者

尾
島
俊
之
）

（
1
9
L
A
2
0
0
3
)

避
難
所
支
援
従
事
者
に
よ
る
情
報
把
握
と
効
果
的

支
援
の
た
め
の
避
難
所
日
報
の
検
討

相
馬

幸
恵

新
潟
県
三
条
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部

尾
島

俊
之

浜
松
医
科
大
学
健
康
社
会
医
学
講
座

奥
田

博
子

国
立
保
健
医
療
科
学
院
健
康
危
機
管
理
研
究
部

佐
々
木
亮
平

岩
手
医
科
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー

②
災
害
直
後
か
ら
フ
ェ
ー
ズ
の
経
過
と
と
も
に
中
長
期
的
に
使
い
継
続

性
が
あ
る
こ
と
、
③
迅
速
に
避
難
所
全
体
像
の
把
握
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
等
の
観
点
か
ら
行
っ
た
。

【
結
果
】

(1
)
避
難
所
日
報
の
作
成

日
報
に
つ
い
て
は
、
避
難
所
全
体
を
把
握
す
る
避
難
所
状
況
シ
ー
ト

と
医
療
保
健
福
祉
ニ
ー
ズ
の
あ
る
避
難
者
を
把
握
す
る
避
難
者
状
況

シ
ー
ト
を
検
討
・
改
訂
し
た
。

ア
. 避
難
所
全
体
を
把
握
す
る
避
難
所
状
況
シ
ー
ト

・
主
な
項
目
と
し
て
、
避
難
者
数
、
運
営
組
織
等
の
「
避
難
施
設
基
本

情
報
」
救
護
所
設
置
状
況
の
「
医
療
」
、
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」、
ス
ペ
ー
ス
の

過
密
度
、
ト
イ
レ
衛
生
状
態
等
の
「
設
備
状
況
と
衛
生
面
」
、
温
度
、
清

掃
状
況
等
の
「
生
活
環
境
」
、
主
食
・
お
か
ず
提
供
回
数
等
の
「
食
事

提
供
」
に
整
理
し
た
。

・
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
、
「
有
・
無
」
「
適
・
不
適
」
等
の

2
択
と
し
た
。

イ
.医
療
保
健
福
祉
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
避
難
者
状
況
シ
ー
ト

「
配
慮
を
要
す
る
者
」
の
人
数
及
び
そ
の
再
掲
と
し
て
要
継
続
支
援
人

数
、
医
療
保
健
福
祉
ニ
ー
ズ
の
あ
る
者
の
「
対
応
す
べ
き
ニ
ー
ズ
が
あ

る
者
」
の
有
無
、
「
感
染
症
・
食
中
毒
等
症
状
が
あ
る
者
」
の
有
無
に
整

理
し
た
。
そ
の
他
、
具
体
的
な
内
容
が
書
け
る
よ
う
特
記
事
項
の
記
載

欄
、
確
実
に
課
題
等
の
申
し
送
り
が
で
き
る
記
載
欄
を
設
け
た
。

(2
) 
記
載
要
領
の
作
成

避
難
所
日
報
の
記
載
者
は
、
保
健
医
療
活
動
を
担
う
職
員
（
事
務
職
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大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
在
宅
等
避
難
者
（
災
害
時

要
配
慮
者
）
の
情
報
把
握
・支
援
方
法
の
検
討

佐
々
木
亮
平

a 、
相
馬
幸
恵

b 、
奥
田
博
子

c 、
尾
島
俊
之

d

a.
岩
手
医
科
大
学
教
養
教
育
セ
ン
ター
人
間
科
学
科
体
育
学
分
野

b.
新
潟
県
三
条
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部

c.
国
立
保
健
医
療
科
学
院
健
康
危
機
管
理
研
究
部

d.
浜
松
医
科
大
学
健
康
社
会
医
学
講
座

*日
本
公
衆
衛
生
学
会

CO
I開
示

演
題
発
表
に
関
連
し、
発
表
者
らに
開
示
す
べ
き

CO
I関
係
に

あ
る
企
業
な
どは
あ
りま
せ
ん
。

災
害
発
生
時
、被

災
者
は
避
難
所
に
避
難
す
る
一
方
で
、避

難
所
に
行
け
な
い
者
、避

難
所
に
行
か
な
い
こと
を
選
択
す
る
者

な
ど、
避
難
所
に
は
避
難
せ
ず
在
宅
等
に
留
ま
る
者
も
増
加
して

い
る
。在

宅
等
に
避
難
した
者
に
迅
速
か
つ
効
果
的
に
必
要
な

支
援
が
で
き
る
よ
う、
特
に
発
災
直
後
か
ら避

難
支
援
が
必
要
で

あ
る
災
害
時
要
配
慮
者
（
含
避
難
行
動
要
配
慮
者
）
の
情
報

把
握
及
び
支
援
方
法
に
つ
い
て
調
査
し、
課
題
を
検
討
した
。

【背
景
・目
的
】

P-
13

-2
1

【考
察
・結
論
】

H
ig

hl
ig

ht
・平
時
か
らの
自
治
体
内
、在

宅
避
難
に
関
わ
る
支
援
者
間
の
顔
の
見
え

る
関
係
づ
くり

・必
要
情
報
項
目
の
共
有
化

・情
報
収
集
・提
供
、物
資
提
供
等
の
支
援
拠
点
づ
くり

・在
宅
医
療
ケ
ア
が
必
要
な
者
の
リス
ト
化
と具

体
的
な
個
別
支
援
計
画
の

作
成

・在
宅
避
難
者
自
身
か
ら
の
情
報
発
信
等
、具

体
的
な
支
援
ネ
ット

ワ
ー
ク
体
制
の
構
築

【謝
辞
】
本
研
究
は
令
和
２
年
度
厚
生
労
働
行
政
推
進
総
合
研
究
事
業
「災
害
発
生
時
の
分
野
横
断
的
か
つ

長
期
的
な
マ
ネ
ジ
メン
ト体

制
構
築
に
資
す
る研

究
」（
研
究
代
表
者

尾
島
俊
之
）
（

19
LA

20
03

)の
助
成
を

受
け
て
実
施
した
。
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
深
く御
礼
申
し上

げ
ま
す
。

４
自
治
体
の
聞
き
取
りを
も
とに
、在

宅
等
避
難
者
、特

に
避
難
行
動
要
支
援
者
の
災
害
時
支
援

体
制
に
つ
い
て
検
討
しま
とめ
た
。（

表
１
）

20
20
年
度
に
災
害
時
要
配
慮
者
（
含
避
難
行
動
要
配
慮
者
）
の
避
難
支
援
に
係
る
、自

治
体
に

お
け
る
平
時
の
準
備
体
制
や
発
災
時
の
実
際
とそ
の
課
題
に
つ
い
て
、全

国
の
協
力
の
得
られ
た
４
自
治

体
（
東
北
・北
陸
・東
海
・近
畿
地
方
）
に
聞
き
取
り調

査
を
行
い
、現

状
と課

題
を
検
討
した
。聞

き
取
り調

査
の
内
容
は
、主

に
平
時
の
準
備
、避

難
勧
告
時
の
動
き
、発

災
時
の
動
き
に
か
か
る

20
項
目

と、
災
害
対
応
の
経
験
の
あ
る
自
治
体
か
らは
課
題
等
に
つ
い
て

3項
目
の
確
認
を
行
った
。聞

き
取
り結

果
は
項
目
毎
に
一
覧
に
ま
とめ
、さ
らに
フェ
イズ
毎
に
支
援
対
象
者
、支

援
者
、支

援
拠
点
の
視
点
で

整
理
を
行
った
。

【方
法
】

【結
果
】

平
時
の
準
備
とし
て
は
、災

害
時
要
配
慮

者
の
要
件
は
、自

治
体
に
よ
って
大
き
く差
は

な
い
が
、具

体
的
な
要
件
は
異
な
って
い
た
。

名
簿
登
録
した
台
帳
は
作
成
され
て
い
る
も

の
の
、地

域
関
係
者
へ
の
提
供
方
法
は
一

律
で
は
な
か
った
。個

別
支
援
計
画
は
、対

象
者
全
員
分
の
作
成
ま
で
に
至
って
い
な
い

現
状
が
あ
った
。ま
た
、作

成
者
も
さま
ざ
ま

あ
った
が
、人

工
呼
吸
器
装
着
難
病
患
者
の

医
療
支
援
が
必
要
な
者
は
保
健
所
で
作
成

し、
支
援
関
係
機
関
で
共
有
され
て
い
た
。

避
難
勧
告
時
の
対
応
とし
て
は
、台

帳
を
提

供
して
い
る
関
係
者
（
自
治
会
長
、民

生
・

児
童
委
員
、消

防
団
、防

災
福
祉
コミ
ュニ

テ
ィ、
ケ
アマ
ネ
ー
ジ
ャー
等
）
が
、見

守
りや

避
難
誘
導
を
行
って
い
た
。一

方
で
避
難
誘

導
等
す
る
に
あ
た
り、
部
署
間
で
情
報
を
共

有
す
る
た
め
の
確
認
事
項
共
有
シ
ー
トは
作

成
され
て
い
な
か
った
。発

災
時
の
動
き
とし
て

は
、発

災
直
後
の
安
否
確
認
、健

康
ニー
ズ

の
把
握
に
つ
い
て
は
、在

宅
高
齢
者
や
障
害

者
等
は
民
生
・児
童
委
員
等
が
行
い
、在

宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
は
保
健
師
が
行
って

い
た
。福

祉
避
難
所
へ
の
トリ
ア
ー
ジ
等
も
保

健
師
が
行
って
い
た
が
、情

報
収
集
共
有

シ
ー
トの
作
成
は
様
々
で
あ
った
。

災
害
時
要
配
慮
者
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な

支
援
を
行
うた
め
に
は
、平

時
か
らの
自
治
体
内
、

在
宅
避
難
に
関
わ
る
支
援
者
間
の
顔
の
見
え
る

関
係
づ
くり
、必

要
情
報
項
目
の
共
有
化
、情

報
収
集
・提
供
、物

資
提
供
等
の
支
援
拠
点
づ

くり
、在

宅
医
療
ケ
ア
が
必
要
な
者
の
リス
ト化

と
具
体
的
な
個
別
支
援
計
画
の
作
成
、在

宅
避

難
者
自
身
か
らの
情
報
発
信
等
、具

体
的
な
支

援
ネ
ット
ワ
ー
ク 体

制
の
構
築
が
重
要
で
あ
る
。

避
難

誘
導

・
避

難
支

援
、

安
否

確
認

在
宅

生
活

の
ニ

ー
ズ

把
握

（
介

護
者

の
状

況
確

認
含

む
）

、
健

康
状

況
の

把
握

、
情

報
提

供
、

在
宅

サ
ー

ビ
ス

調
整

透
析

患
者

　
＊

透
析

医
療

機
関

の
確

保
　

＊
透

析
医

療
機

関
の

確
保

、
透

析
の

継
続

　
＊

透
析

の
継

続
医

療
機

器
装

着
者

医
療

的
ケ

ア
児

介
護

保
険

認
定

者
　

＊
必

要
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

調
整

身
体

障
害

者
（

車
椅

子
等

移
動

困
難

）
知

的
障

害
者

・
発

達
障

害
者

　
＊

必
要

に
応

じ
入

所
調

整
精

神
障

害
者

　
＊

受
診

継
続

、
服

薬
継

続
の

確
認

、
入

院
調

整
難

病
患

者
(介

護
保

険
認

定
・

身
体

障
害

者
・

医
療

機
器

装
着

者
以

外
）

　
＊

服
薬

継
続

、
医

療
ニ

ー
ズ

の
確

認
　

＊
受

診
継

続
、

服
薬

継
続

の
確

認

高
齢

者
一

人
暮

ら
し

、
老

人
世

帯
 な

ど
　

＊
福

祉
避

難
所

へ
の

入
所

調
整

、
介

護
保

険
申

請
調

整
、

福
祉

施
設

へ
の

入
所

調
整

母
子

乳
幼

児
・

妊
産

婦
　

＊
産

後
ケ

ア
等

母
親

の
心

身
の

ケ
ア


 必
要

物
品

（
お

む
つ

、
ミ

ル
ク

、
食

事
等

）
の

確
保

　
＊

多
国

語
に

よ
る

情
報

発
信

、
支

援
そ

の
他

（
支

援
が

必
要

な
者

◎
基

幹
避

難
所

（
救

護
所

等
併

設
）

　
○

避
難

所
、

保
健

セ
ン

タ
ー

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 な

ど

必
要

な
情

報

必
要

な
物

資
医

薬
品

、
食

料
品

、
飲

料
水

、
電

源
（

充
電

器
）

な
ど

支 援 拠 点

情
報

集
約

・
提

供
、

物
資

支
援

の
場

所

支
援

内
容

全
般

　
＊

服
薬

継
続

、
医

療
ニ

ー
ズ

の
確

認
、

入
院

調
整

支 援 者

【
災

害
時

保
健

医
療

活
動

チ
ー

ム
 な

ど
】

【
住

民
・

地
域

組
織

】

【
民

間
組

織
】

・
サ

ー
ビ

ス
関

係
者

 （
利

用
者

の
み

へ
の

支
援

）
・

N
PO

法
人

災
害

支
援

団
体

【
行

政
】

・
市

町
村

・
保

健
所

〇
被

災
状

況
（

死
傷

者
数

、
避

難
者

数
（

在
避

難
者

、
通

所
避

難
者

）
、

道
路

情
報

）
〇

生
活

イ
ン

フ
ラ

復
旧

状
況

（
電

気
・

水
道

・
ガ

ス
・

通
信

・
道

路
な

ど
）

、
学

校
の

再
開

状
況

〇
保

健
・

医
療

・
福

祉
・

介
護

に
関

す
る

情
報

（
医

療
拠

点
（

病
院

、
診

療
所

（
歯

科
含

）
、

薬
局

）
の

復
旧

状
状

況
、

介
護

保
険

・
障

害
者

支
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

復
旧

状
況

、
相

談
窓

口
（

こ
こ

ろ
と

か
ら

だ
、

生
活

支
援

等
）

〇
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

復
旧

状
況

　
〇

支
援

者
の

活
動

状
況

 な
ど

　
＊

呼
吸

器
等

の
電

源
確

保
、

医
療

   
  ケ

ア
の

継
続

支
援

　
＊

在
宅

医
療

の
継

続
の

可
否

判
断

、
必

要
物

品
の

確
保

、
入

院
調

整

災
害

直
後

災
害

数
日

目
災

害
２

～
３

週
間

～

支 援 対 象 者

医
療

ケ
ア

児
・

者

障
害

者

外
国

人

表
１

　
災

害
時

の
在

宅
避

難
者

支
援

体
制 防

災
部

局
,保

健
部

局
,高

齢
障

害
部

局
,母

子
部

局
,消

防
署

,警
察

保
健

所
（

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

）

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

,社
会

福
祉

協
議

会

医
療

機
関

,医
療

機
器

メ
ー

カ
ー

,ケ
ア

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

,訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

,介
護

ヘ
ル

パ
ー

,施
設

（
障

害
者

・
高

齢
者

な
ど

）

自
主

防
災

組
織

（
町

内
会

）
,民

生
児

童
委

員
,地

域
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
,（

母
子

）
保

健
推

進
員

,近
隣

者
な

ど

全
国

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

支
援

団
体

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
JV

O
AD

）
,災

害
支

援
団

体
,ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
,外

国
人

支
援

団
体

な
ど

D
M

AT
,日

本
赤

十
字

チ
ー

ム
,保

健
師

チ
ー

ム
,J

M
AT

,D
H

EA
T,

D
PA

T,
JP

AT
,J

D
A-

D
AT

,日
本

歯
科

医
師

会
,

日
本

薬
剤

師
会

,日
本

看
護

協
会

,D
W

AT
 な

ど
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厚
生
労
働
省
で
は
、
今
年
3
月
2
4
日
に「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
対
応
に
お
け
る
自
治
体
職
員
の
過
重
労
働
・
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
策
に
関
す
る
取
組
事
例
の
共
有
に
つ
い
て
」（
※
今
年
3
月
2
2
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
を

自
治
体
向
け
に
発
出
）の
説
明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
本
取
り
組
み
の
目
的
と
事
例
に
つ
い
て
担
当
者
に
聞
き
ま
し
た
。

©
 P

h
o
to

c
re

o
 B

e
d
n
a
re

k
 -

 s
to

c
k
.a

d
o
b
e
.c

o
m

お ける職員等の過重労働・メン

タ ル ヘ ル ス 対 策 」 に つ い て 検 討

し 、過重労働・メンタルヘルス

対 策 の ポ イ ン ト を 【 業 務 マ ネ ジ

メ ン ト 】 【 メ ン タ ル ヘ ル ス ケ ア 】

の 柱でまとめました。これらの

自 治体の取り組みの好事例を広

く 共有し、発信することが必要

と 考え、説明会を開催いたしま

し た。

業 務マネジメントと

メ ンタルヘルスケアの重要性

柱 ご と に み る と 、【 業 務 マ ネ

ジ メ ン ト 】 の 具 体 例 と し て は 、

「 全 庁 体 制 に よ る 業 務 の 分 担

化 ・効率化」、 「 職員間の情報共

有 」 、 「 積 極 的 な 情 報 発 信 ・ 広

報 」 、 「 労 務 管 理 」 が 挙 げ ら れ ま

し た 。ま た 、【 メ ン タ ル ヘ ル ス

ケ ア 】 と し て は 、共 感 ミ ー テ ィ

ン グなど意識的なコミュニケー

シ ョ ン の 定 例 化 と い っ た 「 相 互

支 援 」 が 挙 げ ら れ ま し た 。そ し

て 、【 そ の 他 】 と し て は 、「 職 員

の 家 族 へ の 支 援 」 を 検 討 し て い

自 治体の取り組みの

好 事例を共有・ 発 信

― ―説明会開催の目的を教えて

く ださい。

新 型コロナウイルス感染症へ

の 対応については、感染力の強

い 変異株の流行など、これまで

の 想定を上回る規模・スピード

で 感 染 が 拡 大 し た こ と を 受 け 、

自 治体において業務の重点化な

ど 、さらなる体制強化に取り組

ん で い た だ い て き た と こ ろ で

す 。そのなかで、これらの対応

を 行う職員の過重労働・メンタ

ル ヘルスに関するさまざまな課

題 も 明 ら か に な っ て き て お り 、

既 に組織的な業務改善やストレ

ス ケアの仕組みづくりについて

取 り組まれている自治体もある

こ とも承知していました。

今 回、厚生労働科学研究費補

助 金 （ 健 康 安 全 ・危 機 管 理 対 策

総 合研究事業）「 災害発生時の分

野 横断的かつ長期的なマネジメ

ン ト体制構築に資する研究」（ 研

究 代表者＝尾島俊之・浜松医科

大 学 健 康 社 会 医 学 教 授 ） に お い

て 、「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 対応を含めた健康危機管理に

る 自治体もありました。

― ―各 自 治 体 の 取 り 組 み の 事 例 に

は ど の よ う な も の が あ り ま す か 。

事 例 １

・ 長 時 間 勤 務 職 員 へ の 健康 被 害

防 止 対 策 と し て 、 産 業 保 健 ス

タ ッ フ が 面 接 対 象者 の 把 握 ・

モ ニ タ リ ン グ 、 出 張 対 応を 行

う ほ か 、 労 務 管 理 部 門 と 連 携

し 、 応 援 職 員 に つ い て は 勤 務

状 況 を 派 遣 元 が 情 報 収 集 し 勤

務 先 と 共 有 す る こ と で 、 従 事

し て い る 場 所 で 面 接が で き る

よ う 対 応 し て い ま す 。

・ 面 接 対 象 者 が 急 増 し た 際 は 、

面 接 が タ イ ム リ ー に 実 施 し づ

ら い こ と も あ り ま し た が 、 過

去 の 健 康 管 理 情 報 （ 健 診 結 果 ・

既 往 歴 等 ） を 参 考 に 優 先 順 位

を つ け て 対 応 し 、 衛 生 管 理 者

の 業 務 を 産 業 保 健 ス タ ッ フ が

支 援 、 Ｉ Ｃ Ｔ 等 も 活 用 し て 効

率 化 を 図 っ て い ま す 。

・ メン タ ル ヘ ル ス・ 相 談 窓 口 の

情 報 発 信 は 、 庁 内 ポ ー タ ル の

活 用 、 管 理 監 督 者 へ の 周 知 、

対 面 交 流 が 減 っ て お り 相 談 相

肉 体 的 ・ 精 神 的 な 負 担 軽 減 を

実 現 し ま し た 。

・ 統 括 保 健 師 が 、 保 健 師 以 外 で

も 従 事 可 能 な 業 務 を 判 断 し 役

割 分 担 を す る こ と で 、 全 所 体

制 を と っ て い ま す 。 特 に 、 若

い 世 代 へ の 初 回 連 絡 、 一 部 調

査 、 マ ス コ ミ 対 応 な ど は 本 庁

が 対 応 す る こ と で 、 現 場 が 業

務 に 集 中 で き る 体 制 を つ く っ

て い ま す 。 ま た 、 応 援 職 員 へ

の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン は 動 画

視 聴 と し 、 交 代 要 員 と の 引 き

継 ぎは 応 援 職 員 間 で 行 っ て い

ま す 。

・ 夜 間 対 応 が 増 加 し た 時 期 は深

夜 対 応 の 翌 日 を フ レ ッ ク ス タ

イ ム 制 と す る 、 夜 勤 体 制 を と

る 、 休 日 出 勤 の 代 休 は 連 続 休

暇 と す る な ど に 取 り 組 ん で い

ま す 。

・ 電 話 連 絡 等 に 使 用 す る ヘ ッ ド

セ ッ ト の 導 入 や 、 医 療 機 関 へ

H E R ︱ S Y S （ 新 型 コ ロ ナ

ウ イルス感染者等情報把握・

管 理 シ ス テ ム ） の 利 用 を 個 別

に お 願 い す る こ と で 、 業 務

の 効 率 化 ・ 負 担 の 軽 減 に つ

な がります。

・ 自宅 療 養 支 援 に お い て は 、 診

断 を 受 け た 医 療 機 関 で 患 者 の

健 康 観察を 担 っ て も ら う こ と

で 、 保 健 所 業 務 の 負 担 軽 減 だ

け で な く 、 患 者 の 安 心 に も つ

な が り ま す 。

・ 新 人 職 員 の 育成 は職 員 の 負担

軽 減に つ な が る と 考 え 、 所 を

あ げ て 最 優 先 課 題 と し て 取 り

組 ん で い ま す 。

・ た だ し 、 第 6 波 は 感 染 者 数 の

激 増 に 伴 い 業 務 量 は 膨 大 と な

り 、 戦 力 不 足 は 否 め ず 、 現 場

の 工 夫 で 乗 り 切 る に は 限 界 を

超 え て い る と 感 じ ま す 。

事 例 ３

・ 全 所 体 制 を 構 築 す る た め 、 す

べ て の 職 員 向 け の 陽 性 者 対 応

マ ニ ュ ア ル を 作 成 す る こ と に

加 え て 、 随 時 更 新 し 、 感 染 症

担 当 以 外 の 職 員 で も 電 話 対 応

な ど が 可 能 な 体 制 を と っ て い

ま す 。

・ 土 日 祝 日 体 制 の 見 え る 化 ・ 均

等 化 、 会 計 年 度 職 員 の 採 用 、

本 庁 お よ び 地 域 機 関 の 他 部 局

か ら の 応 援 に よ り 、 休 暇 が 取

得 で き る 職 場 環 境 を 整 備 し 、

モ チ ベ ー シ ョ ン 維 持 に つ な げ

て い ま す 。

保 健所職員の負担軽減へ

― ―今後予定している取り組み

な どがあれば教えてください。

組 織的な業務改善やストレス

ケ アの仕組みづくりに取り組ん

で いる保健所もあると承知して

お り、4 月 に実施している保健

所 体 制 の 確 保 状 況 調 査 に お い

て 、過重労働・メンタルヘルス

対 策の好事例を収集していると

こ ろです。好事例を集約して横

展 開するなど、引き続き保健所

職 員などの負担軽減につながる

支 援を行っていきたいと考えて

い ます。

手 を 得 に く い 新 規 採 用 職 員 ・

新 任 係 長 へ は 直 接 メ ー ル 発 信

を 行 う な ど 、 相 談 事 業 等 の 利

用 促 進 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で

い ま す 。 ま た 、 管 理 監 督 者 自

身 も 過 重 労 働 と な る 傾 向 に あ

る た め 、 ラ イ ン ケ ア ・ セ ル フ

ケ ア の 重 要 性 を 発 信 し て い ま

す 。

・ 体 系 的 な メ ン タルヘ ル ス 研 修

は オ ン ラ イ ン 化 しつ つ も 、 対

面 が 望 ま し い 職 場 環 境 改 善 研

修 は 、 実 際 に 職 場 に 出 張 し て

実 施 し て い ま す 。

事 例 ２

・ 「 業 務 の 可 視 化 」 と 「 一 人 二 役 」

を 導 入 し て 、 過 重 労 働 対 策 を

進 め て き ま し た 。 「 業 務 の 可

視 化 」 で は 、 ホ ワ イ ト ボ ー ド

を 活 用 し た 進 捗 管 理 な ど に よ

り 、 誰 で も リ モ ー ト で も 業 務

内 容 ・ 進 捗 状 況 が わ か る よ う

に な り ま し た 。 「 一 人 二 役 」 で

は 、 担 当 を 超 え た 業 務 フ ォ

ロ ー 体 制 の 明 確 化 な ど に よ

り 、 複 数 名 で 業 務 を カ バ ー し

て 、 時 間 外 勤 務 縮 減 、 職 員 の
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